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はじめに 

 
 
(独) 大学評価・学位授与機構では、認証評価や国立大学法人評価など大学評

価事業に着手しておりますが、同時に評価をより効率的・効果的に実施するた

めに各種調査研究にも取り組んでまいりました。いくつかのプロジェクト研究

を推進してきましたが、そのひとつが「民間経営的手法の大学評価への活用に

関する調査研究」です。ここでは、大学以外の組織、すなわち営利企業、行政

府機関、あるいは NPO や公益法人などの民間非営利組織による評価の先駆的な

取組みに着目し、大学評価への利用可能性を探ることを目的としています。 
 平成１９年度よりその一貫として「大学外組織評価研究会」を立ち上げ、高

等教育研究者、非営利組織研究者、企業人、そして大学事務職員という多様な

メンバー構成によって研究を進めております。また、大学を経営する立場にあ

る方々、評価の専門家、当機構幹部からなるアドヴァイサリー委員会を開催し

大学評価の課題について議論していただきました。 
 
 大学評価については、徐々に実績が積み重ねられていますが、その積み重ね

から様々な課題も明らかになっています。例えば「評価可能性」の問題がその

ひとつです。計画やその目標が不明確である場合には、事後に目標の達成度を

確認しようにも目標自体が不明確なわけですから、評価が困難になってしまう

という問題です。したがって、評価可能性を向上させるためには、計画立案力

を向上させることが必要になってきます。 
 大学外組織評価研究会では、各種評価手法をレビューしながら、その視点を

評価技術に留まらず、大学を取り巻く環境変化を鑑みながら、大学のリソース

を的確に把握する必要性や計画立案の問題にまで広げて議論してきました。ま

た、実際に大学関係者にご協力いただき手法を試行しながらその効果や運営上

の課題を確認することも行ってきました。 
 本報告書は、これらの試みの中間報告として作成しました。今後大学評価の

ご参考となれば幸いです。 
 

独立行政法人 大学評価・学位授与機構 
理事 川口昭彦 



報告書要約 

 
 
第１章 大学を取り巻く環境変化    （片山 英治、殿村 成信） 
 
1.1.新しい資金調達の可能性とステイクホルダーズの見直し  （片山 英治） 
外部からの資金調達手段及びステイクホルダーズによる評価形態としての寄付

に着目し、大学の寄付募集の在り方に関する考察を行った。また、アメリカの

大学におけるアカウンタビリティを踏まえた寄付募集の特徴を紹介し、日本の

大学の寄付者に対するアカウンタビリティ向上のための取り組みを論じた。 
 少子高齢化の進展等わが国大学の外部環境は大きく変化し、日本の公立・私

立大学は自ら財務基盤の維持・強化を図る必要が生じている。ここで、寄付は、

大学財務の観点で外部資金調達手段である一方、寄付者による大学に対する「評

価」の一形態とも考えることができる。寄付の受入実績が芳しくない現状を鑑

みれば、アカウンタビリティの見直しへの取り組みが不可欠といえよう。 
アメリカの大学におけるアカウンタビリティを踏まえた寄付募集の特徴を踏

まえると、わが国の大学においては「趣意書における寄付の使途の明確化や寄

付者向けの寄付活用に関する報告といった情報提供の強化」、「戦略的計画の寄

付募集計画とのリンクやステイクホルダーズへの情報周知、計画立案プロセス

への関与」及び「寄付者の関心や動機のリサーチ」等の取り組みが、従来にも

まして求められることとなろう。 
 
1.2.変化する環境の中での信頼性を担保する財務とガバナンス （殿村 成信） 
社会システムの一翼を担う大学を取り巻く「環境」と「組織」の特性を踏まえ

つつ、環境変化への適応要件として重要と考えられる大学経営のガバナンスと

財務について整理し、今後検討すべき幾つかの課題を挙げた。 
大学をとりまく環境について、大学経営者は、経済合理性や効率性が強調され

ている外部環境とこうした外部環境による学問の自由の侵食を危惧する内部環

境との間で調整を実施し、組織の目的を達成し持続性を高めるための最適解を

提示することが求められている。 
外部環境への適応について、わが国の多くの大学は分析型の適応行動を目指

しつつ、内部環境への適応に時間を要するが余り受身型からの脱却が図れてい

ない可能性がある。 
 また、内部環境において、私立学校法では大学に 2 つの「マネジメント」と

「アカデミズム」という異なる目的を抱える意思決定機構が存在することを許



容している。つまり、教育・研究成果の最大化という共通の最終目標を持ちつ

つも、垂直的集中型の意思決定体系を基に構成員の集団的行動を求める法人組

織と、対極的に水平的な合議体系と分散的行動を取る構成員から成る教学組織

とが並存するという不思議な関係にある。 
私立大学社会的責任研究会によれば、私立大学のガバナンスとは、大学が教

育・研究等を通じて建学の精神等を実現していくにあたり、社会の要請や課題

等に柔軟に応え、その結果を社会に説明・還元できる経営組織を構築していく

中軸と位置づけている。ガバナンスを確立するには、6 つの要素が必要であると

考える。これらは、「ミッションの確認」、「 時代に適応した学内風土・文化・

倫理観の醸成、経営者の意思決定」、「活動を監督・監視する仕組みの構築と運

用」、「コミュニケーション機会の増加による学内外のステークホルダーとの意

識の共有化」、「柔軟性ある組織構造の設計とリスクマネジメントの強化」及び

「ミッションを現実のものにする計画立案と成果測定システムの導入」である。 
 また、一方で環境適応プランを実践し成果を上げるには財務基盤の確立及び

その強化が必要不可欠である。財務活動と教育・研究活動とは表裏一体であり、

常に財務を意識した活動を強いることの強制はできないが、財務の意識を組織

全体に浸透させていくことの認識の差が、個々の大学の経営改革のスピード差

となって現れてくるものと考える。また、大学の場合には、財務的成果の開示

のみでは経営の効率化に向けた規律付け、ステークホルダーによるガバナンス

の評価とはなりにくい。そのため、財務的情報と教育・研究業務活動にかかる

非財務的情報をあわせて提示することが重要となろう。 
 
 
第 2 章 大学経営改革と評価         （米澤 彰純） 

～その政策的背景～ 
日本の高等教育政策（例：三八答申・四六答申、臨時教育審議会、大学教育審

議会、中央教育審議会、国立大学法人評価）で大学の経営とその改革・評価が

どのように位置づけられ、どこに向かおうとしているのかについて検討する。 
大学の経営改革の必要性は、日本の高等教育政策のなかで、「運営」という言

葉としてすでに半世紀近く前から意識はされており、すでに 1970 年代初頭には、

その「評価」の必要性についても明確な形で言及されていた。しかしながら、

そこには、第一に、意志決定を巡る構成員の多様性の問題が「自治」「自主性」

「自律性」などの問題と複雑に絡み合いながら、具体的な経営やその評価に関

わる手法についての議論が進みにくい前提をつくってきた。第二に、国立大学

の民営化論を含めた法人化についても 1990 年代には議論が盛んになっていた

が、どちらかといえば、国の独立行政法人化のスキームの亜流としての法人化



の制度設計が優先された。 
 また、評価を具体的な実行に移していく過程では、大学が自らの目的やミッ

ションを明示し、それにもとづいて取り組みと達成について評価し、それをも

とに大学の運営や諸活動の改善を図るという形でしか、そもそも大学評価が成

り立たないという現実がある。 
 
 
第 3 章 学校法人制度の思想と歴史            （両角 亜希子） 

～大学の操作可能性～ 
日本の私立大学の制度的な枠組みについて、制度の特徴と制度が構築された歴

史的経緯の整理及び現在の私立大学の制度設計に関する現在の論点の整理を行

った。 
 まずは日本の私立大学の経営構造にどのような制度的な特徴があるのかを概

観した。米国私立大学と比較した上での特徴として、日本の大学の「法人と大

学の分離」及びその組織的構造意義、ガバナンスにおける監督機能と実行機能

が明確に分離されていないこと及び財務構造として拡大・発展のために基本財

産を蓄積・拡充する仕組み等が挙げられる。 
こうした特徴が生まれた歴史的背景として私立大学生成期からの社会的、制

度的影響がある。歴史的背景の一つとして、明治時代の社会経済的発展下の教

育市場におけるニーズ及び社会的・財政的基盤がベースとなっている。また、

戦後の改革の中で私立大学に関する経常費助成制度、学校法人会計基準が確立

され、発展してきた。 
 また、学校法人制度の見直し、学校法人会計基準の改正等、私立大学の制度

設計に関する議論が近年実施されている。 
 
 
第 4 章 大学評価の試みからみえる大学経営課題        （田中 弥生） 

～計画立案の問題と別視点評価の可能性～ 
大学評価の実際を通して見えてきた大学の経営課題、特に計画立案の問題及び

問題をとおして見える事後評価の限界を考察した。当該考察の上で、別視点で

の評価アプローチの可能性を探した。 
大学評価について、実際の機関別認証評価の試行と実施、さらには国立大学

法人評価の準備を通して見えてきたのは、事後評価以前の問題、すなわち大学

自身の計画・立案に問題があるということである。すなわち、大学が有する有

形・無形のリソースを把握し、自らの使命を効果的・効率的に達成するために、

そのリソースを用いて実施すべき事項を実行可能な具体案として計画に落とし



込んでゆくための作業に不足があるのではないかということである。計画立案

の重要性は、国立大学法人に関する高等教育研究及び私立大学の経営研究にお

ける Good practice の要素としても確認することができる。 
一方で、（独）大学評価・学位授与機構のアンケート調査に基づけば、計画立

案の重要性に対する認識と達成度には乖離がある。この乖離には、2 つの原因が

考えられる。1 点目は、各種手法の知識の実行体制の未整備である。2 点目は、

計画立案策定作業と評価作業が連動していないという点である。 
「各種手法の知識の実行体制の未整備」について、計画立案を重視するので

あれば、評価可能性のためのアセスメントを事前評価として実施することも一

案である。しかしながら、評価可能性のためのアセスメントだけでは、変化の

激しい環境の要素を十分に取り込むことができない可能性がある。この問題へ

の対応として、経営手法を取り入れた評価手法が考えられる。このような評価

手法には、特に「戦略」が意識されたものが多いが、大きく 2 つの要素が含ま

れていると考える。第 1 に環境変化を積極的に捉える要素であり、第 2 は同業

他者との競争的な環境から自らの強さと弱さを捉える要素である。１番目の要

素では、J.A.シュンペータ及び P.F.ドラッカーのイノベーションのためのアセス

メントが有効であり、2 番目の要素ではマイケル･ポーターのアプローチが有効

と考える。 
 
 
第 5 章 大学評価とその「工夫」              （西出 順郎） 

～PDCA サイクルの視点に立って～ 
評価の実行化を高める「工夫」について、PDCA の各過程に視点をあて論じ

た。具体的には、大学のマネジメントにおける実用性の観点で PDCA サイクル

を強化するツールとして戦略的計画策定、SWOT 分析、ABC（Activity-based 
Costing）、ロジック・モデリング等を論じた。これらのツールは、1990 年代か

ら地方自治体及び中央政府における行財政改革の推進ツールとして脚光を浴び

たものであり、決して新しいものではない。しかしながら、個々の工夫が現場

にマッチングしても PDCA サイクルとしての機能強化、評価の実行化のための

工夫として体系的にモデル化され、汎用されるまでには至っていない。評価も

しくはマネジメント･システムの過度な一般化に執着する必要はないが、実用重

視の視点に立って言及することは重要である。 
 
 
 
 



第 6 章 評価手法の解説                （山崎 その） 
経営学的な視点を取り入れた評価に関連する手法の具体例として、民間企業

及び行政、病院等の非営利組織でも普及しつつあるバランスドスコア・カード

（BSC）について概説し、BSC の構築手順、問題点及び非営利組織、大学経営

における BSC について論じた。BSC の概念はキャプランとノートンによって

1992 年に提唱され、これまで第 1 世代（多面的業績評価システム）から第 2 世

代（戦略的マネジメントシステム）、第 3 世代（組織を戦略志向に変えるシステ

ム）へと進化している。BSC の基本的なフレームワークは、ビジョンと戦略を

「財務」「顧客」「内部プロセス」「学習と成長」の 4 つの視点でバランス良く展

開し、戦略と現場の活動を結びつけるということである。これらの 4 つの視点

には、戦略目標と指標が設定されるが、これらはそれぞれ独立して存在するの

ではなく、各視点・目標・指標間は因果関係で結ばれている。BSC の構築によ

る効果は、単に BSC を作成し、導入すれば得られるというものではなく、構成

要素の一つひとつを適切に設定し、実行することが必要である。 
 非営利組織の BSC の特徴として、顧客を重視する点がある。大学における

BSC では、アメリカやイギリスの大学で導入されている事例が多く、ホームペ

ージで公開している大学もある。一方で日本の大学における BSC の導入も幾つ

かはあるが少数である。大学経営に BSC を導入する意義として 4 点がある。こ

れらは、「経営意識の希薄な大学における意識や思考の強化」、「「教育研究質の

向上」と「経営の質の向上」という対立関係になり得るもののバランスをとり

ながら戦略の実現が可能」、「個々の有効な活動と全体としての結果の連関の改

善」、及び「複雑化した組織を戦略に方向づけるフレームワークとしての BSC」

である。 
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第 1 部 

第 1 章       

大学を取り巻く環境変化 

片山英治（野村證券 公共・公益法人サポート部 主任研究員） 

  殿村 成信（株式会社 日本格付研究所格付二部 シニアアナリスト） 

 

 

舘（2005）が指摘しているように、今日の大学は認証機関による認証評価の

みならず多様な評価に身を置くに至っている。その評価を評価主体の立場から

みれば、第一者としての大学（自己点検・評価）、第二者としての学生・保護

者や認可者（設置者）、そして第三者としての公的な組織（認証機関等）や受

験産業、ジャーナリズム、格付機関、企業等の私的な組織と整理することがで

きよう。大学を取り巻く環境変化に伴い、第三者による評価は大学経営、特に

財務の側面で影響力を増しつつある。第 1章は、ステイクホルダーズによる大

学評価と対応のあり方に焦点を当て、1 節では寄付を中心とした外部からの資

金調達、2 節では財務格付けの側面にそれぞれ注目してとりあげることとした

い。 

 

 

1.1. 

新しい資金調達の可能性とステイクホルダーズの見直し 

片山英治（野村證券 公共・公益法人サポート部 主任研究員） 

 

 

1.1.1. 大学のサステナビリティを取り巻く環境変化とステイクホルダーズ 

少子高齢化の進展、公財政支出の頭打ちといった環境変化に伴い、わが国の

大学にとってファンディングのあり方が大きな課題と化している1。 

大学の財務面のサステナビリティは、これまで 18 歳人口の右肩上がりといっ

                                                        
1 国立・私立大学の直面する環境変化と財務運営への影響について詳しくは、片山・小林・両角（2007）
を参照。同論文は大学を「永続性」の観点で捉えており、永続性はサステナビリティと必ずしも一致し

た概念ではないものの大学が経営にあたりサステナビリティの延長線上に永続性を置いているという想

定はあながち非現実的ではないと考えられる。 



4            大学外組織評価研究会 中間報告書 

 

たマクロのトレンドに加え、設置認可基準や基本金制度、国立学校特別会計な

ど政府によって設計された広義のインフラによってある程度担保されてきたと

いえる。しかし、私立大学の設置認可基準や学校法人会計基準の基本金制度は

学生人口の増加によって安定的に機能してきた側面が大きかった。また、国立

大学においても法人化の際に特別会計が廃止され毎年度の運営を支える公財政

支出は税収の動向に左右されやすい一般会計に大きく依存することとなり、自

己収入の増加努力が積極的に奨励されるに至っている。従って、わが国の国公

立・私立大学はサステナビリティを担保してきたインフラにばかり依存してい

られなくなり、外部資金の獲得や資金運用等の新たな財務手段の活用を通じて

自ら財務基盤の維持・強化を図り、サステナビリティの確保に努める必要が生

じているのである。 

では、大学のサステナビリティを巡る環境変化は、ステイクホルダーズに対

するアカウンタビリティにどのような影響を及ぼすのであろうか。考察の手が

かりとして、企業と国立大学の損益計算書、私立大学の消費収支計算書をもと

に大学を取り巻くステイクホルダー、大学に提供される資源を収支項目と一対

一で対応する形で示してみた（図 1、次頁）。 
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図 1 企業、国立大学、私立大学とステイクホルダーズ 

企業からの利益 ステークホルダーズ 提供される資源

売上高 消費者余剰 顧　客 信頼、評判、ブランド

人件費 雇用所得 従業員 人的資本

販管費 仕入先の売上 取引先 取引先の経営資源

減価償却

営業利益

(-)金融費用 債権者の利益 債権者 他人資本

課税所得

税金 政府の収入 政　府 公的資本

純利益

利益剰余金

配当金

大学からの利益 ステークホルダーズ 提供される資源

経常収益

　運営費交付金収益 教育研究 政府（納税者） 公的資本

　授業料・入学金・検定料・雑益 （教育研究の）消費者余剰 学生・両親 他人資本

　受託研究・受託事業等関連収益 特許 企業 教育研究資金

　寄附金収益 社会貢献、事業承継等 寄付者 他人資本

　附属病院収益 医療サービス 患者 インフラ

(-)経常費用

　教職員人件費 雇用所得 教職員 人的資本

　教育研究・管理経費等 ﾓﾉ･ｻｰﾋﾞｽ納入業者の売上 取引先 取引先の経営資源

　借入金等利息 債権者の利益 投資家、金融機関 他人資本

経常利益

　臨時損益

当期純利益

大学からの利益 ステークホルダーズ 提供される資源

帰属収入

　学生納付金 （教育研究の）消費者余剰 学生・両親 他人資本

　寄付金 社会貢献、事業承継 寄付者 他人資本

　補助金 教育研究 政府（納税者） 公的資本

　事業収入 特許、医療サービス等 企業、患者等 教育研究資金/インフラ

(-)基本金組入額

消費収入

(-)消費支出

　人件費 雇用所得 教職員 人的資本

　教育研究・管理経費等 ﾓﾉ･ｻｰﾋﾞｽ納入業者の売上 取引先 取引先の経営資源

　借入金等利息 債権者の利益 投資家、金融機関 他人資本

当年度消費収支差額

前年度繰越超過額

翌年度繰越超過額

＜民間企業＞

＜国立大学＞

＜私立大学＞

事業主の収入 株　主 自己資本

 

（出所）http://www.encycogov.com/A2MonitorSystems/Exhi_Returns_Resources.asp を参考に、

野村證券法人企画部作成。 
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企業の場合、商品・サービスの売上に消費者、人件費に従業員、販売管理費

に調達先、法人税に政府、配当に株主がそれぞれステイクホルダーとして対応

関係にある。最も伝統的かつ一般に議論される経営資源の提供者（プリンシパ

ル）は残余請求権者としての株主であり、90 年代に隆盛を極めた株主価値最大

化モデルでは経営者（エージェント）は所有者である株主（プリンシパル）に

帰属する価値を最大化すべく行動するものと考えられた。一方、株主以外も企

業のステイクホルダーズとして捉えるのが CSR（企業の社会的責任）になじむ

考え方であろう2。この考え方にくみするならば、コーポレート・ガバナンスと

CSR はいわゆる「トレード・オフ」の関係にあると整理しうる3。 

大学の場合について同様に考えれば、国立大学でも私立大学でも授業料・手

数料に学生や保護者、補助金の場合は政府、寄付に寄付者、事業収入に企業、

患者等、人件費に教職員、教育研究・管理経費に取引先、借入金等利息に債権

者といったステイクホルダーズが対応する。大学では企業と異なり様々な経営

目標（目的関数）を想定しうるものの、外部の第三者に残余利益を分配しない

という非営利の特徴を踏まえれば、ステイクホルダー間の利害バランスの考慮

が要求される点で企業の CSR に近い性格を有するといえよう4。 

さて、わが国の大学で授業料・手数料収入や補助金の収入全体に占める割合

が高かったということは、学生・父母や政府が財政面でステイクホルダーとし

て主要な位置を占めてきたことを意味する。従って、大学がアカウンタビリテ

ィの主たる対象を学生・父母や政府に置いてきたのはごく自然なことであった。

実際、私立大学社会的責任（USR）研究会が実施したアンケート調査によれば、

私立大学があげた重要なステイクホルダーは学生や父母、卒業生がそれぞれ

96.9%、91.8％、92.5%と、圧倒的に学生や両親が多い5。 

しかし、大学のサステナビリティを巡る環境の変化は、大学が寄付者等の新

たなステイクホルダーズにも目を向け、アカウンタビリティを果たしていく必

要が生じたことを意味する。すなわち、アカウンタビリティの対象とするステ

イクホルダーズの「リバランス」6を図ることが、大学のサステナビリティの向

上の観点から求められているといえよう。 

 

                                                        
2 徳野（2004）、35 頁。 
3 後でみるように、株主とその他ステイクホルダーズ間のトレード・オフが顕在化する可能性が高いのは、

企業が景気後退等に伴う業績の悪化に直面した時であろう。 
4 山内（1997）は、組織を構成するメンバーの効用を最大化するという民間非営利組織の行動モデルを提

示している（88 頁、142 頁）。 
5 私立大学社会的責任（USR）研究会（2004）、12 頁。 
6 もともとはポートフォリオ運用を行う際に相場の変動などにより変化した投資配分の比率を調整する

ことを指す。ここでは「ステイクホルダーズ間の利害バランスの再調整」の意味で用いている。 
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1.1.2. 資金調達手段、評価形態としての寄付 

大学によるアカウンタビリティの見直しへの取り組みがサステナビリティに

ダイレクトに影響する一つの例は、「寄付」であろう。寄付は大学財務の面で

外部からの資金調達手段の一つであるとともに、寄付者による大学に対する（事

後的な）「評価」の一形態でもある。近年、国立大学の間で基金の設立が相次

ぐなど、わが国の大学の間で寄付に対する関心は高まる一方である。 

しかし、関心の高まりとは裏腹に寄付の募集実績は一般に芳しくなく、寄付

が大学のサステナビリティに十分寄与しているとはいいがたい状況にある。日

本私立大学連盟の加盟校に関するデータをもとに帰属収入に占める寄付金の比

率の 5年平均値の推移をみると、1972～75 年度で 12.2％だったこの比率は年を

追うごとに低下し、2001～05 年度では 3.1％にとどまっている（図 2）。 

 

図 2 私立大学における寄付金対帰属収入比率の推移 
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（出所）日本私立大学連盟「加盟大学財務状況の概要」より野村證券法人企画部作成。 

 

寄付が集まらない理由として、アメリカと比較しつつ税の優遇度合いの低さ

や寄付文化の欠如といった外部要因を挙げる大学関係者は多い。しかし、寄付

をステイクホルダーズによる大学に対する評価の一形態と捉えるならば、大学

が寄付者からの評価が芳しくない事実を正面から受け止め、自らの寄付募集の
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取り組みに見直しの余地がないかどうかを精査する作業が不可欠であることは

明白であろう。 

 

1.1.3. アメリカの大学の寄付募集におけるアカウンタビリティの側面 

（１） 個人からの寄付を中心とした拡大再生産メカニズム 

これに対し、アメリカの大学では寄付が「拡大再生産」を通じて大学のサス

テナビリティに貢献しているといわれる。すなわち、アメリカの大学は設立当

初から基本財産（多くは寄付基金）を有していることに加え寄付を多く受け入

れ積極的な資産運用によって拡大再生産を行っている7。「US ニュース＆ワー

ルドレポート」ランキングの上位校に限っていえば、この傾向は大規模総合大

学（ナショナル・ユニバーシティ）のみならず比較的規模の小さいリベラルア

ーツカレッジでもみられる。アメリカの上位校は、わが国の大学と対照的に寄

付者から高い「評価」を受けていることとなる。 

ここで、アメリカの大学において卒業生を中心とする個人が寄付の出し手と

して中心的な役割を果たしている点は強調しておく必要がある。アメリカの大

学関係者によれば、大学向けの寄付の約 8割が個人からの寄付とされる。すな

わち、大学にとって個人は企業や財団よりもステイクホルダー（寄付者）とし

ての重要性が高いことになる8。そこで、アメリカの大学の個人に対するアカウ

ンタビリティを踏まえた継続的な寄付募集の取り組みに焦点を絞ると、(a)寄付

者に対する情報提供、(b)戦略的計画とのリンク、(c)マーケティング・リサー

チ、の三つの特徴をあげることができよう。 

 

（２） 寄付者に対する情報提供 

第一は、「寄付者に対する情報提供」である。アメリカで頻繁に用いられる

寄付の動機に関するアンケートによれば、「税制上の優遇措置」が下位の三項

目にすぎないのに対し、上位に並ぶ項目の一つに「団体の財務運営の適切性」

があげられている（図 3、次頁）。これは非営利団体が自分の寄付を適切な寄

付にあてるかどうかという意味であり、一般に寄付に寛大といわれる一方で寄

付の使途に関する明確な説明や報告を求めるアメリカ人の特徴が端的に現れて

いる。 

                                                        
7 丸山（2003）、35-37 頁。 
8 アメリカの大学関係者によれば、企業からの寄付がかつてほど盛んでなくなった背景の一つにエンロン

の破綻等を契機に株主の企業経営に対する監視の目が厳しくなったことがあるという。また、企業が大

学と取引関係にある場合には「利益相反の可能性」が考慮されることも大学が企業からの寄付の獲得に

慎重になる一因かもしれない。企業や財団向け寄付募集に係る倫理的課題をとりあげた文献（Geoff 
(2000)）によれば、寄付募集担当者が調達担当者とコワークしながら、寄付を申し出る企業から財やサ

ービスを購入する場合に寄付が調達価格に上乗せされていないかどうか確認することも多いようである。 
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このため、寄付の使途と金額を明示した趣意書を作成している大学も一部で

みられる。たとえば、ボストン・カレッジの趣意書には寄付の使途について詳

しい記載がみられる（表 1、次頁）。同大学の寄付募集担当副学長によれば、

寄付を検討している主体にとって、使途の明確な趣意書があると自分の寄付が

どのような支出にあてられるのかに関する理解が容易になる。また、卒業生に

とって強力な寄付の動機付けともなるとのことである。 

 

図 3 アメリカ人の寄付の動機 

 

（原出所）International Association of Fundraising Professionals 主催によるコンファ

レンス（1997 年）でのビル・スタートバント氏によるプレゼンテーション。 

（出所）ディベロップメント・ギルド社インタビューより野村證券法人企画部作成。 
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表 1 ボストン・カレッジにおける寄付募集趣意書の例 

(億円)

寄付基金の要約 286
教授職 154

40の大学教授教授職（200万ドル） 88
60の寄附講座（100万ドル） 66
学生援助 55
学部生向け奨学金 40
大学院生向け奨学金 9
学部生の研究助手職 7
図書館 11
教育センター及び特別プロジェクト 66
施設の要約 55
大学アスレチックセンター 14
ニューサイエンスセンター 13
ミドルキャンパス・プロジェクト（モナン・ホール、学生センター） 17
ロースクール 11
経常支出の要約 99
使途に制約のない経常支出 33
使途に制約のある経常支出 66
合　計 440  

（出所）ボストン・カレッジ資料より野村證券法人企画部作成。 

 

（３）戦略的計画と寄付募集計画のリンク 

第二に、「寄付募集計画が戦略的計画とリンクしていること」があげられる。

使途の明確な趣意書を作成するためにはあらかじめ学内で大学のミッションや

ビジョンを明確にし、寄付を必要とする教育研究支出に関する優先順位を議論

し募集計画に反映させるという、戦略的計画を踏まえた寄付募集計画の作成作

業が必要になる。 
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図 4 キャンペーン（注）の優先順位と戦略的計画の関連度合い 
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（注）762 の州立大学、725 の私立大学が回答。 

（出所）Jake B. Schrum (eds.), A Board’s Guide to Comprehensive Campaignes, 

AGB, 2000 より野村證券法人企画部作成。 

 

米国大学理事会協会（AGB）が 762 の州立大学と 725 の私立大学を対象に行っ

たキャンペーン9に関するアンケート調査によれば、76.8%の州立大学と 90.3%

の私立大学がキャンペーンの優先順位と戦略的計画が「非常に密接に関連して

いる」または「ある程度関連している」と回答している（図 4）。アメリカの

大学では戦略的計画の策定プロセスに学内外のありとあらゆるステイクホルダ

ーが関与しているともいわれており、この計画と寄付募集がリンクすることで

募集活動が全学としての取り組みに化すとともに、ステイクホルダーズに対す

るアカウンタビリティを果たす一助として機能しているといえる10。 

5 万人超の学生と 1 万人超の教職員を抱えカナダで最大規模の州立大学であ

るカナダのトロント大学は、オンタリオ州政府の財政悪化を背景に補助金が削

                                                        
9 周年事業等、複数年度にかけて寄付を募集する実施形態。 
10 仮に大学の戦略的計画の策定プロセスに参画するステイクホルダーズが寄付（候補）者と一致している

とするならば、募集活動の実施前の段階で募集の目的がステイクホルダーズ間で共有されていることに

なり、いわば事前評価の可能性を高めているともいえる。事前評価については第 4 章を参照されたい。 
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減された 1990 年代初頭より寄付募集に注力するようになった11。同大学は教育

と研究のリンクと組織・教学プログラムの改善、教職員の募集や支援を含むホ

ワイトペーパー「2000 年に向けた計画」を策定し、その一部としてプロボスト

が学内の教学関係者に寄付募集上の優先順位を定めるように要請した（アカデ

ミック・プランニング、図 5）。この結果、教学部門における計画の優先順位

付けが予算計画や寄付募集の目標に明確に反映されることとなった。 

また、トロント大学の内部では募集にあたり寄付による大学への支援を追求

するとビジネスや医学、工学に寄付が集中し社会科学に集まらないといった「富

む者はより豊かに、貧しい者はより貧しくなる」格差が生じるのではないかと

の懸念があったものの、戦略的に教学計画を策定した結果、寄付講座数の分野

別構成比でみて工学向けが 26%、ビジネス・法学向けが 23%、ヘルスサイエンス

向けが 23%、社会科学・教育・ソーシャルワーク向けが 28%と学部間でバランス

のとれた成果を得ることができたという。 

 

図 5 トロント大学におけるキャンペーン計画 
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（出所）Jon S. Dellandrea and Abel S. Sedra, “Academic Planning As the Foundation 

for Advancement”, Worth (eds.)(2002)所収より野村證券法人企画部作成。 

 

（４） マーケティング・リサーチ 

第三は、卒業生等に対する「マーケティング・リサーチ」である。ステイク

ホルダーズの関心を喚起し大学に対する評価の可能性を高めるためには、寄付

候補者に対する一方的な情報提供にとどまらず寄付（候補者）の関心等を踏ま

えた募集計画の策定や募集趣意書の作成が不可欠となる12。このため、アメリ

                                                        
11 Jon S. Dellandrea and Adel S. Sedra, “Academic Planning As the Foundation for Advancement”、Worth (eds.)
（2002）所収、56-64 頁。 

12 アメリカの寄付募集担当者は、寄付候補者の関心を踏まえた募集アプローチを「ドナー・ドリブン」、

大学の資金ニーズを寄付候補者に押し付けるアプローチを「ニーズ・ドリブン」とそれぞれ呼んでおり、

寄付を獲得するためには前者のアプローチが望ましいとのことである。 
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カの大学の寄付募集担当部門はフォーカスグループ・インタビューや電話サー

ベイといった、マーケティング・リサーチの手法を援用しつつ寄付候補者に関

する情報やニーズ、寄付の動向等の把握に努めている。 

スタンフォード大学は 1993 年当時、学部卒業生の大学向け恒常的寄付（アニ

ュアル・ギフト）への寄付募集参加率13が 25%にすぎないことに不満を抱いてい

た14。そこで、6 つのフォーカスグループに対しインタビューを行うとともに

642 人の学部卒業生に電話インタビューを実施し原因を探った。その結果、大

学とのリレーションが強まるほど寄付に結実しやすいことが判明するとともに、 

(i)学生時代の経験について非常に満足している、(ii)卒業生として大学に積極

的に関与している、(iii)大学の現況について十分に情報を有している、という

寄付者になりやすい三つの条件が明らかになった。そして、スタンフォード大

学は寄付の動機と寄付者にフィットするメッセージを探るなどの改善策を講じ

た結果、97 年には寄付募集参加率を 34%にまで高めることに成功した。 

MIT は 4 年間の寄付合計額が 500 ドル、1,250 ドル、5,000 ドル超の各寄付者

層について、卒業年や学部学科、地理的条件を問わず同窓会活動に積極的な卒

業生はそうでない卒業生に比べ 3 倍超の頻度で寄付を行っているとの結果を得

た15。また、5年超にわたり寄付の経験がない同窓生について調べた結果、関心

を抱いていないことから再度寄付をする可能性がないことが判明したため、こ

の層に対するダイレクトメールと電話の費用を削減した16。 

ノースカロライナ大学チャペルヒル校のプレジデント兼寄付募集部門責任者

代行のフィリップ・ハリス氏は、同大学理事会に次のように報告した。「近年

の同窓会による会員増の努力の結果、2 年間で会員数が 2 万 8,000 人から 3 万

7,000 人に増加した。これが強力な寄付募集のベースを作る上で不可欠な要素

となった。寄付者全体の 90%超が同窓会員である。彼らは非会員の 3～4倍の寄

付をしてくれる。従って、同窓会は会員数を増やし続けることを通じて寄付者

集団の恒久的な拡大に必要とされる基礎を形成するといえる」17。 

以上の事例は、いずれも寄付者の動機や寄付の傾向に関する分析を事前に把

握し寄付募集の活動に活用しようとする試みである点で共通している。 

 

 

                                                        
13 卒業生全体に対する寄付者の割合(%)であり、募集総額と共に寄付募集でアメリカの大学で頻繁に用い

られている戦略的指標の一つである。 
14 Jerold Pearson, “Targeted Research Gets Results”, Shoemaker (1999)所収、1-11 頁。 
15 Charles H. Webb, “The Role of Alumni Relations in Fund Raising”、Worth(2002)所収、332-338 頁。 
16 Joseph S. Collins and Diana Tilley Strange, “The Data That Drive MIT’s Success”, Shoemaker (1999)所収、

63-74 頁。 
17 Webb, 前掲論文。 
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1.1.4 新しい資金調達手段とステイクホルダーズの見直しに向けて 

私立大学社会的責任（USR）研究会のアンケート調査（前掲）がステイクホル

ダーとして寄付者を挙げた私立大学が全体の 56.0%にとどまっているとの結果

を示しているように、寄付者はこれまで学生や父母、卒業生に比べ影が薄い存

在であったと言わざるをえない18。しかし、今後わが国の大学が寄付者、特に

卒業生を中心とする個人による「評価」を高めようとするのであれば、以下の

ようにアメリカの大学と同様の寄付者へのアカウンタビリティを踏まえた取り

組みが従来にもまして求められることとなろう19。 

 

(a) 寄付者への情報提供 

内閣府のアンケート調査によれば、募金・寄付をしない理由として「寄付し

たお金が本来の活動に使われるか分からないから」との回答、募金・寄付をし

たいと思う制度として「団体や活動の情報が入手でき、団体を選ぶことができ

る」「経営状況などの評価に関する情報が手軽に入手できる」との回答がそれ

ぞれ多い（図 6、次頁）。調査対象が首都圏に住む高齢者に限られ一般化は困

難であるものの、アメリカと同様に事業の現状や寄付の使途に関する情報が寄

付の意思決定を行う上での判断の拠り所になっている可能性は否定できない。

このため、趣意書における寄付の使途の明確化や寄付者向けの寄付の活用に関

する報告といった、寄付者に対する情報提供の強化が一つの方策としてあげら

れよう。 

 

(b) 戦略的計画と寄付募集計画のリンク 

また、上記のアンケートにおける“団体”に大学が含まれるかどうか定かで

はないが、戦略的計画と寄付募集計画が明確にリンクしていないという、学内

の計画立案段階における課題が寄付者による大学の評価を困難にしている可能

性もある。そこで、戦略的計画の寄付募集計画とのリンクやステイクホルダー

ズへの計画の周知、計画の立案プロセスへのステイクホルダーズの関与といっ

た取り組みは考慮に値しよう。 

 

                                                        
18 引用しているアンケート調査では、各大学がステイクホルダーズをどのような位置づけで捉えているか

が必ずしも明らかではない。たとえば、両親は授業料収入に係るステイクホルダーであるもののわが国

の私立大学で広くみられる、入学時に任意に寄付を求めるという慣行を踏まえれば寄付者でもある。 
19 企業からの寄付に大きく依存するわが国の大学が、個人中心の寄付募集に転換するのは容易ではない。

しかし、大学が寄付の側面で対卒業生と同様の長期的な関係の維持を企業に求めるのには無理がある。

景気の変動等に伴い業績が悪化すると、企業は株主とその他のステイクホルダーズ間のトレード・オフ

に直面する可能性があるからである。かつて企業メセナブームがバブルの崩壊とともに萎えてしまった

ことは記憶に新しい。CSR が景気循環を乗り越えわが国の社会に定着するか、注目されるところである。 
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(c) マーケティング・リサーチ 

わが国の大学の募金関係者からは「ウチの卒業生は愛校心がない」「寄付に

対して目にみえる見返りを用意しないと寄付してもらえない」といった発言が

聞かれることが多く、自分の大学に対する寄付者の関心や寄付の動機を調べる

ことなく「寄付者像」を想定して募集に取り組んでいる大学も少なからず見受

けられる。今後は、卒業生調査への寄付等のサポートに関する質問項目の追加

や卒業生を対象としたグループ・インタビューの実施を通じた寄付者の関心・

動機に関する把握等の作業が検討されても良いように思われる。 

 

図 6 わが国における寄付者向け情報開示の重要性 
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（注）2006 年 1～2月に首都圏に住む 50 代、60 代の男女を対象に実施したアンケート（配布数

3,000、回収数 1,491、回収率 49.7%）。 

（出所）内閣府「高齢者の金融資産の有効活用及び社会的責任投資等への資金流入の可能性に

関する調査」2006 年 6 月。 
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なお、本稿では考察の対象外とした「債券の発行」も、大学にとって資本市

場を通じた新たな資金調達手段の一つである。金融商品取引法に定める「有価

証券」または「みなし有価証券」を発行する場合は、「投資家」という大学に

とって新たなステイクホルダーが浮上することから、そこで求められるアカウ

ンタビリティも従来と様相を異にすることは想像に難くない。それは、2007 年

10 月 31 日に施行された「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び

作成方法に関する規則」に定められた財務報告の様式が、学校法人会計基準の

様式と全く異なっていることに端的に現れている20。 

企業の CSR、すなわちステイクホルダーズの間の利害バランスの取り方に関

する最適解がないのと同様に、大学のステイクホルダーズに対するアカウンタ

ビリティの取り組みに唯一の答えがあるわけではない。ただし、大学のファン

ディングを巡る環境変化の中で、今後は大学が寄付者等の新しいステイクホル

ダーズに対するアカウンタビリティを踏まえて資金調達に取り組むかどうかが

第三者による評価、ひいては大学のサステナビリティを一層左右するようにな

るのは確実であろう。 
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第 1 章                 
1.2.  

変化する環境の中での信頼性を担保する財務とガバナンス 

殿村成信（株式会社 日本格付研究所格付二部 シニアアナリスト） 
 

 
1.2.1. はじめに ～組織のダイナミズム～ 
 組織が現状是認の行動を強く志向し、環境の変化に対して否定的あるいは硬

直的な場合、その組織は環境から遊離しはじめる。その組織はやがて資源の交

換の場を失うことで活力を失い、淘汰されていくこととなる。しかし、組織は

環境が及ぼす刺激を受け、長年維持できていた組織が環境変化の圧力に耐えら

れないと判断した時、自らを維持しようとする強い欲求が高まる。そして硬直

的であった組織は、環境変化に耐えるだけではなく柔軟に適応していくことを

考え、行動に移し始めるのである。 
 本稿では、社会システムの一翼を担う大学の「環境」と「組織」の特性を踏

まえつつ、環境変化への適応要件として重要と考えられる大学経営のガバナン

スと財務について筆者なりに整理し、今後検討すべきいくつかの課題を挙げて

おきたい。 
 
1.2.2. 環境の変化における大学の適応力 
(１) 財務指標から見た大学と企業の環境適応力 
 大学と企業は、存在目的の達成に向けた組織行動原理の相違、すなわち利潤

追求の有無ならびに所有と主権者の概念の質、アカウンタビリティの態様等に

おいて対極に位置している。しかし、財務資源の受託者として委託者に対しそ

の価値を最大化させる「責務」と、供給者として需要者のニーズに応える「使

命」、さらには外部環境の変化に対する組織のリーダーの適切・適時な「行動」

において一致を見る。 
現在、東京証券取引所には約 2,400 の企業が上場している。証券取引所の上

場審査を経た企業は、国内外の多数の投資家・顧客に認知され、彼らからより

多くの財務資源と成長の機会を獲得している。半面、上場後の企業の活動プロ

セスと成果は株主などのステークホルダーや、社会から業績、配当と株価等の

可視的な成果を通じて監視され、評価されていく。一方、わが国の大学を設置

する法人は学校法人で約520法人、国公立大学法人を加えると約640法人ある。

1991 年の大学設置基準の大綱化前後を問わず、各大学法人は設置基準等をクリ

アすることで、いわば「上場大学」としての地位を得ることになる。そして社

会に広く認知され、財務資源の獲得を基に教育・研究活動を展開していくわけ
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だが、大学は社会に対していかなる形で責任を果たし、規律付けられ、組織の

持続性を高めているのだろうか。 
大学と企業の外部環境への適応力について、過去を振り返ってみる。図１は、

1992 年度を 100 とした東証上場企業の売上高経常利益率と、学校法人の帰属収

支差額比率の推移である。当時は企業社会においてはバブル崩壊後の低迷初期

であり、大学社会においては設置基準の大綱化後間もない頃である。経常利益

は、財務力を含めたその企業の総合的な活動成果を示し、株主への配当と再投

資の粗原資である。一方、帰属収支差額は単年度の学校法人の自己財産の充実

度合いを示すものであり、資本取引と損益取引とが混在する帰属収入から消費

支出を差し引いたものである。つまり、帰属収支差額は利益とは全く異質の概

念であり、両者を単純比較することの意義は低い。しかし、何れもゴーイング

コンサーンとしての「財務的余裕度」を表す尺度であることに着目すれば、両

者の環境に対する適応力の差を説明することが可能となる。企業はこの 15 年の

間に、これまで想定し得なかったような企業の倒産を現実のものとして体験し、

組織を環境に適応させつつ、新たな事業機会を創出することで適応力を確実に

高めてきた。とはいえ一段と将来の不確実性が高まる中で、大学に対して企業

活力の源泉ともいえる人材育成や研究成果の連携を強く求め始め、さらには大

学経営のあり方に対してまで企業の論理をもって提言しはじめている。その背

景には、企業社会の視点から見た場合、大学は多くの環境要素の変化要因が経

営者にとって予見可能であったにもかかわらず、同期間に有効な経営上の施策

が講じられず、大学の論理による教育・研究の成果が十分に企業経営に反映さ

れてきていないのではないかという疑念が少なからずあると考えられる。こう

した企業の論理は、利益というユニバーサルな評価軸を経営全体に対する評価

の中心に据えており、無意識に研究・教育活動に対する投資対収益の概念を持

ち込んでの主張であることから、必ずしも大学経営にフィットするものではな

い。しかし、大学内部からは、大学にフィットしないと認識しつつも企業や行

財政の論理によって経済合理性や効率性が強調されるがあまり、学問の自由が

侵食されつつあることを危惧し、経営に対する期待・要求・圧力を高め始めて

いることは事実である。大学の経営者はこうした外部環境への適応と内部環境

の調整に苦悩する立場にありながらも、組織の目的を達成し、持続性を高める

為の最適解を提示することが求められているのである。今後 10 年を見渡すと、

これまで急速に進んだ 18 歳人口の減少傾向に歯止めがかかる。が、その先は再

び急速な人口減少が始まることが予測されている。だが図１のような傾向をそ

のまま辿るような大学にあっては、10 年余り先には淘汰されている可能性が高

い。人口の減少は、大学経営にとって操作不能であるが、予測可能なリスクで

ある。対策を講じるだけの時間は未だ残されているともいえるが、その他の外

部環境の変化のサイクルは、大学の変化のサイクルよりもはるかに短く、大学
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経営者に残された実質的な時間は少ないと考えた方が適切といえる。 
 

図１　東証上場企業の経常利益率と大学法人の帰属収支差額比率の推移
（92年度=100)
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(２) 大学組織の外部環境とその変化 
 組織は、ある一定の共通目標を達成するために複数の人間が集まり、構成員

の役割や機能が分化・統合された集合的活動体である。環境は、組織を取り囲

む周りにあって意識や行動の面で何らかの相互作用を及ぼし合い、組織が社会

に存在していることを認識させる相対的なものである。環境は常に変化してい

るというが、これは組織がある時点で認識した環境を所与として構築した視点

からとらえたものである。したがい、環境の変化と共に組織も変化するならば、

その組織にとって環境はある程度は固定的なものととらえることができる。コ

トラー(1989）によれば、大学の環境は、内部環境、市場環境、公的環境、競争

環境、マクロ環境の５つのセグメントにとらえている。 
• 内部環境-内部的な関係者。とくに評議員会、管理者、教授陣、職員、ボラン

ティア 
• 市場環境-学生、寄付者、供給者、マーケティング関係者 
• 公的環境-地域社会関係者、活動家関係者、一般大衆、媒体関係者、その他関

連グループ 
• 競争環境-教育機関の市場と関係者の注目力、参加、忠誠などを求めて競争す

る団体や組織 
• マクロ環境-教育機関の存在と活動とに影響を及ぼす人口動態的、経済的、生

態的、政治的、社会的要素 
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 現実にはこの 5 つのセグメントは、複雑に相互に関係しながら各々変化を続

けている。そのうち外部環境の「変化」の要素としては、①わが国の経済成長

力の鈍化と新興成長国の台頭②総人口の減少と少子・高齢化③企業社会におけ

る倒産、M&A 等の信用リスクのダイナミックな変化④企業・学生の国際的流動

性の向上⑤終身雇用形態の終焉と女性の社会進出の本格化⑥地域格差・所得格

差の拡大⑦大学進学率の高止まりと学生の価値観の多様化⑨ＩＴネットワーク

の社会インフラ化⑩ランキングをはじめとするメディアの関心度の向上⑪行政

による財政的助成の市場競争的概念の導入と機能分化の促進的要請－などが挙

げられる。これに後述する内部環境要素を乗じたものが、今後の大学が進むべ

き道を決めるマトリックスとなる。 
 
(３) 大学組織の外部環境への適応行動とその現状 
 組織の外部環境への適応行動に関する研究は、企業において数多の理論体系

が確立されている。しかし、何れも営利組織として競争優位性を高める為の理

論展開であり、後述する大学の「組織」構造と教員の行動原理を包含していな

い。バーンバウム（1998）が指摘するように「高等教育においては経営と管理

の諸問題に対して企業組織とは異なる方法を採用しなければならない」。もっと

も、ダイナミックな環境の変化の中で適応を続ける企業組織をテーマとした研

究から得られるエッセンスには、大学経営の洗練と発展を模索することに相応

の示唆を与えてくれるものもあるはずである。企業戦略論や行動組織論の体系

につき、大学経営への適用可能性とその限界をわが国の事情に照らしてつぶさ

に調べることの意義は低くないと考える。 
組織の外部環境への適応とは、環境の状況に対して組織がその構造とプロセ

スをどう対応・変化させて有効性を確立するかということである。企業組織論

において環境適応への対応を類型化する試みは多数あるが、マイルズ・スノー

（1983)は防衛型、探索型、分析型、受身型の 4 つに分類している。その分類を

通して大学をみると、分析型、すなわち従前から比較的安定した活動領域を一

層強固なものとする一方で、変動的な領域を能動的に模索し、組織の持続可能

性を高めるような思考が適していると見る。ただ、現状わが国の多くの大学は、

分析型の適応行動を目指しつつも、受身型からの脱却が図れていない可能性が

ある。その理由は、後述の大学の内部環境における組織構造と構成員の行動特

性が大きく影響していること、ならびに組織としての計画立案とその実践過程

が十分に確立されておらず行動の方向付けが曖昧なものになっていること等が

あると考える。国内外の多数の論考と実際の理事長等への聴取によって個々の

経営者レベルにおいては、リーダーシップを発揮し、早急に外部環境への適応

を図らなければならないとの認識が強いことを確認することができる。しかし、

経営組織全体としての意思決定を行ない、行動に移す際に、内部環境への適応
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に時間を要するが余り、外部環境への適応に向けた適切かつ適時な資源配分が

行なえていないのではないだろうか。その証左の一つが先述図１の帰属収支差

額比率の低下にあるといえる。前項に記した外部環境の要素とその変化に対す

る個別大学の適応行動について多面的かつ数多く検証し、今後の多くの大学経

営に活用させていくことは、わが国の経営学者、高等教育学者の共同課題であ

るように考える。 
 
(４) 大学組織の構造  
 次に大学の内部環境に視点を移す。わが国の私立大学の組織、機関設計の特

徴を法令で示すと、私立学校法第 36 条第 1 項、第 2 項で「学校法人に理事をも

って組織する理事会を置く」、「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務

の執行を監督する」とし、第 37 条に「理事長は、学校法人を代表し、その業務

を総理する」と定めている。大学を設置することを目的とした法人「組織」の

長には高い地位と強い権限が付与されているのだが、一方で学校教育法第 58 条

3 項では「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する」、第 59 条では「大

学は、重要な事項を審議する為に教授会を置かなければならない」と定める。

つまり、法は一つの活動体に２つの意思決定機構が存在することを許容してい

る。換言すれば、大学は外部環境への適応に向けて財務資源の獲得と配分に関

して効率性と合理性を重視する「マネジメント」と財務資源の活用と成果に関

して外部環境の変化に関わらず、真理の探究に向けた創造性と専門性を重視す

る「アカデミズム」という二律背反ともいえる目的を同時に抱えた組織といえ

る。しかもこれらの組織は全く分離独立したものでもなく、主従の関係にある

わけでもない。絹川（2006）が指摘するように「理事会と教授会の関係は本質

的にアンビバレント」であるといえる。学校法人の場合、理事会の「学校法人

の業務」と教授会の「大学の重要事項の審議」、理事長の「業務」と学長の「校

務」の範囲につき、その線引きが現実の問題となる。 
 この点は、後述のガバナンスの確立に大きく影響を及ぼすことになるが、少

なくとも法令上、法人が大学を設置するという設置・被設置の関係が定められ

ている以上は、社会に対する「経営上」の責任は、学長にはなく理事長にある

ことを明確に認識しておくべきである。国立大学と私立大学を一括にした議論

はできず、機を改めなければならないが、国立大学法人法における学長は、国

立大学法人を代表し、その業務を総理することが定められている。国立大学の

場合、法人組織と教学組織の権限が学長に集約されやすい構造が強みとなるこ

ともあるが、学長の交代によって全く従前とは異なる様相を呈することもある

だろう。 
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(５) 大学組織構成員の行動特性  
 組織は自らの目的を達成する為に構築されたものである以上、経営者は自ら

の考える成功プランを提示し、構成員に対して能率や効果を上げる為に最大限

の努力をすることを求める。また、バーンバウム（1998）が指摘するように、

「組織の使命が明確で共通の理解があることは、責任あるシステムを確立する

ための一つの基本原理」である。しかし組織の構成員である個人の意思・価値

観は、組織の意思・価値観に完全に合致しているわけではない。個人が組織の

共通目標を理解し、支持する行動をとられなければ、組織としての力（成果）

は減退し、外部環境の変化に適応するだけの軸足が定まらなくなる。これは内

部環境の要素である教職員等が及ぼす組織への脅威である。企業経営の場合、

組織の意思決定と責任の所在が垂直的、階層的でかつ目的達成志向があり、経

営者の持つ権力を頂点とした意思決定の上意下達のプロセスが前提にある。大

学経営の場合も法人組織のみを焦点とするならば、企業経営論で展開される環

境適応に向けた競争戦略、組織のデザイン、組織構成員の動機付けに係る理論

等の有効性は高まるかもしれない。両者に共通する垂直的な組織の抱える課題

は、ある時点で見定めた環境に適応しようと戦略を講じ、合理的かつ慎重に検

討が重ねられた上で確立された業務、標準化されたプロセスが安定してしまう

ことにある。そして組織の構成員は、既存のプロセス等を自らの既得権と看做

すようになり、それを侵してまで組織の変革を行なうだけのインセンティブが

ない限り、新たな変化に即応しようとはしない傾向が強まることにある。「組織

体はもともと受動的な体質をもっている」とヘファリン（1987）は述べている。 
もっとも教学組織の存在とその意向を反映することなく、大学の運営は成立

し得ない。学長を頂点とし、教授会を審議機関とする教学組織は、本質的に学

問の自由と自己の知的関心、真理探究の使命を掲げた教員の集合によって構築

されている。そして教員は独自の使命と価値観に基づいて、専門的・創造的な

学術領域を対象とした教育・研究を進め、相応の裁量権を持ちつつ自己完結的

な行動を志向している。この教員の活動こそが、大学の存在価値を増減させる

最大のドライバーである。しかし、専門性が高い余りに教員は、同じ学術領域

の研究動向等に関心が高まり、専門学会への所属と活動成果の発表に重点をお

いた行動を取ることにインセンティブが働きやすい。組織図上、個々の教員は

学長を頂点とし、研究科・学部･学科というフォーマルな組織に属しているよう

に見えるが、組織構成員としての認識はあっても大学への帰属意識を高めるだ

けのインセンティブは逆に働きにくくなると考えられる。まさに「大学に恩師

はいるが上司はいない。組織に属さず学会に属する」のである。それゆえに教

学組織のリーダーである学長が、個々の教員あるいはその上位にある研究室、

学科、学部等の意見・要望を全て集約し、教学組織全体が持つ目的を達成して

いくことには多くの困難を伴うであろう。個々の教員は、学長を教学組織の代
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表者として認めてはいるが、リーダーシップの発揮を求め、組織的意思決定に

従属していくことを期待して選任しているというよりは、むしろ個人の意見を

可能な限り吸い上げ、法人組織からの財政的圧力を緩和させる代表者、象徴と

しての期待が大きいのではないだろうか。加えて社会環境の変化に伴い、外部

環境に適応すべく学部・学科の多様化、細分化、専門化を進める分だけ、新た

なる利害関係者を生み出し、全体として帰属意識が一段と希薄化しやすく、内

部環境のコントロールが難しさを増していくとも考えられる。国立大学法人が

積極的に推進する学長裁量経費のような権限と財務資源を一体化させて教員の

帰属意識を高める手法に今後の一つの解があるとも考えるが、私立大学にその

まま援用できるものではない。あくまで筆者は大学関係者ではなく、大学内部

環境の実態を間近に見ることができないが、経営学の手法によって教授会や

個々の教員の行動様式、組織の目標達成やイノベーションに向けた動機付けの

ポイント、意識の変化手法等についての実態をとらえていくことは、大学経営

のあるべき姿を追求するうえで価値あることと考える。 
 総じて大学は、教育・研究成果の最大化という共通の最終目標を持ちつつも、

垂直的集中型の意思決定体系を基に構成員の集団的行動を求める法人組織と、

対極的に水平的な合議体系と構成員の分散的行動を是とする教学組織とが相互

に依存しつつも対立することもあるという不思議な内部環境を持つ。したがっ

て経営者が企業経営的なリーダーシップを発揮することでダイナミックな法人

組織部門の改革を進めることは可能であっても、その改革のエネルギーが最大

の経営資源である個々の教員に及ぶ程度は微力にとどまる可能性が高い。ヘフ

ァリンが「大学は急激な変化にはことさら抵抗するような構造に作られてい

る。」と指摘するように、全学に経営改革の方針が理解され、行動に現れるまで

のスピードは緩慢になり、その効果も限定的なものになりやすいと考えられる。

経営改革に向けた内部環境の調整が完了した時点で、外部環境はすでに異なる

様相を呈しており、再び適応に向けた内部環境の調整を繰り返さなければなら

ないのである。 
 
1.2.3. 大学経営におけるガバナンスの重要性 
(１) コーポレート･ガバナンスの定義 
 これまで大学組織の外部環境と内部環境についての考察をしてきたが、組織

の環境適応に向けた責任者は、一義的には組織の機関としての経営者である。

経営者の意思決定の質、すなわちガバナンスの確立の程度が環境適応力の差と

なって現れてくるといってよい。ガバナンスの研究については、大学組織より

も企業組織において先行するが、コーポレート･ガバナンス論を引用しての私立

大学のガバナンスを検討するに際しては、企業の行動原理との本質的な相違、

すなわち利潤（経済的付加価値）追求の有無、組織の所有と支配者の概念の異
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質性を強く認識しておかなければならない。また株主不存在、非営利性、不思

議な内部環境という３つの特性を持ち、教育・研究という異なる使命を同時に

求められた活動組織であることも常に念頭においておく必要がある。 
 深尾・森田（1997）によれば、株式会社制度とその機関設計の現状を国際比

較していく中で、コーポレート･ガバナンスの定義を－「①企業における経営上

の意思決定の仕組み、②企業のパフォーマンスに密接な利害を持つ主体相互間

の関係を調整する仕組み、③株主が経営陣をモニタリングしまたはコントロー

ルする方法、の三者からなる概念としてとらえることができる。つまり、「企業

が効率よく運営されるためには、株主、経営陣、従業員、債権者、取引先等の

企業の様々な利害関係者（ステークホルダー）との間で、どのように権限や責

任を分担し、また企業が生み出す付加価値を配分していけばよいか」という問

題」－としている。また、日本コーポレート・ガバナンス・フォーラムによる

新コーポレート・ガバナンス原則（2006）では、2001 年以降の急速な CSR（企

業の社会的責任）、会計監査の適切性、新会社法、金融商品取引法の施行、さら

には敵対的買収の増加等が反映され、定義として、「株主から任された受託責任

を負っている会社役員がその受託責任を全うすることを確保するための仕組み

である」としている。伊丹（2000）は、「企業が望ましいパフォーマンスを発揮

し続けるための、企業の『市民権者』による経営に対する影響力の行使」とし、

財務資源の提供者である株主に加え、配分された資源の活用、付加価値の創出

主体である従業員を経営者の規律を維持する為のモニターととらえている。そ

の前提として株主、従業員には、①企業の基本政策の最終決定権、②経済成果

の優先配分権、③経営者の選任・罷免権を直接的、間接的に有しているととら

えている。そのうえで資源の配分、調整の意思決定権者である経営者の行動を、

資源の提供者である株主と、資源の活用者である従業員の双方からモニタリン

グを行なうことで有効かつ適切なものになることを期待していると考えられる。

日本の企業におけるコーポレート・ガバナンスの問題を、法的フレームワーク

を下に株主主権を所与としたメカニズムや機関設計のあり方に言及していくの

ではなく、我が国の実態に即して主権の所在から問い直し、分析している点が

興味深い。 
 
(２) 大学のガバナンスの概念 
 それでは大学の主権、すなわち他の干渉によって侵されることの無い、組織

に対する支配力を有する主体は誰なのか。特に明確な所有者の存在しない私立

大学において、大学の主権を整理しておくことは、持続可能性向上のシナリオ

を描く際の起点になる。筆者が考えるに大学の経営者には、建学の精神に対す

る「忠誠」と、大学価値の向上を通じて社会全体の付加価値を高める「使命と

責務」、公共性の意識を浸透させた活動プロセスの構築、その透明性ならびに成
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果内容の充実に対する「行動」が必要である。そこでの大学のガバナンスの概

念は、社会（もう少し特定すればステークホルダーズ）と「建学の精神」を主

権者とし、それらによって規律付けられた経営者の「自由と責任」のあり方を

問うものととらえている。この概念の具体化は次に述べるとして、私立大学社

会的責任研究会（ＵＳＲ研究会）では、2006 年時点で私立大学のガバナンスを、

「建学の精神に基づく経営理念およびそれを具体化された中長期の計画に従っ

た意思決定を担保する仕組みであり、かつ経営理念及び中長期の計画に従った

経営をすることを監督する仕組みである」と定義する。つまり、大学が教育・

研究等を通じて建学の精神等を実現していくにあたり、社会（ステークホルダ

ーズ）の要請や課題等に柔軟に応え、その結果を社会に説明・還元できる経営

組織を構築していく中軸としてガバナンスを位置づけている。 
  
(３) 大学のガバナンスを確立するための前提要素 
 大学のガバナンスを確立していくには、次の要素が必要と考える。 
① ミッションの確認 
② 時代に適応した学内風土・文化・倫理観の醸成 
③ 経営者の意思決定、活動を監督・監視する仕組みの構築と運用 
④ コミュニケーション機会の増加による学内外のステークホルダーとの意識

の共有化 
⑤ 柔軟性ある組織構造の設計とリスクマネジメントの強化 
⑥ ミッションを現実のものにする計画立案と成果測定システムの導入 
これらに限定されるものではないが、少なくともこの 6 つがバランスよく意識

され、各々を結びつけながら実践していくことが必要と考える。このうち、⑤

と⑥についてはマネジメントの色彩が濃く、第 4 章以降で扱うこととなる。 
 
① ミッションの確認 
 組織のミッションとは、組織の究極の目的を示した普遍的な概念である。ミ

ッションは組織の活動領域を定め、組織の行動を方向付け、規律付けを可能に

する。組織内部の対立を解決する鍵にもなる。また、組織構成員の意識に刷り

込まれなければならないものである。さらには目標とゴールの設定を促し、活

動成果の評価を行う際の拠り所になる。すなわち、経営者が個別具体的な目標

（ビジョン）策定と行動計画の立案、実践とその成果を見定めるプロセス＝マ

ネジメントの底流に存在していなければならない概念で、ガバナンスの中核要

素となる。大学基準協会等による認証評価結果から、多くの私立大学の「建学

の精神」を見るに、その多くは公共心の強い創設者の熱意溢れる独自のメッセ

ージが端的な言葉でまとめられている。そして、現在の経営者に引き継がれ、

学内外に広く活用されるに至っている。一方、2004 年に法人格を与えられた国
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立大学法人におけるミッションはどうだろうか。中期目標に記載されている「基

本的目標」は、企業の「経営理念」や私立大学の「建学の精神」に相応してい

るのだろうか。この素朴な疑問に対し、全 86 の国立大学法人のホームページよ

り基本的目標を確認したところ、次の特徴が現れた。あくまで筆者の主観的な

基準に基づくものだが、 
1)  ミッション、ビジョンが混在したものが多く、かつ長い文章で読み込む必

要がある 
2)  私立大学の建学の精神に相応する「大学の理念」が簡潔に明記されている

ものもある 
3)  経営体として自律性の確立とマネジメントの強化を記しているものがある 
4)  他大学との再編・統合を検討することを盛り込んでいるものもある 
 各大学に理念はあると考えるが、制度としての「基本的目標」は上述のミッ

ションの概念・役割に該当するとは言い切れない状況にあった。学長による権

限の集中、組織と意識の改革が順調に進むといわれる国立大学だが、法人とし

ての真の意味での自主・自律性を見ることができるのは、おそらく第二期中期

計画期間以降であり、その頃には、個性ある明確なミッションが外部に公表さ

れてくることものと期待している。いずれにせよ今回の確認を通して、ミッシ

ョンは理念的・抽象的であっても簡潔・明瞭なほうが良いと考える。将来の不

確実性が高まり、環境の変化が続く中で組織が進むべき方向に迷った際には、

常に原点であり究極の目標であるミッションに即座に立ち返ることが不可欠と

いえるためである。ドラッカーは指摘している。「使命の表現は、それに基づい

て現実に動けるものでなければならない。･･･その機関が現実に何をしようとし

ているのかに絞ったものでなければならず、その組織にかかわる一人一人が、

目標を達成するために自分が貢献すべきことはこれだ、といえるものでなけれ

ばならい。」と。また、簡潔・明瞭なミッションは、外部の理解と支持を受けや

すく、組織の持続可能性を高める効果も期待できる。その意味で今後、数多く

の建学の精神を確認し、寄付行為や学則、外部に公表される事業活動報告書や

講義要項、大学案内等を元に詳細に分析していくことで、ガバナンスにおける

ミッションの重要性と社会における適応力との関係を見定めていくことも必要

かと考えている。 
 
② 時代に適応した学内風土の醸成 
 経済産業省「企業行動の開示・評価に関する研究会」（2005）による『コーポ

レート・ガバナンス及びリスク管理・内部統制に関する開示・評価の枠組につ

いて』では、ガバナンスの確立に非常に重要な要素の一つとして、経営者自身

が構築した風土による規律を挙げている。組織の風土とは、その組織が現在に

至るまでに醸成してきた従業員の考え方、解釈の仕方、行動を導く共通の価値
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観や前提や信念、制度などを意味する。これは、経営者、特にトップ自らが大

学のミッションを現代的に解釈し、行動の指針ともいえるビジョンを策定し、

学内外にコミットしたうえで組織的に実践していくうえでの重要なバックグラ

ウンドとなる。これは決してガバナンスの確立に短期間で作用するものではな

く、定量的に測定可能なものでもない。長期的観点に立って教職員の行動様式

に浸透していく性質を持つ。しかし、大学の歴史、規模によって時間差や程度

の差はあるものの、環境変化に対する適応力を高めることに肯定的な風土が醸

成されることは、現在および将来の大学経営者を規律することにつながるもの

である。それゆえに経営者自身の規律、自律的なガバナンスによる取り組みは

ゴーイングコンサーンであり続ける為の重要な要素だと考える。改革が一部の

経営者によって声高く唱えられたにもかかわらず、十分な成果が現れない要因

として、構成員の経営陣に対する信頼感と教員間、教職員間の連携による信頼

感が不十分であることが多い。したがって、経営者と個々の教職員との関係に

おいて信頼感を醸成し、教職員の大学法人に対する帰属意識を向上させる仕組

みを確立していかなければ改革は道半ばに終わるものと考える。即効性のある

解決策はなく、ミッションの徹底した浸透や経営者オリジナルの経営スローガ

ンの掲示、教職員相互の一声運動など地道な活動から始めていかなければなら

ない。 
 
③ 経営者の意思決定、活動を監督・監視する仕組みの構築と運用 
 大学の経営者である理事長が、その権威と権力に基づいて建学の精神、経営

理念を無視した暴走行為や不正行為を行なった場合、理事長自身による規律が

働かなくなる。このような場合、理事長以外の者が、建学の精神等に照らし適

切な大学経営が行われているかどうか等の監督または監視・検証といったモニ

タリングの装置を設けなければ、ガバナンスは確立しがたく、また、確立後の

持続性が問われかねない。特に市場からの規律付けが弱い大学組織においては

重要な要素である。モニタリング装置としてまず期待されるのが監事である。

日本私立大学連盟の監事会議においても毎年監事の職責の重大性を認識し、自

発的に監事監査の基準、マニュアル、報告書、監査計画や調書のあり方、具体

的なチェックリストの検討を重ねてきている。もっともわが国の大学における

監事機能の有効性を高めるには、1）監査に対する理事長の理解と評価を得てお

くこと 2）現場の「生の声」をできるだけ多く聞けるような雰囲気作りに努め

ること 3）社会からの期待を背負うことに対する責任とそれに見合う対価（外

部から見えない成果への報酬）を与えること 4）専門性と独立性の両立可能性

を高めること（常勤化・自己点検部門・内部監査人・会計監査人との連携強化

の必要性）5）経営尺度の設定とモニターとしての実質的機能を高める為の人的

充実に向けた取り組みを行うこと 6）これまでのキャリアを活かしつつ、監事
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の責任を全うする力を養うこと－が必要と考える。加えて外部環境からのモニ

タリング、すなわち幅広いステークホルダーの意見等、外部からの情報の入手

と活用が、自らの行動を客観的にチェックできる点で有効と考える。自己点検

に基づく制度型評価がようやく定着した大学社会において、一般社会における

大学ランキングや各種格付けといった市場型評価に対する心理的な抵抗は強い

と見る。それは大学の多様性を単一の尺度で測ることが難しい中で、市場型の

評価は多分に限られた情報と評価者の主観・思惑による部分的、相対的な評価

が多く、その結果が一人歩きし、思わぬ誤解を招くリスクがあるためである。

しかし、これを大学の外部環境への適応過程において生じる副産物ととらえる

か、後述するアカウンタビリティの重要性に鑑みても無視し得ないモニタリン

グ装置ととらえるかは今後の経営力の格差が生じる大きなポイントとなる可能

性がある。いずれにせよモニタリング装置は、経営者が活動目標と行動計画に

ついて、事前に学内・外にコミットメントし、併せて活用成果の報告を果たさ

なければ、有名無実なものと化していく。 
 
④ コミュニケーション機会の増加による学内外のステークホルダーとの意識

の共有化 
 ③に関連し、学内外のステークホルダーへの積極的な情報開示を行うことは、

大学経営の公正性・透明性が図られ、ステークホルダーからの信頼を得ること

ができるという効果に止まらず、ステークホルダーからの反応を通じて大学の

ガバナンスの確立や適正なリスク管理・内部統制の整備・運用に係る大学経営

者の取り組みを促進することにもつながる。全て最終的には大学経営者自身の

ためになる。ただし、学外のステークホルダーに対して情報開示を行なうには、

大学と社会との間に存在する「価値観」のギャップを解消し、大学社会の価値

観で作られた情報を経済社会の価値観に合う情報に「変換」し、コミュニケー

ションを進めることが、外部環境への適応行動としては重要な作業といえる。 
  
1.2.4. 大学経営におけるガバナンスと財務 
(１) 大学組織における財務の重要性 
 これまで大学の環境適応にはガバナンスの良否が影響することを記してきた

が、その環境適応の為のプランを実践し、成果を上げるには、財務基盤の確立

ならびにその強化が不可欠である。コトラー（1989）は、「学生、資金、職員、

教授、設備、備品などを集めることができないような学校は、存在することは

不可能である」とし、市場と大学との間で必要な資源と必要な満足との交換の

重要性を指摘している。財務資源が枯渇した時点で教育・研究活動は停止し、

その大学は組織としての使命を果たすことができなくなることは自明である。

経営者はガバナンスの確立によって外部環境の変化に応じた教育・研究活動を
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可能にし、社会の大学に対する信頼性を高めることで、彼らからの財政的支援

を受け続けることが可能となる。そして財務基盤の安定性が高まることで、外

部環境の変化に対する経営の自由度が増え、更なる大学の信頼度を向上させる

ことが可能になるといったポジティブサイクルの確立が期待できる。すなわち、

ガバナンスの確立・強化は社会に対する信頼性を担保しているが、財務の安定

性はガバナンスの確立を担保する関係にあり、両者を分離してとらえることは、

外部環境の変化に対する適応力を低下させることになる。コトラーは持続可能

性の確保の為のプロセスとして、①内外環境の現状と将来分析と②自らの経営

資源状況を検討したうえで、③基本的な使命や目標、目的を再検討、再評価し、

④自らの取るべきポジションを定めて、⑤組織を設計し資源を配分・投入し、

⑥その成果をシステム的に掌握し、再度①から⑤のプロセスを経る必要がある

としている。長年、財務基盤強化の問題をガバナンスの確立や教育・研究活動

の強化とは分離した別個のものとしてとらえ、両者の相関関係は低かったもの

と考えられる。大学、特に教学組織に対しては、財務活動と教育･研究活動とは

表裏一体であり、常に財務を意識した活動を強いることの強制はできないが、

財務の意識を組織全体に浸透させていくことの認識の差が、個々の大学の経営

改革のスピード差となって現れてくるものと考える。 
 
(２) 財務資源の提供者に対する成果報告のあり方 
 財務の重要性を強く認識する経営者にとって、大学が社会から負託された業

務の内容、すなわち大学の目的と、目的を遂行する為に必要な財務資源が、誰

の責任でどのような意思決定にもとづいて調達され、配分されていったのかと

いうプロセスと成果についての説明は不可欠なものとなる。つまり、財務とガ

バナンスとを一つのサイクルを形成する要素であるととらえ、そのサイクルの

接点には財務資源の提供者であるステークホルダーが存在するという意識を強

めた活動報告が求められる。しかし、教育・研究を本分とする大学は、外部の

ステークホルダー（行政含む）から委託された財務資源（＝「貨幣」）を投入し

て行なう教育・研究活動によって創出された付加価値を「貨幣」で計測し、年

度毎に区切られた財務諸表を通じて一元的に評価することはできない。投資に

対する回収は、長期的に非貨幣的な便益によってもたらされることが多く、金

融機関を除き単年度の財務諸表で両者の利害関係の全てを説明することが困難

である為である。したがって、大学は財務的成果の開示のみによって経営の効

率化に向けた規律付け、すなわちステークホルダーによるガバナンスの強化、

有効なアカウンタビリティ遂行の手段とはなりづらいため、財務的な情報と教

育・研究業務活動にかかる非財務的情報をあわせて提示していくことが重要と

なろう。ちなみに上場企業の有価証券報告書における非財務的情報の分量は、

年々増え続けており、その他ＣＳＲレポートや環境レポート等の発行も積極的
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に行なわれている。さらに東京証券取引所では、2006 年にコーポレート･ガバ

ナンスの充実に向けての有価証券上場規定等の一部改正を行い、「適切なディス

クロージャーに企業経営者が責任を持って取り組む意識の保持」及び「企業経

営者の独創を牽制するための独立性のある社外の人材の適切な活用」をコーポ

レート・ガバナンスの充実という分野における当面の目標とし、その実現を促

進する為に、各社に「コーポレート・ガバナンス報告書」を提出させ、公表さ

せるまでの指導をも行なっている。 
 
1.2.5. 大学経営の成功に向けて 
 上述までの考察を基に、今後、現実の個別大学の動向を検証していくことが

必要だが、その参考となるものの一つに 2007 年 3 月に日本私立学校振興・共済

事業団が公表した「大学経営強化の事例集～大学経営を成功に導くために～」

（平成 18 年度 文部科学省委託研究報告）がある。当報告中、経営体制の強化

における成功例を要約すると、第一に「建学の精神」における理事長・学長の

こだわりと現代的解釈、強いリーダーシップの発揮による教職員への浸透が挙

げられる。第二に規程の見直しによる権限の明確化と責任の分散化の積極的対

応、教員と職員との協働作業の導入がある。第三に全学的なＰＤＣＡサイクル

の導入による活動の効率性と成果に対する責任意識の向上が、第四には課題の

提示にとどまらない多くの示唆に富んだ監事監査と監査に対する学内の理解が

挙げられる。もっとも大学の個性は多様であり、当報告書の成功例は当該大学

に限定されるものと考えられるが、少なくとも環境変化に対する組織のダイナ

ミズムを感じることができた。また、当報告に記された大学には、ガバナンス

を確立させるための 6 つの要素を意識した取り組みや、教学組織への財務の重

要性を伝える仕組みづくりがなされており、内外環境の変化への適応力が相応

に備わっているものと推察される。 
 ヘファリン（1987）は高等教育の変革の源泉には、三つの条件があることを

提示している。一つには改革のために資源が入手できること、二つには改革に

関心をよせる改革唱道者が存在すること、三つには両者にとって大学の制度が

開かれていることとしている。法人組織と教学組織は、財務資源の配分を軸に

見た場合、必ずしも同一歩調をとるとは限らない。大学経営を成功に導くには、

教学組織の特性を尊重しつつも適切なリーダーシップを取れるガバナンスモデ

ルの確立が大前提となる。精神論として大学の持続性を維持・向上させるため

には法人・教学両組織とその構成員が互いを理解し、尊重し、有限の時間と資

源の価値を最大化させるための歩み寄りを進めていかなければならない。その

具体化の為には大学内部ならびに外部環境の現状認識を共通にしておく必要が

ある。その拠り所はまず、ミッションとビジョンの共有にある。そのうえで適

切な情報、合理的なデータが両者に行き渡るマネジメントシステムの導入を進
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めることが必要と考える。何事にも議論の前提を同一にしておくことは重要で

あり、相互理解の為には大学の諸活動を極力可視化・定量化しておいた方がよ

い。その際、単年度評価、定量計測に対して親和性の低い教学組織や、教員か

らの抵抗が強いかもしれない。しかし、あえて可視化を共同して模索していく

過程において、法人組織と教学組織の間にある種の一体感が醸成される可能性

もある。加えて学内における課題認識と設定目標が共有化されたならば、透明

性が高まり、社会に対する活動報告に信頼性が高まる可能性は十分にあるだろ

う。その意義は大きく、組織全体の評価の向上が、経営者のみならず教職員の

評価の向上に繋がることを期待したい。 
 
1.2.6. おわりに 
 本稿は外部環境、格付会社に所属する筆者からの大学への期待と不安につい

ての基本的な認識といくつかの仮説を示したにすぎない。2005 年時点での格付

会社のアプローチ手法等についての概要は、『学位授与・評価研究 第 6 号』（大

学評価・学位授与機構)に記されている「企業格付け会社による大学法人の格付

けについて－ＪＣＲにおける事例－（渋井・齊藤）で紹介されている。また、

前節で大学の新しい資金調達手法の可能性について言及されているが、特に「債

券の発行」に関しては、これまで行政管理色が濃く、また自給自足を規範とし

てきた大学財務活動の価値観と会計体系を、企業社会に受容されるように調整

を施すだけのインセンティブが働くかどうかが注目される。今後、多くの文献

調査と実証分析等を通じて大学経営の本質についての研究を進め、適宜その成

果を大学社会ならびに経済社会に伝えていかなければならないと考えている次

第である。なお、私立大学の経営構造と組織行動について詳細な分析を行なっ

ている両角氏（第３章担当）の研究は、筆者の今後の大学経営に対する問題意

識を明らかにし、整理するうえで極めて参考になったことを付言しておく。  
 以上、本稿では大学のガバナンスと財務に焦点を当てたが、第 4 章では、大

学評価の実際を通して、マネジメント上の課題を浮き彫りにし、大学が戦略経

営体として持続可能性を高める為のアセスメントツールの導入可能性について

説明していく。 
 
参考文献 
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第 2章 

大学経営改革と評価 

～その政策的背景～ 

米澤彰純 （東北大学 高等教育開発推進センター 准教授） 

 

はじめに 

 「大学の経営改革にどのように評価を利用していくのか」という問題は、大

学を取り囲む環境が厳しくなればなるほど、その重要さと切実さが増していく。

一般論としては、もちろんその通りなのであるが、実はぴんとこないところも

多い。Birnbaum （2000） が、高等教育における経営を「一時的流行（fads）」

という言葉で片付けようとしたことは有名であるが、「大学経営」の定義につい

ては、未だに十分なコンセンサスがあるわけではない。 

大学に関する「評価」という言葉も、これほど多義的に使われる言葉はない

と言いたくなるような状況にある。「評価」という言葉は、学生の入学者選抜や

成績評価に始まり、教員の評価、プログラムやプロジェクトの評価、全学・学

部・学科・研究室等の評価、いわゆる事務機構の評価等に使用されている。ま

た「評価」はこれらの評価単位における多様性に加えて、教育・研究・社会貢

献・国際連携等の対象となる活動の多様性、更に、自己評価・外部評価・第三

者評価といった主体の多様性がある。評価の目的も、アカウンタビリティ（説

明責任）、アクレディテーション（基準認定）、質の向上・改革等、多岐に渡っ

ている。 

一方で、少しずつではあるが、大学経営や管理運営向けの経営改革や評価を、

大学外の組織と同じような手法に基づいて論ずることが可能ではないかという

理解が広がっていることは確かであろう。 

本稿は以上のような認識に立って、日本の高等教育政策において大学の経営

とその改革・評価がどのように位置づけられ、また、どこに向かおうとしてい

るのかについて検討してみたい。具体的には、国の各種審議会の答申において、

大学の経営や運営・管理・評価がどのような形で言及されてきたのかを検討し、

両者の関係が政策においてどう定義されてきたのかを検証する。尚、本稿は、

議論の題材を提示した中間報告的な位置づけとして書かれたものであり、より

包括的な議論は最終報告において発展させようと考えている。 
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日本の高等教育政策と大学の経営・管理運営 

三八答申・四六答申 

 日本の高等教育政策において、大学の経営・管理運営の問題が最初に本格的

に取り上げられたのは、昭和 38（1963）年 1 月の中央教育審議会答申「大学教

育の改善について（答申）」である。この中では、「最近、わが国の大学は、多

数の教職員と学生、各種の施設設備およびこれを裏づける多額の経費をもち、

その規模は拡大している。また、学問の発展、国家社会の要請に伴い、大学の

目的は多様化し、その構造は複雑化している。したがつて、大学の管理運営は、

大学本来の使命に即し、総合的、合理的かつ効果的に行なわれなければならな

い。」と述べられている。現在から見て 45 年前の時点で、すでに一定程度の合

理的な組織経営の必要性が認識されていたことがわかる。ただし、この時点で

の議論は大学の自治や慣行の尊重が大前提とされており、議論の大部分は国立

大学を対象としている。大学の財政についての議論は、当時の政策課題であっ

た特別会計制度の採用により、国立大学の財政の安定化を図るという面に議論

が集中している。具体的には、国立大学に関しては「教育研究上の必要に即し

て、自主性、弾力性を備え、かつ、長期的観点からの計画的運用を可能とする

もの」と、長期的な計画性や安定性が強調されている。一方、私立大学に関し

ては、「全体としても、個々についても、国立、公立大学のそれとは著しく異な

り、いまただちにそのあり方を規定することは困難である」と述べられている。

公立大学に関しては「多くの点で国立大学に準じている」とされ、事実上検討

を避けている。 

 続いて、昭和 44（1969）年 4 月に出された中央教育審議会答申『当面する大

学教育の課題に対応するための方策について（答申）』では、大学紛争のさなか

で出された事情を反映して、大学における学生の地位と役割について議論の多

くが割かれている。他方、「大学の組織の複雑化と巨大化に対して管理運営の機

能の改善が著しく遅れているため、大学紛争が生じたとき収拾困難に陥りやす

い」との認識も示されており、一定の範囲での学生参加の可能性が示されてい

る。また、特に国公立大学の管理者が持つ社会に対しての責任や、意志決定の

合理化の必要性等について言及がなされている。この答申とその議論を背景と

して、「大学の運営に関する臨時措置法（昭和 44 年法律第 70 号）」が制定され

た。その内容はほとんどが紛争処理手続きに関するものとなっている。尚、同

法は中央省庁等改革関係法施行法（平成 11 年法律第 160 号）77 条 24 号により、

平成 13（2001）年 1月 6日をもって廃止されているi。 

 日本の教育全体の在り方についてのグランドデザインを目指した昭和 46

（1971）年 6 月の中央教育審議会答申『今後における学校教育の総合的な拡充

整備のための基本的施策について（答申）』では、「高等教育機関の規模と管理
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運営体制の合理化」という項目が設けられ、「高等教育機関の管理運営について

は、その内部組織の割拠を避けるとともに、学の内外におけるさまざまな影響

力によって、その教育・研究の一体的・効率的な活動が妨げられることなく、

自主的・自律的に運営できる体制を確立すべきである。そのためには、教務・

財務・人事・学生指導等の全学的な重要事項については、学長・副学長を中心

とする中枢的な管理機関による計画・調整・評価の機能を重視するように改善

を加える必要がある。」と述べられており、この時点で事実上、大学を含めた高

等教育機関の経営・管理運営の在り方について、「評価」の必要性が言及されて

いる。尚、同答申では、「国・公立大学を行政機関の一種とすることに無理があ

るとの考え方にもとづいて」法人化を検討すべきとしている。この時点では法

人化は実現しなかったが、2004 年以降の国立大学、公立大学の法人化につなが

る先駆け的な議論として広く認識されている。 

  

臨時教育審議会 

続いて、大学の組織・運営および評価の在り方に対する大きな政策的流れを

形成したのが、中曽根政権下での臨時教育審議会である。 

昭和 60（1985）年 6月に出された第一次答申では、「高等教育機関の組織・運

営」に関して「高等教育機関とくに大学の機能を積極的に発揮し、それを活性

化し、高等教育充実の基盤をより確かなものにするために、大学等の社会的位

置づけならびに大学教員の教育研究活動の評価、教授会を含む大学の組織・運

営、設置形態や財政の在り方について基本的な検討を加える必要がある」とい

う問題提起がなされた。これを受けて、翌年（昭和 61 年）4 月に出された第二

次答申では、「大学がその社会的使命や責任を自覚し、大学の根本理念に照らし

て絶えず自己の教育、研究および社会的寄与について検証し、評価を明らかに

するとともに、教育、研究等の状況についてその情報を広く国の内外に公開す

ることを要請する」と述べられている。具体的には個別大学の自己評価、大学

団体による「相互」の評価、「アクレディテーション」、そして、「大学の状況を

社会に明らかにする責任」という、アカウンタビリティへの推奨がなされてい

る。 

大学経営の改革に対して最も詳細な検討を行っているのは、昭和 62（1987）

年 4月に出された第三次答申であり、「高等教育機関の組織・運営の改革」とい

う章が設けられている。答申では、「高等教育機関の今後の在り方を裏付け、期

待される機能を十分に発揮し得るための基礎的条件として、高等教育機関の組

織と運営ならびに財政の問題は極めて重要」と指摘し、高等教育の財政や大学

の組織と運営、更には大学の設置形態について具体案が述べられている。しか

しながら、「大学の組織と運営」の節で実際に言及されているのは、「大学にお
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ける自主・自律の確立」という観点からの国公私立それぞれのリーダーシップ

や自主的な運営へむけた条件整備や教員と職員の処遇や人事システム等で、そ

れらが主な内容となっており、今日問題とされているような「経営」と「評価」

を直接結びつけるような議論はなされていない。 

以上を踏まえて昭和 62（1987）年 8月に出された最終答申では、「大学の評価

と情報公開」については「大学がその社会的使命や責任を自覚し、絶えず自己

の教育、研究および社会的寄与について検証し、評価を明らかにするとともに、

教育、研究等の状況についてその情報を広く国の内外に公開することを要請す

る」、また、「高等教育財政」に関しては、「国立大学の財政自主性を拡大し、大

学が自己の経営に積極性を発揮し得る条件を整備するため、予算、会計の弾力

化を図り、各大学に諸種の自己基金や附置財団の設立を促す」、そして「大学の

組織と運営」については「大学の組織・運営における自主・自律体制の確立」

等に主眼が置かれており、「大学経営」と「評価」とが直接的に結びついたもの

とはとらえていない。「大学の設置形態」については、「将来に向かって、国・

公立大学の設置形態そのものについても抜本的な検討を加え、あるべき大学の

在り方、それにかかわる国の関与の仕組みを創造することが望まれる」と述べ

ながらも、法人化等具体的な在り方についての言及は避けている。 

 

大学教育審議会 

 続いて、臨時教育審議会の推奨を受けて発足した臨時教育審議会でも、大学

の組織運営や評価の問題が扱われている。評価については平成 3（1991）年 2月

に出された「大学教育の改善について（答申）」「学位制度の見直し及び大学院

の評価について（答申）」「短期大学教育の改善について（答申）」、「高等専門学

校設置基準の改正について（答申）」で、それぞれ記述がなされている。その中

心となる「大学教育の改善について（答申）」では、大学設置基準の大綱化が大

きな方針として示され、設置認可の在り方についても「大学としての水準の確

保」に留意しつつ「多様な発展のための総意に十分考慮した対応が求められる」

と述べられている。これに対して「大綱化によって、大学の水準の低下や大学

らしからぬ大学の出現を懸念する指摘」があり、「このことは、アクレディテー

ション的な評価システムが将来とも我が国で適切に機能するかどうかとの懸念

とも関連している」と述べられている。この時点での「評価」は、教育の基準

認定ないし、今日的な言葉としては質保証を表すものとして、第一義的には想

定されていたことがわかる。上記を踏まえると、「大学評価のシステム」として

「大学が教育研究活動の活性化を図り、質の向上に努めるとともに、その社会

的責任を果たしていくためには、不断の自己点検を行い、改善への努力を行っ

ていくことが必要である」と述べられているように、その具体的な評価の運用
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の在り方として、一種の経営改革のための評価の考え方の応用がなされていた

と捉えることができる。 

 他方、大学審議会で大学運営の在り方について中心的な答申となっているの

は、平成 7（1995）年 9 月に出された「大学運営の円滑化について（答申）」で

ある。この答申に関する具体的な議論が行われた平成 3（1991）年 10 月設置の

組織運営部会では、「大学評価の在り方」も「大学運営に関する広範な課題」の

一つとして取り上げられている。この答申では「各大学が自主的に組織運営を

進める際に参考となる方策を取りまとめられており、各大学はこれらを参考に

自己点検・評価を行いつつ、組織運営の改善に取り組むことが期待される」と

の形で、間接的に言及されるにとどまっている。すなわち、「運営の円滑化」の

主題は、意志決定の仕組みの明確化とそれにともなう学長や学部長等の管理職

に対してリーダーシップ、マネジメント能力を求めることにおかれている。こ

の中で注目に値するのは「学長、学部長を補佐し改革の方向に沿った教育研究

活動の支援を積極的に行う存在として規定されている「事務組織」について、「事

務組織等の在り方について自己点検・評価を行い、不断に見直し・改善を行う

こと」が求められると言及している。ここでは、明らかにアクレディテーショ

ンという意味ではなく、経営改革との関連で「評価」という言葉が用いられて

いるものと考えられる。更に、「評価」という言葉は、「開かれた運営」「学外と

のコミュニケーション」についての記述の中で、「自己点検・評価書等の公表」

という、今日でいうアカウンタビリティの意味合いでも言及されている。すな

わち、この時点ですでに、「大学評価」に対する意味づけが「質保証」「アカウ

ンタビリティ」そして時に「経営改革」的な意味合いで多義的に、その場によ

って意味を異にして用いられがちである、という傾向が見受けられるのである。 

 大学審議会は、平成 10（1998）年 10 月に「21 世紀の大学像と今後の改革方

策について（答申）」という、それ以前の答申群を踏まえた上での高等教育の基

本構想に関わる答申を出している。この中で「組織運営体制の整備」および「多

元的な評価システムの確立」について議論がなされている。まず組織運営体制

については「大学が全学的な見地から一個の組織体として意志決定」を行うこ

とや「大学の教育研究目標・計画の策定・公表」の明確化を求める等、経営改

革に関係すると思われる議論が多くみられるが、その中で「評価」に関して言

及があるのは、「社会からの意見聴取と社会に対する責任」に関連して「大学の

教育研究目標・計画（例えば、将来計画等）、予算、自己評価等の事項について

外部有識者の意見を聞くため、大学運営協議会（仮称）を設ける」必要性を指

摘しているところに現れるのみとなっている。先に「大学運営の円滑化につい

て（答申）」で触れた「大学の事務組織」、「大学情報の積極的な提供」において

は「評価」という言葉は現れていない。他方、先述の通り、大学評価に関して



40            大学外組織評価研究会 中間報告書 
 

は、「多元的な評価システムの確立」という独立した節が、「大学の個性化と教

育研究の不断の改善」という副題をつけて残されており、「自己点検・評価の充

実を図るとともに、第三者評価システムの導入等を通じて多元的な評価を行い、

大学の個性を伸ばし、教育研究の内容・方法の改善につなげるシステムを確立

する必要がある」と述べられている。すなわち、この「21 世紀」答申において

「評価」は、基準認定としてのアクレディテーションの枠を超えて、明確に大

学の教育研究を中心とした活動の改善と結びつけられた形で行われるべきもの

として位置づけられており、その意味で「改革」と「評価」との明示的な結び

つきが初めて示されたといえる。しかしながら、これが「組織運営」という言

葉でその中核部分について言及されている「経営」の問題とどう関わるかにつ

いては、明確な整理が十分になされていなかったと考えるべきであろう。尚、

周知のように、この時点では第三者評価機関の設立の提唱はあるが、国立大学

の法人化の方針が決定前の段階で出された答申であり、法人化についての言及

は一切なされていない。 

 大学審議会は、更に、平成 12（2000）年 11 月に「グローバル化時代に求めら

れる高等教育の在り方について（答申）」を出している。この中で、同年に学位

授与機構を改組して成立した大学評価・学位授与機構によるものを含めた「評

価」について、「教育に関する」ものに限定した記述が確認される。また同答申

では、同時に「各種専門職教育のアクレディテーション・システムの導入・支

援」について、「現在、我が国においては、技術者教育プログラムのうち一定水

準を確保しているものについて認定を行うことを通じて教育の質を高めるとと

もに、当該認定システムを国際的な共通標準に準拠させる仕組みを導入する動

きがある」と、日本技術者教育認定機構（JABEE）によるワシントン・アコード

加盟に向けた動きを想定した記述がなされ、「今後我が国において、このような

技術者教育をはじめとする様々な専門職業教育の分野でのアクレディテーショ

ン（適格認定）・システムが導入されることは、教育の質を向上させる観点から

望ましいものであり、その普及、支援を図る必要がある」としており、ここで

は「評価」と「アクレディテーション」という２つの言葉を明示的に区別して

用いている。 

 

中央教育審議会 

平成 13 年に文部省と科学技術庁が統合改組され、文部科学省が発足すると一

省庁一審議会の原則が示されたことで大学審議会に代わり、中央教育審議会大

学分科会が大学及び高等教育に関する主な政策議論の場となった。 

 その中で、平成 14（2002）年 8 月には「大学の質の保証に係る新たなシステ

ムの構築について（答申）」が出された。答申には、質保証の観点から評価に関
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する包括的な現状整理と方針の提示がある。尚、同答申には背景として総合規

制改革会議等における「国による規制を可能な限り緩和し、事前規制型から事

後チェック型への移行を図るという規制改革の観点から」という議論が明示さ

れている。その上で、答申は「国の事前規制である設置認可を弾力化し、大学

が自らの判断で社会の変化等に対応して多様で特色のある教育研究活動を展開

できるようにする」とともに「大学設置後の状況について当該大学以外の第三

者が客観的な立場から継続的に評価を行う体制を整備する。これらのことによ

り、大学の自主性・自律性を踏まえつつ、大学の教育研究の質の維持向上を図

り、その一層の活性化が可能となるような新たなシステムを構築する」と述べ

ている。ここでの「評価」は第一義的には、大学外部からの「質の保証」の観

点からの第三者機関による監視を意味する。他方で、具体的な「大学の質の向

上」のプロセスについては「大学の質の向上については、大学が自らの教育研

究活動や、組織運営の在り方等について、不断に自己点検・評価し、その結果

に基づき更なる改善方策を探る等、企画立案、実施、評価、反映といった教育

研究活動の改善のための循環過程を自らのうちに構築していくことが当然必要

である」と述べられており、いわば経営改革としての評価のデザインがこの議

論の前提の中にすでに組み込まれていることが示されている。その上で「これ

に加え第三者としての認証評価機関により、定期的に評価を受けて、その評価

結果やこれに対する社会の反応を踏まえて大学が自らの改善につなげるという、

いわば『社会』を意識したプロセスも、これらの教育研究の改善のための循環

過程の一環として導入することが必要である。」と述べられている。 

 平成 16（2004）年の国立大学法人化後、平成 17（2005）年 1月に出された「我

が国の高等教育の将来像（答申）」では、新たに構造改革特区において設立が認

められるようになった株式会社立大学について質の保証等の観点から言及があ

る外は、正面から組織運営や大学経営改革等への言及はされていない。他方で、

質の保証・評価に関しては、平成 16（2004）年から導入された認証評価制度等

に多くの議論が割かれている。しかしながら、その中で「高等教育の教育・研

究水準の維持・向上を図るためには、各高等教育機関が積極的に教育・研究活

動等の状況について自己点検・評価を行い、結果を公表するとともに、その改

善と充実に向けて不断の努力を行うことがまずもって大切である」と述べられ

ている点が、多少大学経営改革に関連すると捉えうる程度である。 

 

 

国立大学法人評価 

 以上の中央教育審議会の議論と並行して、国立大学法人化に関わる評価の制

度設計も進行した。その当初の基本的な制度設計は、国立大学等の独立行政法
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人化に関する調査検討会議が平成 14（2002）年 3 月に出した「新しい『国立大

学法人』像について」に示されている。その中で制度設計の方針として、「中期

目標・中期計画の策定とこれらを前提とした評価の仕組みは･･･国としての高等

教育・学術研究に係るグランドデザイン等と、大学ごとの基本理念や長期的な

目標を踏まえ、一定期間における両者の制度的な調和と各大学の質的向上を図

るための改革サイクルとして位置付けられる。また、中期目標・中期計画・評

価の各段階で広く公表することを通じて、国立大学としての国民に対する説明

責任を果たすことにも資する。」としている。つまり、基本的には大学の活動を

国のグランドデザインと接合させることと説明責任が強調されながら、その中

に経営改革のための評価という側面が意識されていることが示されている。 

 平成 19 年 4 月には「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間

の業務実績評価に係る実施要領」が示されているが、「評価の視点」として「国

立大学法人評価においては、国立大学等の基本的使命に十分配慮しつつ、法人

化を契機として、いかに各法人の改革と新生が図られたかという視点が重要で

ある。具体的には、①個性豊かな大学、国際的にも存在感ある大学等を目指し

て教育研究活動等が積極的に展開されていること、②学長・機構長のリーダー

シップの下、機動的・戦略的な運営が実現されていること、③国民や社会に対

する説明責任を重視した、社会に開かれた運営が行われていること等を積極的

に評価するものとする」と述べられており、国立大学において法人化を契機と

して「改革」「機動的・戦略的な運営」等が行われていることを、強く期待した

内容となっている。だだし、実質的には東京大学や東北大学等のように、法人

評価に関わる中期目標・中期計画とは別に、大学としての戦略プランやアクシ

ョン・プランを立てる例が増えており、法人評価の設計自体が直接的に、大学

経営改革を支援するツールとして機能しているわけではなさそうである。 

 

結論 

 大学の経営改革の必要性は、日本の高等教育政策では「運営」という言葉で、

すでに半世紀近く前から意識はされており、1970 年代初頭にはその「評価」の

必要性についても既に明確な形で言及されていた。しかしながら、そこには第

一に、意志決定を巡る構成員の多様性の問題が「自治」「自主性」「自律性」等

の問題と複雑に絡み合っており、具体的な経営やその評価に関わる手法につい

ての議論が進みにくい前提を作ってきた。第二に国立大学の民営化論を含めた

法人化についても 1990 年代には盛んな議論が行われていたが、最終的には四六

答申で示されていたような、大学の組織や活動の特性上から必要から出てきた

「法人化」というよりは、どちらかといえば国の独立行政法人化のスキームの

亜流としての法人化の制度設計が優先された。 
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 このため、現在に至るまで大学関係者の間では、必ずしも大学の経営・運営

の主体やその経営改革と評価の在り方について、具体像として共有されたコン

センサスが残念ながら成立しているわけではない。他方、大学の評価として主

要な位置付けが与えられている認証評価や国立大学法人評価等においては、大

学経営や運営はその評価対象の一部として含まれているものの、経営改革その

ものが主目的とされた評価ではない。 

 しかしながら、各答申で繰り返し大学の自主性・自律性や自己評価の重要性

が強調されていることからも分かるように、このような評価を具体的な実行に

移していく過程では、結果として大学が自らの目的やミッションを明示し、そ

れに基づき、取り組みと達成について評価し大学運営や諸活動の改善を図る、

という形でしかそもそも大学評価が成り立たない現実に気づくことになる。こ

れらとは別に、大学の事務局職員を中心として大学の経営改革やそのための評

価を含めた手法についての議論が盛んに行われているのも確かであるし、より

専門的な部署・活動として IR を活用する在り方も示されつつある。更に、大学

の学長が中長期的な全学プランを発表する例も出てきている等、状況は多方面

から変化しつつあるとも言える。 

 課題としては、これらの経営改革とそれに結びつく形での評価の在り方を、

大学としてどのような形で具体的且つ合理的な意志決定に結びつけ、多様な構

成員のコンセンサス下実効性を確保するかにあるだろう。これには説得力のあ

るツールとプランの提示が必要であるが、この中にどのように構成員の関与と

コミュニケーションの喚起を入れ込めるかが大きな分かれ目になるだろう。若

年人口の減少やグローバル化等の問題が進行している中、日本の高等教育を巡

る環境も激しい変化を迎えており、PDCA という計画から次の計画までに一定時

間を必要とする仕組みをどのように有効に機能させることができるかについて

も、説得力ある回答を用意する必要があるだろう。 
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第 3 章 

学校法人制度の思想と歴史 

～大学の操作可能性～ 

両角亜希子 （東京大学 大学総合教育研究センター 助教） 
 

 

本章では、日本の私立大学の制度的な枠組みについて、その特徴とそれが構

築された歴史的経緯の整理を行う。まずは日本の私立大学の経営構造にどのよ

うな制度的な特徴があるのかを概観し（3.1）、こうした特徴が生まれた歴史的

背景として私立大学生成期の影響についてもふれ、戦後の改革の中でどのよう

に制度が確立され、その後の政策の中でどのように変化してきたのかを描く

（3.2）。最後に、現在、私立大学の制度設計に関して、何が議論されているの

か、その論点を整理する（3.3）。 

 

3.1. 学校法人制度の思想と特徴 

 日本の私立大学はきわめてユニークな制度的特徴を持っている。アメリカの

私立大学や他の民法法人とも異なる制度的な特徴が私立大学の経営行動にも大

きな影響を与え、発展を支えてきた。そこで、まずはこの特徴を整理するとこ

ろからはじめたい。 

 

（１） 法的枠組み 

 日本の国立大学はヨーロッパ大陸の大学から強く影響を受けたものであるが、

日本の私立大学の法的な枠組みは、基本的にはアメリカの私立大学の伝統を引

き継いでいる。私立大学は、私人が私的な発意にもとづいてその財産を寄附し

て、公的な目的を達するために設立、運営される点において、国公立大学とは

その特性を異とするものである。私的な性格を持ちつつ、教育と研究、さらに

はそれを通じた社会サービスを実施する機関の理念として、「自主性」と「公共

性」を担保することが不可欠だとされている。ときには矛盾することさえあり

うる、こうした二つの目的を同時に満たすために、アメリカ社会は「私立大学」

という社会的な制度を生み出した。このモデルでは、私立大学は、社会を代表

するとされる「理事会」が形式上は全権的な大学管理権を握って、それぞれの

大学に対する社会的要求を具体化するために運営するのであり、理事会は自己

継続的にメンバーを選び、個人の関心から切り離した形で、大学は運営されな

ければならないとされている。そして同時に重要なことは、大学の活動を保証
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するために、一定の基本的な資金が必要であり、これを基本財産として大学が

所有し、運用していくことによって、大学の水準の維持や活動の安定性と永続

性を保証することである。この基本財産を長期間にわたって、守り、管理して

いくことを委嘱されたものが、理事会なのである。このような制度のうえに成

立しているアメリカの私立大学は、一方で利益を出すことが禁止され、他方で

税金優遇を受けるなど、特別な扱いを受けているのである。 

 こうした観点から見れば、日本の私立大学は、アメリカの私立大学の影響を

受けて制度設計されている。しかしながら、日本の私立大学はいくつかの重要

な違いを持っている。 

 第 1 の特質は、日本の私立大学は法人と大学が分離していることである。日

本の法体系のもとで、私立大学は、学校法人と大学・学校という 2 つの組織に

分けられている。学校法人と大学・学校はそれぞれ私立学校法、学校教育法と

いう別の法律の枠内にあるし、設置基準も学校法人の設置の基準（寄附行為認

可審査基準）、大学の場合は大学設置基準とそれぞれに存在している。これに対

して、アメリカの場合は設置者と大学は組織的には一体となっている。日本の

学校法人は、理事会によって運営され、また設立の際に基本財産を持っている

ことが制度上求められているが、大学ではなく、学校法人という組織に法的地

位も付与されており、それが狭い意味での大学をサポートすると同時にコント

ロールするのである。 

 学校法人と大学が組織的に分離されていることは、法的なテクニックの問題

にとどまらず、日本の私立大学がどのような文脈の中で発展してきたのかを反

映している。すなわち、こうした制度設計の元では、学校法人は複数の教育機

関を設置することが可能であることを意味している。実際に、日本の学校法人

をみると、大学だけでなく、高校や中学校、小学校や専門学校などを併設して

いるケースが非常に多い。ひとつの法人内に複数の大学を設置しているケース

もある。こうした意味で、日本の私立大学はアメリカの大学のマルチキャンパ

スシステム、あるいは多角経営の会社に似ているともいえる。こうした仕組み

には経営資源を共有できるというメリットがある。また、大学や学校という、

特定の年齢層を事業対象としている経営体にとっては、人口動態の変化から受

ける影響を分散させ、経営のリスクを軽減させる機能をもつことも期待でき、

変化への適応能力の高い組織構造であるといえる（山崎 1995）。 

 ここで重要なことは、こうした構造をとっていることは、比較的短い期間に、

多くの大学を生み出すのに効果的だということである。典型的な事例を挙げれ

ば、学校法人はまずは高校を設置し、高校経営を通じて徐々に基本財産を蓄積

し、そうした資源を用いて、最終的には大学を設置するのである。荒井（1996）
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は、学校法人が大学を設立するまでの年数を詳細に分析し、学校法人がさまざ

まなレベルの学校を併設することの経営効率性の良さを明らかにしている。実

際に多くの日本の私立大学はこのようなメカニズムで設置され、発展を遂げて

きた。 

 なお、学校法人は、準則主義（営利法人のように、法律に準拠すれば自由に

法人を設立できる方式）ではなく、認可主義である。つまり、団体としての実

体を備えていても、監督官庁が公益に資すると認めない限り法人格を取得する

ことができない。このため新規参入の困難度が時代によって異なるという特徴

があり、これは戦後の私立大学の発展を理解するためには知っておかねばなら

ない。 

 

（２） ガバナンス 

 2 つ目の特質は、ガバナンスである。アメリカの私立大学は、理事会によっ

て支配されるという基本原則がある。初期のアメリカに教師の団体を形成する

ほど大学教員が存在しなかったため、必然的に設置者の意思が優先されたとい

う、きわめて特殊な植民地的諸条件の中から生成したことが指摘されているが、

こうした責任をもつ理事会は、基本財産を守り育てていくために、メンバーは

自己継続的に選出、つまり、理事会が自らの後任者を選ぶ形式をとっている。

また、理事会は基本的に監督機能に徹しており、執行機能はもっぱら学長を中

心とした執行部にまかせている。学長を任免するのが理事会なのである。長期

的な運営・発展については理事会が、短期的な経営については学長などの執行

部が責任をおう考え方ができあがっており、これは shared governance と呼ば

れている。また、素人支配の伝統があり、理事会のメンバーは、基本的には学

外者から構成され、教員などの構成員が理事会のメンバーとして経営に参画す

ることはほとんどない。 

 これに対して、日本の私立大学では、私立学校法の規定により、理事は、学

校長、評議員会の中から選出されるもの、学識経験者から選ばれ、任期が定め

られていることが多い。席が空いたら、理事会内で後継者を選ぶというアメリ

カの方式とは大きく異なっている。教員などの構成員が理事会のメンバーであ

る学校法人も多いし、学長と理事長を兼任しているケースも多いなど、日本の

私立大学は、監督機能あるいは意思決定の機能と、決められた決定を実行する

執行機能が明確に分離されていないことも大きな特徴となっている。学長は理

事会で任免されることもあるが、基本的に選出方法は各大学で定めており、構

成員による選挙で決定されることも多い。大学によっては、常任理事をおいて、

彼らを中心に理事会運営を行なうスタイルを採用していることもある。また、
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評議員会という、理事会とは別の合議制の機関をおくことも日本の私立大学の

大きな特徴といえるだろう。 

 私立大学のガバナンスについては、私立学校法と学校教育法によって基本的

には設計されているが、詳細は、各大学の寄附行為（法人の憲法に相当する規

定）によって定められている。しかし、法的制度のみをみても、学校法人制度

におけるガバナンスはユニークなものとなっており、民法法人などの他の法人

形態と比較すれば、その特徴は明らかになる。図表１に示したように、学校法

人は非営利法人の財団型に分類される（赤塚 2001）。戦前の私立大学は財団法

人であった。財団型の公益法人は出捐者の意思が根底にあり、学校法人が創立

の経緯により大きく性格づけられるのは当然のことと言える。 

 

図表１ 法人の種類 

  例 最高意思決定機関 

営利法人 社団型 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社 株主総会 

社団型 社団法人、NPO 法人、生活協同組合など 社員総会 非営利法人 

財団型 財団法人、学校法人、社会福祉法人など 理事会 

 

 第 1 の特徴は評議員会の存在である。財団法人で評議員会を置く例はあるも

のの、法律上、必要とされているものではなく、学校法人に評議員会が必須機

関となっている点で民法法人とは異なる（小野 1994）。評議員の人数は、理事

の定数の二倍をこえる数という規定があるが（私立学校法第 41 条）、これは仮

に全理事が評議員を兼任した場合でも評議員会が、理事会とは別の合議制の機

関として有効に配慮したものである。学校法人の公共性を考え、役員の専断を

防ぐために評議員会が設置されている。 

第 2 の特徴は、理事の定数や監事をおくことを定めている点である。民法の

財団法人の場合は、理事の定数は定められていないし、監事をおくかどうかは

寄付行為の定めにゆだねられており、また、役員についての選任の基準や欠格

事由などの定めはない。これに対して、学校法人の場合は、理事は 5 名以上、

監事は 2 人以上置かなければならないし、選任の基準や欠格事由なども私立学

校法に定められている。 

第 3 の特徴は、同族経営を防止している点である。私立学校法第 38 条では、

役員について、配偶者または三親等以内の親族が一名をこえて含まれてはなら

ないと規定している。創設者やその一族の支配を排除するためのしくみを導入

することによって、公共性を高めようとしている。たとえば社会福祉法人では、
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設置施設の利害関係者を排除するため、同一母体から一名以上の役員をいれな

いといった形で公共性を高めようとしているが、それぞれの法人にあった形で

制度設計の工夫がなされている。 

すなわち、学校法人は公共性を高めるしくみを多く取り入れ、これにより組

織の自律性を高めようとする点に特徴があるといえる。 

 

（３） 財務構造 

 日本の私立大学の 3 つ目の特質は、財務的な構造にある。日本の私立大学で

は、学校法人会計基準という私立学校のための独自の会計基準の適用を受けて

いる。これは国際的に見ても、決して普遍的に見られることではない。たとえ

ば、アメリカの私立大学では、財務会計基準審議会（FASB）基準の非営利組織

に共通の会計基準をもちいて会計計算を行っており、とくに大学のみを対象と

した会計基準は存在しない。まずは学校法人会計基準の考え方を説明する。 

私立大学は、理念上、一定の基本財産をもっており、それを運用することに

よって得た果実を経常的な活動にまわすことによって、大学運営の安定性や永

続性を担保することが想定されている。つまり、私学経営では、経常収支が常

に支出超過の状態になってしまうため、この分を埋め合わせるために、資本勘

定からの補助が不可欠となるため、十分な基本財産をもっていることが重要な

のである。 

しかし、現実には、高い進学需要をうけて、十分な基本財産を持たないまま

に設立されたため、学生数を拡大し、授業料収入を経常的なコストよりも高く

得ることによってその差額を将来の施設設備の投資に向ける形で私立大学が発

展してきたし、そのような制度設計がなされている。このモデルでは、常に収

入超過の状態でなければならないことを暗黙の前提としている点で、先のモデ

ルとはまったく逆の発想をしている。 

 この状態は、厳密な意味で考えれば、経常収支で利益を出しているといえる

のかもしれない。しかしながら、日本の「学校法人会計基準」では、これを利

益とはみなしておらず、将来の教育研究活動のための内部留保という意味で、

コストを経常勘定から資本勘定へスライドさせるための独特の仕組みとして捉

えている。これは「基本金組み入れ」制度と呼ばれており、日本の私立大学に

独自の会計制度である。 

 学校法人会計基準では、学校法人の負債とならない収入である帰属収入から、

基本金組み入れ額を差し引いた消費収入を計算に、これによって消費支出を充

当すると考える。つまり、消費収入と消費支出が均衡することが望ましいとさ

れている。学校法人の教育研究活動のために必要な施設・設備などの重要資産
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を永続的に維持することが必要だが、これによって経常的な活動に支障をきた

されることを避けたい、というのが、基本金制度の考え方の根底にある。大学

や学校が公共性の高い組織であることが、こうした発想をする上での大きな前

提になっている。帰属収入から、基本金組み入れ額をあらかじめ差し引くとい

うことは、学校法人が維持すべき資産は自己資金でまかなうべしという理念を

具現化しているといえる（村山 1971）。また、公共性の高い大学の永続性を保

障するために、財団法人や社団法人などでは認められていない、収益事業、債

権の発行、解散や合併などを認められている。税金の優遇措置も受けている。 

国や地方自治体から補助金を受ける学校法人は、学校法人会計基準にしたが

って会計処理をすることが義務付けられているが（私立学校法助成法第 14 条）、

私学助成の開始と同時に学校法人会計基準が作られたことは、私立大学に経常

費補助金を出すための理論武装ともいえるかもしれない。こうした背景が、「基

本金」という考えを作り出し、学校法人会計基準の独自性を構築している。学

校法人会計基準ができた時期は、大学紛争の時期でもあり、財政的にかなり厳

しい状況にあったことが、こうした制度の設計に大きな影響を与えた。すなわ

ち、日本の私立大学は、拡大・発展のために基本財産を蓄積・拡充するための

しくみが組み込まれた財務的な制度を持っていることであり、それが日本の私

立大学の経営行動を考える際に、非常に重要になっている。このことは社会福

祉法人との比較研究から渡部（2005）も指摘している。 
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 以上見てきた日本の私立大学の制度設定上の特徴の概略を表にまとめておく

（図表 2）。 

 

図表 2 私立大学の経営構造の特徴の整理 

法 的 枠

組み 

 学校法人が私立大学を設置する 

 認可主義で新規参入の困難度が時代によって異なる傾向がある 

 大学以外のさまざまな学校を同一法人内に併設する学校法人が

多い 

 より下位段階の学校をまず設置して、その後大学を設置するパ

ターンが多く、短期間に大学を作るのに効果的なシステムであ

る 

ガ バ ナ

ンス 

 理事会支配の原則はあるが、理事会の構成の面で参加的経営の

余地がある 

 学校法人と大学の組織的に分離しているため、学校法人と私立

大学に対して規定する法律が別々に存在している 

 公共性を保つためのさまざまな仕組み（理事の数、評議員会、

同族経営の禁止など）が取り入れられている 

財務・会

計 

 基本財産をもつことが想定されていると同時に、それを拡充さ

せるための仕組みをもっている（基本金制度、発生主義会計） 

 収入の大半は使途の制限がなく、支出について大学の裁量の余

地がある 

 永続性を担保するために、資産の取得と維持が、財政上の最大

の課題であり、これを消費収支にできるだけ影響させないよう

に制度設計されている 

 政府から経常費補助金をうけている 

 非営利組織で免税措置をうけている 

 収益事業、学校債、借り入れなど、いろいろなことが実施可能

な制度となっている 

 

3.2. 特徴を生んだ歴史的経緯 

 日本の私立大学の経営構造は、独特な制度的な特質があることを述べた。こ

うした特徴は、日本の私立大学が、近代化の過程で発展してきた社会経済的な

背景を大きく反映している。現在の日本の私立大学の制度的枠組みは戦後に作

られているが、私立大学およびその前身（旧制専門学校など）は戦前から発展

してきたため、戦前の私立大学や専門学校のあり方やそこで問題となった点が、



大学外組織評価研究会 中間報告書 
 

 

52 

戦後に作られた制度に大きく影響を与えているのは当然のことといえる。以下

では、創成期の私立大学の特徴と、それが戦後の改革の中で現在の制度設計に

どのように影響を与えたのかを見ていく。 

 

（１） 私立大学の生成とその特徴 

 明治時代の社会経済的な発展は、一方では、教育機会に対する需要を大きく

増加させてきた。特に第 1 次世界大戦後の、中等教育と高等教育に対する需要

は急速に拡大した。政府は初等教育の普遍化を実施するために努力していたが、

中等・高等教育まで拡大させる十分な資源を持ち合わせていなかった。こうし

た供給と需要のギャップが大きくなったことが私立教育機関の生成につながっ

た。 

 他方、社会経済的な発展は、私立学校を設立することによって社会に貢献を

したいと熱望する個人投資家を数多く生みだすことにもなった。彼らは、宗教

的な理由、政治的な理由、ある教育理念を実現したい希望など、さまざまなモ

チベーションから私立大学を設立した。多くの私学は採算を度外視した教育的

な情熱と献身に支えられて、発足した。日本に私塾の伝統があったことの影響

も見逃せないだろう。大学の社会的・財政的な支持基盤には、国家、宗教団体、

特定の社会階層、企業や財団などが考えられるが、いくつかの例外的なケース

を除き、こうした基盤なしに日本の私立大学は発足し、発展してきた（天野

1971）。官立の高等教育がきわめて限定的な人材養成をおこなっていたのに対し、

当時の私立大学は積極的にニッチ市場（法学系、中等教員の養成など）に乗り

出していった。日本の私立大学は、市場の中で生まれたものといえよう。 

 

私学経営の原型 

こうしてできた初期の私立学校の共通点は、機関を維持・発展するため資金

が不足しがちであったことであった。彼らは私財を投入して、最低限の基本財

産で私立学校を設置したものの、ほとんどの学校は、経常的な活動資金につい

ては授業料収入に依存していた。天野（1971、1983）は、初期の私立大学が常

に財政危機の中で奮闘しつつ発展した様相を描き、現在の私立大学の体質と経

営形態の「原型」は慢性的な財政危機との苦闘の中で形成され、継承されてき

たものであることを強調している。基本財産や支援集団の不在により、経営基

盤は常に不安定であった。官立セクターとの競合と同時に依存関係もあり、学

生確保のために、官立と比べて授業料を高く設定できなかった反面、希少資源

としての教員は、官立大学の専任教員を、非常勤講師として活用していた。こ

うしたなか、独自の経営形態が生み出された。天野（1971）、尾形（1978）など
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をもとに、その特徴をあげれば、以下の八点にまとめられる。現在にも通じる

特徴をすでに有していたことがわかる。 

① 低授業料と非常勤講師依存による低人件費 

② 授業料依存の収入構造 

③ 規模の拡大志向の強さ 

④ 非正規学生の積極的受け入れ 

⑤ 「安上がり」の専門分野（文科系の特に法、商、経）への集中 

⑥ 大都市集中 

⑦ 経営の多角化：本科・予科（官立学校等への予備校）・別科（入学資格水

準がの低い）、大学部と専門部、付属学校や講義録の発行など 

⑧ 多角経営の結果、可能となる内部補助システム 

当時の私立大学の性質を、天野（1989）は、強要された「感応性（レスポンシ

ブネス）」という概念で、一言で表現しているが、厳しい環境の下で、きわめて

市場的な性格をもって、私立大学が生成し、発展してきたのである。 

 

戦前の私学政策の展開と制度化 

 こうして市場の中で誕生した初期の私立大学はどのような制度的枠組みのな

かで発展してきたのだろうか。天野（1986、1989）など一連の先行研究を参考

に、戦前の私学政策と制度の展開をまとめておきたい。 

私立大学の前身の多くは、私立専門学校で、多様な起源を持っている。戦前

の早い時期、1889 年には自由学校令が出されたが、この頃の学校設置はその法

令名のとおり、大幅な自由をみとめたものであった。当時は、唯一の大学であ

る帝国大学を頂点に、官立学校体系が整備されていったが、私学は援助も統制

も受けなかった。そして、これらは大学ではなく、学士号等の学位授与権はな

いし、大学とそうでない学校との徴兵猶予には差異があった。各種国家資格試

験の免除においても、「学士」とそうでない者の差があった 

1898 年に民法が施行され、多くの私立専門学校は財団法人あるいは社団法人

として法人格を取得していった。民法施行後、1898 年の早稲田大学の社団法人

化、1900 年の同志社の財団法人化、1903 年の東京法学院大学の社団法人化、1904

年の明治学院の社団法人化、1905 年の日本女子大学校と明治大学の財団法人化、

1907 年の慶応義塾の財団法人化と、法人化は任意で、強制されたわけではなか

ったものの、多くの私立高等教育機関が自らの意思でこれをおこなった（大迫

2004）。 

私立大学に対する政府の統制がはじまるのは 1899 年には私立学校令によっ

てである。各地に外国人が開設する学校が増えることが予想され、その国民精



大学外組織評価研究会 中間報告書 
 

 

54 

神教育に及ぼす影響への警戒などから、それを監督する必要が生じたことが私

立学校令制定に影響をあたえた。同令では、私立学校は地方長官の監督に属す

ものとされ、設置については監督官庁の認可を必要とし、廃止と設置者の変更

については届出を要することとされた。 

1903 年には専門学校令が公布され、これにより、専門学校が高等教育機関と

して、制度上、明確に位置づけられることとなった。専門学校令では、入学資

格や年限、教育課程や教員資格については定められたが、施設設備や教員数に

ついての規定はなく、現在の大学設置基準と比べてもその規定はかなりゆるい

ものであった。法的地位についても、当時の私立学校の設置者は個人としての

私人でもよかったし、財団法人でも社団法人でもよく、専門学校令によって法

人化が強制されたわけではなかった。法人化が義務付けられたのは、1911 年の

私立学校令改正で、専門学校の設置者が財団法人でなければならないと規定さ

れた。 

1918 年の大学令で、それまで帝国大学しか認められなかった「大学」の地位

が、法令上、私立大学にも与えられるようになった。大学となれば、学位授与

権を得ることになり、社会的な威信も大きく向上することになる。政府は、私

立大学の質についての統制もこれによって強めることとなった。具体的には、

私立大学に対して財団法人であることを要求するとともに、校地、校舎等の施

設設備を有することはもちろん、大学を維持するに足る収入を生ずる基本財産

を有し、しかもそれを現金または有価証券の形で供託することが義務付けると

いう、きわめて厳しい条件を課した。設立が認可された大学に対しては、25 万

円の補助金を国から 10 年間にわたり、均等割りで公布し、さらにその自立の強

化が図られた（大崎 1968）。また、一定数の専任教員を雇用することも求めら

れるようになった。こうして設置基準を厳格にすることにより、水準の維持を

保とうとするその後の設置基準の考え方の原型もここで生まれたといってよい

のかもしれない。なお、大迫（2005）は、このとき、ひとつの財団法人が数校

の学校を経営する場合に、設置者（財団法人）と学校（大学）が分離した設置

形態が例外的に認められたことを明らかにしている。戦前の私学政策は、尾形

（1978）が述べたように、「ノーサポート・フルコントロール」であった。 

大学への昇格に当たり、以上のような厳しい条件を課したため、認可された

私立大学は少なかったものの、こうして戦前の制度的な基礎は作られたし、こ

の中で「感応性」を最大限に発揮し、現在の私立大学の原型が形成されていっ

た。同時に、競争環境が激化する中で、戦前の私立大学が、規模を大きく拡大

させ、それによって経営の安定化を図った。このことは、現在の学校法人制度

がもつ特徴と限界を考える上で、非常に重要な点である。 



                 学校法人制度の思想と歴史                55 
～大学の操作可能性～ 

 

 

（２） 戦後の制度改革 

 戦後になり、さまざまな教育制度改革が実施された中で、私立大学の制度も

あたらしくなった。私立大学にとって重要なことは、1949 年（昭和 24 年）12

月 15 日に私立学校法が制定されたことである。こうした私学制度の改革は、教

育刷新委員会で議論された。その建議の中核は「学校の経営主体の健全な発展

を助長するために学校法人法を制定し、私立学校の基礎を確実にする」ことで

あった。そこでは、学校の設置経営に適した特別の法人として学校法人制度を

創設し、それまでの民法の財団法人による私学の経営方式を学校法人による経

営に改めるということが盛り込まれた。学校経営主体の健全な発達を助成し、

これに公共的、民主的性格を付与するため、特別法人とすることが望ましいと

されたのである。 

大崎（1999、162 頁）によれば、学校法人法の制定を提案したのは、文部省

側である。教育刷新委員会建議が学校法人法に盛り込むことを求めた事項は、

次のとおりで、4 番目の事項以外は基本的に私立学校法に盛り込まれることに

なった。 

① 収益を学校経営に当てる目的で収益事業を行えるようにする。 

② 理事に教育者側の代表を含める。 

③ 評議員会を設置して、理事会の諮問に応じまたは理事会に意見を具申でき

るような民主的方法を講ずる。 

④ 教職員を法令によって公務に従事する職員とみなす。 

⑤ 免税免租その他の財政的援助を与えることができるようにする。 

⑥ 主務官庁に法人の解散権、役員の解任権を認めるが、その処分については

訴願訴訟の双方を認める。 

⑦ 私学団体により選ばれた代表者を含む委員会を作り主務官庁の監督につい

て諮問に応じまたは意見を具申できるようにする。 

⑧ 主務官庁の監督については第三特別委員会の決定する線に沿う。 

学校法人制度の創設は、私立学校法案をめぐって閣議決定後の日本私学団体

総連合会からの修正要求など、さまざまな曲折を経て、私立学校法の制定によ

り具現することになった。法案をめぐる混乱とは、文部省の私立大学に対する

助成と監督に関する事柄が大きな論点であった。最終的に、公共性については、

監督によるのではなく、学校法人の経営機構を民主化することにより確保する

ことが基本となった。そのために監督権限については勅令主義から法定主義へ

と転換し、国会という審議の場を通じてしか修正できないようにすることによ

って、監督庁の権限を限定することになった。法人の設立、寄附行為の変更、
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合併および解散決議の認可（私立学校法 31 条、45 条、52 条、50 条）と収益事

業の停止命令、法人の解散命令（同法 61 条、62 条）に限定し、業務の運営に

関する監督庁の干渉は全面的に排除しており、私立学校法の特徴のひとつであ

る自主性の尊重は、こうした形で担保されることとなった。同時に、刷新委員

会の建議の線に近い形で、評議員会を必須の機関とし、理事に学長を加え、同

族支配排除のため理事・監事に近親者が 3 人以上含まれないようにするなどの

規定が設けられ、解散時の残余財産の帰属者を教育関係者に限定されることに

なったこと等によって公共性を確保したのである。学校法人の公共性を確保し

ておくことは、文部省が私立大学を助成する以上、憲法 89 条の「公の支配」と

関連して、きわめて重要な論点だった。日本の私立大学のガバナンス上の独自

性はこうした形で制度化されたのである。 

戦後の制度改革の中で財政面の制度はどのように変化したのか。私立学校法

第 25 条は「学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれ

らに要する資金並びにその設置する私立学校に必要な財産を有していなければ

ならない」と、校地・校舎等の施設・設備を保有していることを要求している

点は同じであるが、戦前の供託金制度を採用しなかったことが大きな相違点で

ある（大崎 1968、164 頁）。戦前は、大学設立の際に、多額の基本財産を供託す

ることが義務づけられていた（大学令 7 条）が、これを廃止したのである。私

立学校法でいう「私立学校の経営に必要な財産」とはいわゆる経営資金、運転

資金等を意味するに過ぎない。戦前の供託金制度を採用できなかった理由は、

第一に、戦前に要求された基本財産の額が莫大で学校法人の設置がほとんど不

可能になってしまうこと、第二に、貨幣価値の変動が大きく、学校法人の負担

が大きいこと、第三に、当時、基本財産の価格を定めること自体が混乱をまね

く恐れがあったことだという。いずれにせよ、それだけ私立大学の財政的基盤

が薄弱になり、安定した収入源の保障がなくなったことを意味している。篤志

家の財産拠出におって私学経営の基盤が作られ、その上にたって、経常費は授

業料収入等によってまかなうという自主的な考え方を変更したわけではなかっ

たが、実際は設立の際に、校地・校舎の取得費の相当部分を借入金または学生

納付金にたより、一般篤志家からの寄付はまったく補足的な地位しか占めてい

ない大学の新増設が年々数多く認可されるようになり、1964 年にこうした傾向

を是正するために、学校法人等設立審査内規が改正され、大学創設費の三分の

一以上を自己資金として保有されることが要求されたという。逆に入れば、そ

れ以前にはそれよりも少ない自己資金でも認可されていたことが推測できると

いう（大崎 1968、165 頁）。 

 このような長い過程をへて、日本の私立大学の経営構造の独自な特徴は生成
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されてきたのである。 

 

（３） 私学助成の開始と学校法人会計基準の制定 

その後、学校法人制度をめぐって、どのような議論が行われて、どのように

変化したのだろうか。1970 年代半ばの私立大学に対する経常費補助金の開始、

および学校法人会計の制定について述べる。 

 

私立大学に対する経常費助成にいたるまでの経緯 

戦後直後の私立大学への助成政策は、応急的な助成からスタートした。1946

年の私立学校建物戦災復興貸付金（2430 万 6000 円）は戦後初の公的金融措置

であり、戦争で大破した建物の復旧などに対して 5 年間無利子据え置きで貸付

がなされた。1948 年には旧軍用財産の有利な払い下げや使用についての法律も

出された。1952 年には私立学校振興会法が施行され、国から 21 億 4900 万円が

出資され、私学経営に必要な資金の貸付や助成が実施されることになったが、

基本的には、施設整備についての融資が中心であった。また、私立大学の研究

設備に要する経費については、1953 年から財政補助が始まり、1957 年には私立

大学の研究設備に対する国の補助に関する法律が公布されている。このように、

戦後直後の私立大学への助成は施設関係に対する補助など、限定的に行われて

いた。 

 私立大学に対する助成の拡充が必要なことは、1950 年代から指摘されてきた。

たとえば、中教審答申「私立学校の振興について」（1955 年）では、基本は自

立運営としつつも、それのみによるのは困難で必要な財政的援助が必要なこと、

そのために公共性の確保が必要であることを述べている。こうした中、1961 年

に私学の拡充をすすめる方針が出された。当時の池田正之輔科学技術庁長官の

名前をとって「池正勧告」と呼ばれるが、公私立大学の設置許可制度を修正し、

学科の新設と学生定員変更を、許可・協議事項から届出事項にすると同時に、

設置基準の運用緩和の方針を明らかにした。この決定によって、私立大学は、

いったん大学・学部の設置の認可を受ければ、その学科等の組織や学生定員の

増加などが自由にできることになり、私立大学は学生収容力を拡大していった。

さらに、1966 年からの第 1 次ベビーブームによる大学志願者急増対策を私立大

学中心に行っていくことになった。多くの私学はこれを好機として積極的に拡

大したが、私学団体は、入学志願者急増対策を私学に依存するのであれば、国

の助成強化が当然であるとし、このころから人件費等の経常費助成を求める声

が上がり始めた（大崎 1999、217 頁）。また文部省は、1965 年度予算で私立学

校振興会による長期定低利の融資事業に大学生増員施設費 51 億円を新たに計
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上したが、大崎（1999、220 頁）はこれを借入金による拡充を是認したことで

あり、こうした一連の変化によって、私学経営が篤志家の浄財を基本とする財

団法人的なものから変質して、借入金により新規事業を起こし、それから得ら

れる収益で借入金を返済するという事業的性質を色濃くなり、私学経営の性格

にも影響を与えたと指摘している。他方、こうした環境の中で、私立大学では

水増し入学なども行われ、教育条件が劣悪化し、これに対する社会からの批判

が高まっていった。1960 年にはいってから、インフレ、人件費の高騰による授

業料の値上げなどのさまざまな問題があり、それらが大学紛争のひとつの引き

金になった。このように、劣悪な私立大学の教育条件に対する批判が高まった

ことと、第 1 次ベビーブーム世代の大学生人口の急増期における私学への依存

を背景にして、私学振興策の模索と着手が進んだのである。 

 こうした背景で、1965 年 7 月に臨時私学振興方策調査会が文部省内に諮問機

関として設置され、経常費助成を含む私学助成の問題を本格的に検討されるこ

ととなった。そして 1967 年 6 月には「私立学校振興方策の改善について」と題

する答申が出された（黒羽 1993）。この答申では私学振興の必要性を強調しつ

つも、私学の人件費補助などの本格的な経常費助成についての結論は出さなか

った。その理由は、私学助成に対する私学の熱意に大学間で温度差があったこ

とと、この時点での私学経営の問題点が、経常収支よりは、規模拡充のための

施設・設備費とそれに起因する債務償還費の増大にあることであった（大崎

1999、225 頁）。一部の私学で私学助成に消極的だったのは、それによる政府か

らの規制の強化を恐れたからであった。 

1968 年には答申に基づき私立大学に対する戦後初めての経常費助成として、

人件費は含まれないが、私立大学教育研究費補助金 30 億円が計上されたが、私

学団体関係者はこれを不満として、人件費を含む経常費の二分の一国庫負担を

要求して強力な運動を展開した。この運動が実り、また 1969 年の激しい大学紛

争のために、各私立大学ともに学生納付金等の値上げが不可能になり、私学の

財政状況が危機的状況に陥ったことをうけて、1970 年度予算にはじめて人件費

を含む私立大学等経費費等補助金 132 億円が計上された。このとき、日本私学

振興財団法が制定され、補助金の配分機関として日本私学振興財団が、それま

で私学への融資等を行ってきた私立学校振興会を母体として設立された。政府

と私学の間に一定の距離をつくる第三者的な立場である日本私学財団を置くこ

とで、細部にまでに行政が介入しないように配慮された。1971 年の中教審答申

「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」（46

答申）のなかでも、私立大学に対する財政援助方式はひとつの重要な論点とさ

れ、いくつかの方式が示されたが、これをうけ、1973 年 11 月に管理局振興課
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が主催する文部大臣召集による臨時の協議機関として、私立学校振興方策懇談

会が設けられ、1974 年 8 月には報告が出された。私立大学が高等教育の拡充・

発展に重要な貢献をしてきたこと、独自の学風の下に特色ある教育を行ってお

り、多大な貢献をしていること、その一方で、経営的基盤が弱体化し、設置者

の努力のみでは教育研究条件の維持改善が困難で、父母負担が過重になる傾向

が見られることを指摘し、国公立大学と比較して、教育条件、授業料負担の格

差が拡大傾向にあるという現状認識を示した。その上で、助成策を示したがそ

れと同時に、それに見合った規制についてもまとめられた。 

そして、1975 年の第 75 国会において、私立学校振興助成法が自民党の議員

立法として提案・可決され、1976 年 4 月から施行されることとなった。この法

律が制定されたことは、その後の私立大学にとってきわめて重要な意味をもっ

ている。私学経常費助成の法制化は、同時に経常費補助に伴う新たな規制措置

の法制化も伴ったからである（大崎 1999、286 頁）。私立学校振興助成法第 1

条では、その目的として、教育条件の維持向上、学生の経済的負担の軽減、経

営の健全性の向上の三点を掲げ、この目的のために、私学政策に大転換がもた

らされた。第 1 は私立大学の量的規制で、私立学校法を改正し、学科の設置廃

止と学生の収容定員の変更を文部大臣の認可事項とした。第 2 は、水増し入学

の規制で、定員超過は補助金の減額や不交付事由の一つとなった。第 3 はその

他の教育条件や管理運営の適正化で、こうした問題に関しても補助金の減額や

不交付事由の対象とした。こうして私学助成により、政府からのサポートを得

ると同時に、コントロールをうけるようになっていったのである。 

 

学校法人会計基準の制定 

 学校法人会計基準は、1970 年に私立学校の経常的経費に対する国の補助金制

度が創設されるにあたり、公費により経常費補助を行うために、補助金を受け

る学校法人の公共性が一層高められ、適正な会計処理が行われることが前提に

なることから、統一的な会計処理を行うための基準として、1971 年に制定され

た。1972 年以降に経常費助成をうける学校法人は全面的にこの学校法人会計基

準に準拠して計算書類を作成することが義務付けられるようになった。その後、

1975 年に私立学校振興助成法が制定され、学校法人会計基準の根拠法は、私立

学校法から私立学校振興助成法へと転換された。 

 学校法人会計基準が成立する以前の私立大学の会計については、実質的な基

準は存在せず、何の規制もない状態であった。当時の私学の会計状況は、予決

算制度のもとに、収支計算体系が採用され、経常部と臨時部という計算区分が

置かれていた点については統一性があったが、1970 年までは私立学校について
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の統一的な会計基準はないため、具体的な会計処理については、各大学がそれ

ぞれの基準に従って会計処理をしていた。納税や配当の必要がなかった各学校

法人にとっては、それでも事足りていたが（野中ほか 2001）、学校法人の財政

運営や外部の関係者の理解と協力を求める上で障害となる場合が少なくないと

判断され、私学諸団体のもとで会計基準を作成する動きがはじまり（高橋・村

山 1968）、1968 年 7 月、文部省においても、学校法人の財務基準の調査研究の

ための委員会が発足した。この委員会で、私学諸団体が発表した会計所基準を

参考に検討が重ねられ、1970 年 5 月に「学校法人会計基準」を報告した。 

学校法人会計基準の策定に当たって、当時の私立大学の財政の危機的状況を

ふまえて、学校法人の財政的自立と財政維持をはかることが基本目的とされ、

その結果として、消費収支計算と基本金組み入れ計算が想定された。細田（1985、

10 頁）によれば、こうした財政維持可能性に関する情報を開示させることは、

そこに学校法人運営者の関心を集中させる効果ももつという。毎会計年度に、

消費収支を均衡させ、基本金未組み入れ額を限りなく 0 に近づけるように法人

運営者が予算を編成し実行するとすれば、そうした場合に、借入金は限りなく

0 に近づき、きわめて財政的自立度の高い学校法人になっていくというのであ

る。社会的な制度が組織の行動に一定の影響を与えることを前提として、当時

の財政問題をよい方向に導くための会計的な手段をめざしていたと指摘してお

り興味深い。 

 こうして、私立大学の経営構造の大きな独自性を生み出している学校法人会

計基準が作成され、その後の私立大学の行動に目に見えにくい形であれ、一定

の「枠」を与えていくことになる。 

 

3.3. 近年の学校法人制度の見直し論 

 2000 年ごろから、学校法人制度の見直し論が急速に高まってきた。ガバナン

ス、財務・会計システムについて、その論点を整理する。 

 

（１） 私立学校法の改正によるガバナンス見直し 

2004 年 5 月 12 日、私立学校法が大きく改正され、2005 年 4 月 1 日から施行

された。ガバナンスのあり方の改正も伴っており、私立学校法が成立して以来

55 年ぶりの大改正であった。文部科学省の大学設置・学校法人審議会学校法人

分科会学校法人制度改善検討小委員会が設置され、「学校法人制度の改善方策に

ついて」（2003 平成 15 年 10 月 10 日）をまとめた議論がこの法改正の軸となっ

ている。具体的に何が変わったのか。 

第一の改正は、学校法人における管理運営制度の改善で、理事・監事・評議
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員会の権限・役割分担の明確化が明確化した。これまで私立学校法で名称が出

てこなかった「理事会」の法定化（改正私立学校法の 36 条）、代表権の理事長

付与の原則（37 条、49 条）、理事の任期、選任・解任手続きの明確化（30 条）、

外部理事の選任（38 条）などが付け加えられた。監事制度も改善され、監査報

告書の作成と理事会等への提出（37 条）、外部監事の選任（38 条）、評議員会の

同意を得て理事長選任及び任期・解任等の手続きの明確化（30 条、38 条）、評

議員との兼職禁止（39 条）が新たに付け加えられた。評議員会制度の改善も行

われ、事業計画及び事業の実績を報告（42 条、46 条）することとなった。 

 第二の改正は、財務情報の公開に関するもので、財産目録等の関係者の閲覧

の義務化が新たに付け加えられ、この閲覧対象資料として、事業報告書と監事

報告書についても付け加えられた、（47 条、66 条）。 

第三の改正は、私立学校審議会についてで、その委員の構成等の見直しが行

われた。 

 近年、アカウンタビリティ論（私立大学社会的責任研究会など）、たとえば経

営上の失敗や破綻などが起こった際に、最終的に誰が責任を持つのか、といっ

た議論の高まりを背景として、理事会が学校法人の最終的な意思決定機関であ

ることを示し、経営責任を明確化しようとした改正の意図は読み取れる。しか

し、残された課題もある。 

第一に、改正のひとつの論点であった理事会と評議員会の関係については、

結論を先送りされた。評議員会は原則として諮問機関であるという基本的な考

えと、その一方で個々の法人の判断によって、議決機関とできるという運用の

余地を残した点で、評議員会のあり方を決定的に変えるものではなかった。ま

た、日本の理事会は、監督機能と執行機能の両方を持っている特徴があるが、

監査機能を強めたところで、こうした基本的な性質には今回の改正では手を加

えられなかった。 

第二は、今回はあくまでも私立学校法の改正であったため、学校法人のみを

対象としており、学校法人と大学や学校の関係をどのように考えればよいのか、

といった根本的な問題については、まだ十分な議論もなされていない点だ。学

長のリーダーシップを強めて、そのもとで改革を推進する、という、いわゆる

「アメリカ的」な経営のスタイルの有効性を指摘する声は、大学審議会答申

（1995）などでも繰り返し主張されてきたが、学長が十分にリーダーシップを

発揮できない背景は、理事会組織との関連の中で検討されなければならない。

たとえば理事長と学長の権限関係をどのように考えるのかについては、まった

く解決されていない。アメリカの大学ではほとんど見られない、常任理事が一

部の私立大学で担っている役割を考えてみても、ガバナンスの問題を考えるに
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は、学校法人と大学・学校を切り離して議論していては限界がある。 

私立大学のガバナンスの形態はきわめて多様であるし、そもそも法律でガバ

ナンスの形態について、どこまで規定するのかについても議論の余地があり、

今回は最小限の改正が行われたと思われる。法改正をきっかけに、個別の学校

法人でも議論や学内規定の見直しが行われるケースが多いため、制度改正の議

論よりも、実践面でさまざまな取り組みが先行していく可能性もないわけでは

ない。 

 

（２） 学校法人会計基準の改正 

学校法人会計基準の見直しについての議論の高まり 

 また、学校法人の財務・会計システムについての見直しの議論が高まってき

ている。基本金制度のわかりにくさや問題点はこれまでも繰り返し主張されて

きたが、学校法人会計基準を大きく変えようという議論にまでは結びついてこ

なかった。ところが、私立大学をめぐる環境変化の影響を受けて、学校法人会

計基準のありかたについて大々的に検討されるようになってきた。最初の直接

のきっかけは、2001 年、国立博物館や図書館等の独立行政法人への改組とその

独立行政法人会計基準が制定され、会計構造に企業会計原理を導入していたこ

とにあったように思われる。この新会計基準の制定が、非営利法人の運営と会

計基準に大きなインパクトを与え、他の公益法人の会計基準の抜本的見直しが

検討されるようになってきた。総合規制改革会議でも、2002 年 12 月 12 日「規

制改革の推進に関する第 2 次答申」以降、学校法人会計基準の見直しの検討が

必要であると繰り返し指摘するようになってきた。2004 年度からの国立大学の

法人化や株式会社立大学の登場も学校法人会計基準のありかたをめぐる議論に

一定の影響を与えている。近年、私立大学の財務情報の開示を促進するように

なり、学校法人会計基準のわかりにくさが、私立大学の外でも問題視されるよ

うになったことも、こうした動きに拍車をかけている。そもそも現行の会計基

準は、補助金受領の条件としての所轄官庁への報告を主たる目的としており、

それ以外の利害関係者に対して、適切な情報を報告する会計基準としては不十

分な面がある。社会から理解しやすい透明性と一般性を備えた財務情報を作成

することが強く求められるようになってきた。 

 この一連の動きとも平行しながら、日本私立大学連盟は、早い段階から、学

校法人会計基準の問題点と改善のための検討を熱心にすすめてきた。2000 年 6

月に学校会計委員会を発足させ、2002 年 3 月には「新たな学校法人会計基準の

確立に向けて」と題する報告書を公表し、消費収支均衡という現行の計算構造

を維持することを前提として、基本金を中心とする問題点の改善のための提案
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を行った。その後も検討をつづけ、2003 年 5 月には「学校法人会計基準見直し

への提案（中間報告）」を発表し、抜本的な改革が必要との認識から、変更案を

提示して話題になった。 

 

学校法人会計基準の一部改正へ 

 こうした動きをうけ、文部科学省でも、学校法人会計基準のあり方について

検討され、2005 年 3 月 31 日には一部改正が行われた。2005 年度の計算書類か

ら、改正された学校法人会計基準を適用されることになった。今回、改正され

た内容は、①基本金取崩し要件の緩和（学校法人会計基準第 31 条）、貸借対照

表における注記事項の充実（同第 34 条）、③計算書類の様式の改正（同第 6 条、

9 条）の三点である。この中で最も大きな変化は、基本金取り崩し要件の緩和

であった。理事会の恣意性を増すという批判もなされているものの、その手続

きの明確化などは必要だが、こうした方針転換はやむをえないとも思われる。

学校法人会計基準が制定された高度成長期、かつ 18 歳人口の増加期であれば、

拡大路線が前提とした制度が当然視されてきたが、社会情勢が変化し、規模の

縮小という選択がありうるからである。 

 今回の改正はきわめて限定的なものであったが、学校法人会計基準の特徴で

ある消費収支の均衡と基本金の根本的な原則自体を捉えなおす議論がなされる

ようになっている。「今後の学校法人会計基準のあり方について（検討のまと

め）」（2004 年）の中でも、現行の制度とは異なる以下の２つの考え方が示され

た。 

① 学校法人における資本取引についての概念を明確化した上で、基本金の考

え方を存続させる。具体的には基本金を(1) 創設時に寄附された施設設備、

(2) 特定の施設設備を取得するためなどのために受領した寄附金等（現物

寄附を含む）で寄附者の意思が明確であるもの、(3) 帰属収入から消費支

出を除いた、帰属収支差額の範囲で、学校法人の意思決定により基本金に

組み入れることとされたもの、とする考え方。 

② 基本金は現在の制度とし、毎年度、基本金組み入れ対象資産にかかる減価

償却見合い額について取り崩しを行うという考え方。 

 ①については、学校法人会計基準の考え方を大きく転換するため、会計実務

への影響が極めて大きいこと、また収入のすべてについて寄附者の意思が明確

である寄附との概念に対応したものに整理できるか等の疑問が残る点、②につ

いては、学校法人を永続的に維持するという基本金の根本的な考え方、施設設

備の取得更新のために価格を維持するという考え方を崩すことになるという問

題がでてくるなど考えられ、引き続き、具体的な内容を検討する必要性を述べ
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ている。 

 以上みてきたように、日本の私立大学は独自の特徴を有しており、それが諸

外国には見られないほどの私立大学の発展を支えてきた。歴史の中で構築され、

発展してきたものの、社会経済状況の変化の中で、近年、見直しの議論が起こ

っていることも事実である。歴史的経路依存性という視点も持ちながら、どの

ような特徴を維持すべきか、ひきつづき研究を重ねることが重要である。 
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第 4章 

大学評価の試みからみえてくる課題 

～計画立案の問題と別視点評価の可能性～ 

田中弥生 （独立行政法人 大学評価・学位授与機構 准教授） 

 

 

第 4 章では、大学評価の実際を通して見えてきた大学の経営課題、特に計画立

案の問題について述べる。さらに、この問題を通してみえる事後評価の限界を

考察した上で別視点での評価アプローチの可能性について探る。 

 

4.1. 大学評価の試みからみえてきた課題 

 

（１） 委員会議事録からみえる課題 

本研究事業では研究チームのアドヴァイサーとして委員会を設置した1。メン

バーは大学を経営する立場にある方、大学評価に精通されている方々から構成

されている。当委員会では大学評価の課題について議論を行なったが2、特に本

研究で着目したのが次の指摘である。 

 

「実際、今回の目標でも、国際的に通用するとか、世界に向けて発信すると

いうような水準が提示されているところが少なくありません。しかしこれは突

き詰めると国際的（世界的）水準の研究ということになりますので、果たして

大丈夫なのか、その根拠を示すエビデンスを十分に提示できるのか、端からみ

ていても不安になることがあります。なお、このことと関連するのですが、大

分目標・計画の作成を急がされたという事情もあるのでしょうが、そもそも計

画の前提となる各大学のリソースの検討、つまり、人的・物的なリソース、表

現は少し適当でないかもしれませんが、いわば在庫調べのようなことがきちん

となされていたのか、心許ない印象を受けます。自分たちが所持している教職

員や施設の特徴や価値、そのほか有形無形の財、たとえば大学の伝統やロケー

ションも貴重な財ですが、それらを十分に踏まえずに目標だ、計画だといって

も話しにならない。そこで目標もどうしても抽象度が高く、どうともとれるよ

                                                  
1 牟田博光（東京工業大学）、山谷清志（同志社大学）、喜多悦子（日本赤十字九州国際看護

大学）、川口昭彦（（独）大学評価・学位授与機構）、木村靖二（（独）大学評価・学位授与

機構） 
2 第 2 部参照 
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うな内容になりやすい。」 

試行評価や機関別認証評価の実施、さらには国立大学法人評価の準備を通し

て見えてきたのは、事後評価以前の問題、すなわち大学自身の計画・立案に問

題があるということである。すなわち、大学が有する有形・無形のリソースを

把握し、自らの使命を効果的・効率的に達成するために、そのリソースを用い

て実施すべき事項を実行可能な具体案として計画に落とし込んでゆくための作

業に不足があるのではないかということである。 

 しかしながら、事後評価を実施したことによって、事業の礎となる計画立案

の問題が明らかになることは評価の世界では決して珍しいことではない。プロ

グラム評価や政策評価では、1970 年代より、同種の問題は評価可能性の問題と

して指摘されてきた。つまり、計画の完成度が低いために、何を効果としてい

るのかを想定しがたく、したがって事後評価も困難になるという問題である。

この問題を解決するためには事業実施前の計画の評価が必要であるとして、事

前評価の重要性が指摘されるようになっている（田中 2005）。事前評価について

は本章の後半で詳述してゆくが、その前に高等教育研究において、大学の計画

立案の問題についてどのように捉えられてきたのか観る。 

 

4.2. 高等教育研究が指摘する大学の計画立案問題 

以下は、ＩＤＥや私学大学関連文書より収集した情報であるが、筆者の限ら

れた知識、情報収集力の中で集められたものであることを最初にお断りしてお

く。 

 

（１） 国立大学法人中期計画に関する指摘 

奥野は「国立大学法人の目標・計画・評価」（ＩＤＥ2001 年 12 月号）の中で、

国立大学法人とその他の独立行政法人との差異があることをまず指摘している。

すなわち、独立行政法人制度においては業務の企画立案は主務官庁が担い、そ

の実施は独立行政法人が担うことになっている。しかしながら、国立大学法人

が独立行政法人となったとしても、企画立案機能と業務実施機能を分離するこ

とは不可能であり、国立大学法人は双方の機能を担うことが明言されている。

他方で、6年間という限定された期間において、研究、教育の計画を立てられる

ものもあるが、それが意味を持たない分野もあることや数値目標になじまない

分野があることを指摘している。また、大学が「目標→計画→評価→資源配分

の是正」というサイクルに馴染まないという強い反対があることも指摘する。

だがそれでも、国立大学が長期的な目標をもち、数年の活動目標を定め、計画

を実行して、成果を世に問うことは、納税者へのアカウンタビリティの観点か

ら必要であると、筆者は述べる。そして、大学の長期目標を文部科学省が認知
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していることが必要であると同時に、文部科学省は高等教育について長期的な

グランドデザインを示すべきだと指摘している。 

 また、ＩＤＥ（2001 年 6 月号）の取材ノートでは、「中期目標、計画を明確に

するなら、こうした大学像の明確化はさけられない。各大学、同省の意見調整

が問題になる。大学像の明確化だけではなく、学問分野の研究・教育計画に踏

み込むかどうかで、鋭く意見が対立していると聞く。」と記されている。 

奥野がこの問題を指摘した当時は、国立大学の独立行政法人化の直前であり、

国立大学が一個の独立した法人として自ら目標と計画を立案し、納税者へのア

カウンタビリティを自ら示すことが必要になった事項をよく表している。しか

し見方を変えれば、国立大学法人にとっては、計画立案がまだ新しい行為ある

いは概念なのであり、それへの抵抗さえあったことが伺える。 

 国立大学法人制度施行の 2004 年、松尾は「大学マネジメントと「目標・計画」」

という論文の中で次のような意見を述べている。国立大学法人制度施行を前に

各大学が文部科学大臣に提出した「中期目標・中期計画」は「大学版マニフェ

スト」であるとその重要性を述べた上で、目標と計画の階層構造で策定する考

え方は大学人にとっては新しいことであったと説明する。そして、大学は単年

度の予算計画を積み上げる発想から、長期的な視野に立った目標やビジョンか

ら中期・短期の計画を立て、そのもとに資金および予算の調達と運用を図る発

想に転換する必要があると指摘する。さらに、海外では目標・目的は戦略プラ

ンと表現されること、この戦略プランは自己評価システムと連動させることで

大学経営に貢献しうることを説明している。 

 先の論文を比較すると 2001 年からわずか 3年の間で、大学における「目標・

計画」の受けとめられ方が大きく変化していることが読み取れる。「目標と計画

という階層構造が大学人にとって新しいこと」という指摘に対して、筆者は驚

きの感を抱いた3。だが、計画立案と評価を連動させることで大学経営の向上に

資するという考え方を打ち出しており、大学経営の文脈の中で、計画立案を捉

えようとしていることがわかる。 

  

（２） 大学経営研究にみる計画立案の課題 

大学経営に関する内外の研究は比較的豊富であると思われる。米国の

Birnbaum に代表される大学経営論4、あるいは民間非営利組織の経営論の中で、

大学経営についても議論されてきた（Yale  1986）5。わが国においては、私立

                                                  
3 計画には必ず目標が存在し、目標を達成するために計画が存在するのであり、この２層構

造は計画立案の常識であり、改めて問うべきことでもないだろう。それが新しい概念であ

るという指摘に驚きを覚えたのである。 
4 Robert Birnbaum(1998)How Colleges Work, Jossey-Bass Publishers 
5 Daniel C. Levy(1986)Private Education, Studies in Choice & Public Policy, Yale 
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大学や学校法人の分野においてより多くの経営関連の文献を見出すことができ

る。他方で、大学の計画立案のみに焦点を当てて論じた文献は少ないが、大学

経営、特に私立大学の経営研究の中で計画立案の問題に言及した文献を見出す

ことができる。 

私立大学の社会的責任に関する研究会（ＵＳＲ研究会）は平成 16 年より 4年

間にわたり研究を進めているが、2007 年 11 月に刊行した「私立大学の社会的責

任に関する研究報告」では、私立大学に関する業績管理の方法としてバランス

ド・スコアカードを紹介している。また、同時期 2007 年 11 月に私学高等教育

研究所刊行の「私大経営の分析」では詳細な事例分析の中で、大学の計画立案

や PDCA サイクルの活用例について言及している。 

そこで、「私大経営の分析」に着目し、大学の計画立案の課題をどのように捉

えているのかみてゆく。同書は、大学を取り囲む環境の厳しさを鑑み、大学が

この環境の中で生き残ってゆくためには戦略的な計画が必要であると説明する。

すなわち規制緩和と競争強化の政策の中で、大学設置の自由化に伴い大学数が

増加し、同時に少子化が進む中で、学生獲得競争が激しくなり、大学の経営が

より困難になっている。このような中で大学の教育改革とあわせて経営の改善

が強く求められる。そこで、外部環境と内部環境を連動させながら持続的に経

営の改善を実現するためには戦略的な計画が必要だというのである。同研究所

では、戦略経営の視点から 371 の大学へのアンケート調査（回答率 803％）と訪

問調査による事例分析を行なっている。ここで掲げられた6事例はいずれもgood 

practice を示すものであり戦略的な計画立案の策定方法、その学内での理解・

周知方法、計画の実施方法、そしてそれを可能とする実施体制に着目して事例

が紹介されている。これらの good practice に共通する戦略的経営の基本的特

徴として以下の 5点を挙げている。 

・戦略や計画が明確に定められ、それに基づく大学経営が行なわれている。 

・戦略を実際の実行計画に落とし込み、業務遂行計画や教育改革に具体化す

る仕組みを持っている。 

・政策の具体化と推進を狙うあり方が明確で、戦略目標実現における理事会

責任を明確にし、教授会、事務組織が一丸となって目標を達成する仕組み

を作ろうとしている。 

・経営と教学の政策の一致、協力体制が構築されている。 

・大学行政を実務上、担っている職員の役割とレベルの向上がある。 

 

 

                                                                                                                                                  
Studies on Nonprofit Organizations, OXFORD 
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「私学経営システムの分析」では、計画立案に戦略の要素を意図的に取り入れ

ようとしている点に注目すべきであろう。その背景には大学を取り巻く制度的

環境あるいは学生数の減少というドラスティックな環境変化がある。このよう

な状況下では、大学自らのビジョンや使命に基づいて目標と計画を策定するだ

けではなく、変化する環境要因を分析し、競争に勝つための戦略的要素を入れ

た計画を作る必要がある。そして、先駆事例を挙げながら戦略的な計画立案の

実際と重要性を提示しようとしている。 

 だがこのような先駆的取組みはごく僅かの大学で実践されているのに留まる

のか。それともより多くの大学の間で認識され、実施されるようになっている

のであろうか。 

 

4.3. 経営知識・計画立案技術に対する大学の姿勢と課題 

  

（１） 計画に関する認識と実現のギャップ 

（独）大学評価・学位授与機構は「高等教育機関における経営手法の現状に

関する調査」として、平成 17 年 12 月、アンケート調査を実施している。アン

ケート配布数は、大学 717、短期大学 419、高等専門学校 63 の合計 1,199 通で

あった。そのうち有効回答率は 50.5％で、大学 364、短期大学 172、高等専門学

校 58、学校種不明 12 の合計 606 校である。ここでは、大学の中で民間的な経営

手法がどのように活用されているのか調べられているが、本章で、特に着目し

たのは「戦略目標・戦略計画の策定」「戦略目標・計画に基づく具体的活動の展

開」に関する質問である。ここでは、これらの項目を含む、大学経営関連要素

について、重要度と実現度を点数化して尋ねているが、重要度と実現度の点数

の差が小さい方は相対的に達成度が高く、逆に、その差が大きければ相対的に

達成度が低いということができる。 
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 図1は自らを優れた大学にするために必要と思われる要素の19項目6について、

その重要度と実現度を聞いたものである。重要度を高くつけながら、実現度が

低く、したがって達成度が低い要素として以下が挙げられている。 

・ 教職員の教育・訓練と、モチベーションの向上 

・ 戦略目標・計画に基づく具体的活動の展開 

・ 組織のパフォーマンスの測定、分析と評価 

・ 自らの組織に関する質の高い情報の収集と管理 

・ 戦略目標・戦略計画の策定 

これらの達成度が低い結果となった要素は、教職員の教育・訓練とモチベー

ションの向上を除けば、計画立案はそれに基づく運営と評価に関する要因であ

る。 

 さらに、重要度と実現度を 2 次元にプロットして分析を試みている。横軸が

重要度、縦軸が実現度となっており、それぞれ平均に近い分布をプロットして

いる。中心に交差するのは、それぞれの軸の平均値であり、5段階の 3を中心に

取ったグラフではない。すなわち、各要因の相対的位置を把握している。図 2

の 4 つの象限において、第 1 象限（右上）にある要因は相対的に重視され、相

対的に実現されていると言える。第 2 象限（左上）にある要因は相対的に重視

されていないが、実現されている要因、第 3 象限（左下）は相対的に重視され

ておらず、実現されていない要因、第 4 象限（右下）は、相対的に重視されて

いるが、実現されていない要因である。 

 このうち、第 4象限に位置する要素は以下である。 

・ 教職員の教育・訓練と、モチベーションの向上 

・ 戦略目標・計画に基づく具体的活動の展開 

上記 2 種類の分析から次のようなことが言えるだろ。すなわち、教職員の教

育・訓練とモチベーションの向上と、戦略目標・計画に基づく具体的活動の展

開については、回答者による絶対的な点数評価においても、また回答者間の相

対的な評価においても、重要視されながらも実現できずに達成度が低い要素で

あるということである。 

 特に、本章で着目している計画立案についてみれば、その重要性が認識され

ながらも容易に実現できない状態であるとみることができるだろう。 

 

 

                                                  
6 19 項目は、マルコム・ボルドリッジ賞（ＭＢ賞）の評価基準（Baldridge National Quality 

Program2005）を経営要素と捉え、それを要約して使用している。なお、University of 
Wisconsin-Stout (2001), Kenneth W. Monfort College of Business(2004),Richard 
College(2005)がＭＢ賞を受賞している。 
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（２） 自由記述分析にみる経営手法の知識普及の可能性 

さらに、特徴ある経営手法の有無と、有の場合には重要な順に 3 つまで記す

という自由記述形式で回答を求めている。回答数は、国立大学 18、私立大学 25

であり、先の重要度と実現度の分析の対象とは大きくその規模が異なる。また、

自由記述においては具体的な経営手法を記していないものもあったので分析者

がそこからどのような手法を動員しているのか解釈をした上で分析を行なって

いる。 

 分析からは、「戦略計画、中・長期計画、将来構想、アクション・プラン、そ

れらの策定や決定、またＰＰＭ（Product Portfolio Management）、SWOT 分析、

構造分析などのポジショニングに関する具体的な分析などが見られた。一部の

学生獲得等に特化した分析、方策についてはマーケティングに、財務に特化し

た分析、方策については管理会計・資金獲得として分類されており、広義の戦

略計画という経営手法を実施している」という結果が示されている。 

 サンプル数が母集団に比較して少なく、自由記述からの解釈による分析であ

るので、今回、回答された大学全体の傾向とは言うことはできない。だが、経

営を意識している大学においては各種の経営手法の知識を有し、また計画立案

の際にも先のような手法を導入しようとする大学が複数存在しているというこ

とはできる。 

 経営手法や技術に関する知識が大学の中でどの程度普及しつつあるのかにつ

いては、本研究会メンバーの間でも議論してみた。大学のどのポストにあるの

か、すなわち経営者の立場、事務職員の立場、教員の立場によって、経営技術

に関する関心の度合いは異なるであろう。しかし、経営者の立場にある者は、

各種経営手法は計画立案に必要な技術に関する知識を有しているのではないか。

また、大学経営に企業出身者やコンサルタントが関与した場合には経営手法に

関する知識を有している確率は高くなるのではないか、等の意見が出された。 

 大学を取り巻く環境が変化し、大学経営にとって厳しさを増してゆく中、程

度の差こそあれ、大学以外のセクターで開発された各種の経営技術や手法に関

心を寄せる大学の数は増えているのではないだろうか。 

 

（３） 計画立案の問題とアンケート結果の乖離に関する考察 

しかしながら、計画立案の重要性を認識し、そのために各種経営手法の知識

を獲得しようとする姿勢と事後評価の結果指摘された計画立案策定の実際との

間に乖離があることになる。この乖離をどのように理解したら良いのだろうか。 

第 1に、各種経営手法や技術の知識を実行に移すための体制が整っておらず、

そのために、計画の策定が十分とは言えず、その完成度が低くなりがちである。

その結果、評価可能性が低くなっている。 
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第 2 に、計画立案の策定作業と評価作業が連動していないのではないか。計

画策定やその実施と評価作業が別個に行われており、計画立案段階でその実施

の進捗や結果を一貫してみるための準備がなされていない7。あるいは計画立案

とその実施など大学経営と評価を有機的につなぐシステムが十分に整っていな

いというような問題である。 

そこで、次項では、第 1 の問題への対応として評価可能性の問題を、第 2 の

問題への対応として経営手法を取り入れた評価手法の可能性について考察した

い。なお、第 1、第 2の問題に共通するのはシステムや体制の問題であるが、こ

の問題については各大学の in-depth の分析が必要になることから第 2年度目の

研究課題として取り組む予定である。 

                                                  
7 例えば、計画立案の段階でアウトカムやアウトプット目標を定め、それに対応する適当な指標を選択し

て、事業実施プロセスにおいてこれらの指標を測定しながら進捗を管理してゆく。事業終了後にこれらの

指標を確認することで、計画立案から実施、事後の評価まで一貫したマネジメントが可能になる。 
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図１ 各要素の重要度と実現度 
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図２ 各要素の相対的にみた重要度と実現度 
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1. 運営・経営者のリーダーシップの行使  
2. 経営者としての責任及び社会的責任の遂行 
3. 戦略目標・戦略計画の策定 
4. 戦略目標・計画に基づく具体的活動の展開 
5. 学生やその他利害関係者の理解 
6. 学生やその他利害関係者との間の関係の構築と，彼らのニーズ及び満足の理

解 
7. 組織のパフォーマンスの測定，分析と評価 
8. 自らの組織に関する質の高い情報の収集と管理 
9. 教職員の適切な労務管理と人事管理の実施 
10. 教職員の教育・訓練と，モチベーションの向上 
11. 教職員が満足するような就労環境の整備 
12. 学習を中心とした教育内容と教育方法の確立，実施，及びその継続的改善 
13. 学生に対する支援の実施，及びその継続的改善 
14. 学生が学習の成果を得ること 
15. 学生やその他利害関係者が満足し，彼らの高い評価を得ること 
16. 予算，財政，自らの大学等の評判が高まること 
17. 教職員が満足し，組織に良い影響を与えること 
18. 組織自体に生じるその他の結果（効果や効率など） 
19. リーダーシップや社会的責任に関して，あらゆる利害関係者から高い評価を

得ること 
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4.4. 事後評価の限界と新視点の評価の可能性 

 機関別認証評価は一定期間後の大学の状態をある基準に基づき評価し、国立

大学法人評価は一定期間後の中期目標の達成度を確認し評価するものである。

その意味で、大学評価は事後評価をベースにしたものである。しかしながら、

冒頭に示したように、事後評価の段階で計画立案の問題が指摘されることがあ

る。事後の段階でこの問題が指摘されることは次期計画立案には有益であるが、

目標の達成度を確認するという意味では支障をきたすことになる。そこで、こ

の限界をふまえながら、前項で掲げられた、評価可能性の問題や計画立案など

経営と評価の連動に関して別視点の評価の可能性を考察する。 

 

（１）評価可能性のアセスメント：Evaluability Assessment 

 事後評価を行なった結果、評価に耐えうるだけの準備が当該事業に整ってい

ないことがわかるという例は少なくない。顕著な例が、目標が曖昧で、それに

基づくアウトカムが明確に定義されておらず、従って、評価段階において何を

効果として測定したら良いのか不明であるというものである。しかしながら、

事後評価の段階で対象の評価可能性が低いことがわかっても、「後の祭り」とな

り手遅れになってしまう可能性もある。事業の終了を前提にその総括評価を行

う場合には、この問題はより深刻であり、事後評価のみを実施する際の限界で

あると言う事ができる。このような状況下、事業実施前に行なう事前評価の重

要性が指摘されるようになった。 

 図 3 は、プログラム評価における各種評価の階層を示したものである。一般

に評価というと事後に成果や効果を測定し確認する作業を連想しがちであるが、

図 3 の階層図はそうではないことを示している。すなわち、最上位にある第 5

層の費用便益分析、第 4層の事業成果や中長期の影響は事後評価であるが、第 3

層のプログラム運営とそのプロセスの評価は中間評価、そして第 2 層の事業計

画・事業を基礎づけている論理の評価、第 1 層の当該事業のニーズ評価は計画

実施前の段階で行われる事前評価である。論理上は、この階層に基づき事前評

価、中間評価、そして事後評価の順番で評価を実施してゆくことで評価可能性

を上げることができることになる。しかしながら、実際には、コストや体制の

問題から、課題や目的にあわせて選択的に行われている。 

 先の評価可能性の問題は、事後段階で明らかになっても手遅れであることが

多く、そうであれば、第 1 層や第 2 層の事前段階で確認してゆくことがより適

当であるということができる。 わが国の政策評価でも、事後評価から事前評

価に傾斜する傾向が指摘されているが（山谷 2006）、背景には評価可能性の問

題があったからだと思われる。 
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図 ３ プログラム評価の階層図 Lipsey（2001） Evaluator’s Institute

教材より 

 

では、どのように事前評価を行うのか。事前評価の目的は、計画立案やそれ

を実施する体制が整っているかなどを確認することであるが、「評価可能性のた

めのアセスメント」にその具体的な方法論を見出すことができる。 

Urban Institute の Joseph Wholey とその同僚は 1970 年代に、対象となった

事業の評価可能性をチェックするための方法として、「評価可能性のためのアセ

スメント（Evaluability Assessment（EA）」を提示している。Wholey はアウト

カムなどの効果を事後評価として確認する前に、まず EA を実施することを勧め

ている。その後、EA の方法論が開発されていったが、現在、以下のような比較

的広範囲の内容をカバーしていると言われる（Trevisan 2007）。 

１） 測定可能なアウトカムが提示されているか。 

２） 目的は利害関係者の間で共有されているか。 

３） 目的を達成するための手段として、当該計画は論理的に整合し 

ているか。 

４） 事業担当者は評価結果を活用する意思があるのか否か。 

また、３）は program theory やロジック・モデルの手法の開発につながり、事

業の効果測定に寄与あるいは阻害する要因の分析や、定性的な評価手法の発展

にも寄与している。 

大学評価において、計画立案の向上を重視するのであれば、「評価可能性のた

めのアセスメント」を事前評価として実施することも一案であろう。 

 

当該事業のニーズ評価／ニーズアセスメント

事業計画／事業基礎づけている論理の評価

プログラム運営とそのプロセスの評価

事業の成果や中長期にわたる影響の評価

費用対分析、効率性の評価
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（２） 評価と経営学の融合 

策定された計画について、評価可能性のアセスメントを導入することによっ

て、計画の質の向上を図ることが期待される。また、同時にそれは事後評価の

精度を上げることにもつながる。 

 しかしながら、評価可能性のアセスメントだけでは不足する点があるのでは

ないかと考える。先に上げられた評価可能性のアセスメントの項目は既に計画

が策定された時点でのアセスメントを示唆している。 

 しかしながら、経済・社会環境が時々刻々と変化し、学生獲得をめぐって熾

烈な競争状態にある中、大学は、現在、将来の環境の変化にどう対応してゆく

のかという問題に直面している。この問題に「評価可能性のアセスメント」だ

けでは十分に対応しえないのではないかと思われるからである。換言すれば、

評価可能性のアセスメントだけでは変化の激しい環境の要素を十分に取り込む

ことができないのではないか。 

 他方、この問題に積極的に対応しようとしているのが、経営的な手法を取り

入れた評価手法ではないかと考える。日本語においては「評価」という言葉に

全てが集約されてしまうが、英語ではむしろ、assessment8という言葉を用いて

紹介されている評価手法が多い。その具体例は第 5 章で紹介するが、ここでは

その基礎となる 2 つの考え方を簡単に紹介したい。経営学においては、営利企

業を対象に経営状態を診断するための種々の評価手法、すなわちアセスメント

方法が開発されてきている。特に「戦略」が意識されたものが多いが、これに

は大きく2つの要素が含まれていると考える。あくまでも筆者の意見であるが、

その要素とは、第 1 に環境変化を積極的に捉える要素であり、第 2 は同業他者

との競争的な環境から自らの強さと弱さを捉える要素である。いずれも、変化

の激しい環境の中で、競争に勝ち残ってゆくことを念頭に置いたものである。 

 

①「変化する環境を機会ととらえる：イノベーションのためのアセスメント」 

 「新結合」を遂行することが「革新」（イノベーション）であると説き、イノ

ベーション研究の古典ともいわれる基礎を築いたのがJ.A.シュンペータである9

（清成 1998）。そのシュンペータの影響を大きく受けたのが P.F.ドラッカーで

ある。ドラッカーは『イノベーションと企業家精神』の中で、「企業家精神の原

理とは、変化を当然のこと、健全なこととすることである」と述べている。ま

                                                  
8 Assessment と evaluation の区分は辞書などでもあまり明確ではないが、本文では、

evaluation は事業やプログラムの効果を測定する作業、assessment は対象の状況を確認す

る作業として捉えている。 
9 「発展」は生産手段の「新結合」を通じて「非連続的」に現れる、こうした「新結合」を

遂行することが「革新」（innovation）である。新結合の内容として、シュンペータは５つ

の場合を挙げている。 
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た、イノベーションは科学技術分野に限ったことではなく、教育や医療、福祉

など社会セクターにおいても起こりうることを明言している。そしてイノベー

ションは体系的な探求の結果もたらされるとして、7つの機会を積極的に把握す

ることを提唱している。この 7つの機会とは、・予期せぬ出来事、ギャップ、ニ

ーズ、産業構造の変化、人口構造の変化、認識の変化、新しい知識の獲得であ

るが 7つの内、5つが変化に関するものであることがわかる。また、先のギャッ

プとニーズも現状の変化と技術との間に生まれるものであることから、これも

変化に関するものである。 

 1993年、P.F.ドラッカーは自ら設立した財団（P.F. Drucker Foundation for 

Nonprofit Management）を通じて、非営利組織のための自己評価手法（Self 

Assessment Tool for Nonprofit Organization）を発表している。その内容は、

5つの基本設問から構成されているが、これらの設問は、組織を取り囲む社会環

境の変化や変化故に生じた自らの目標や計画と経済・社会環境とのギャップ、

あるいは使命や目標と成果とのギャップを顕在化させ、それを積極的に取り込

んで次期計画に反映するようにデザインされている。「イノベーションは体系的

な探求の結果」という考え方を自己評価手法（self-assessment tool）に反映

させ、個々の非営利組織の経営支援を目的にその考え方を示した著書である。 

 多くの経営学者たちによって、経済・社会環境の変化を予測し、戦略計画を

策定するための種々のアプローチや方法論が紹介されているが、その考え方の

背景にはシュンペータやドラッカーの思想に影響されたものが少なくないと考

える10。 

 

②「競争的環境から強さ・弱さをとらえる：戦略のためのアセスメント」 

 競争的な環境の中に自らの活動を位置づけ、その立ち位置を確認しながら戦

略を策定する考え方を最も明確なかたちで示したのがマイケル・ポーターであ

ろう。1980 年代初期に、マイケル・ポーターは企業戦略におけるイノベーショ

ン分析に大きな貢献を果たしている。産業界の競争を駆動する 5 つの要素と技

術、企業が選択しなければならない基本戦略と技術との間の明確な関係づけを

行っている。ポーターのアプローチは「企業の技術活動をより広範囲な産業界

の競争という背景に位置づけるものであり、そこから彼は競争状態と企業内選

択に基づく、体系的な SWOT 分析法を編み出した」（テッド 2001）。 

 

 

 

                                                  
10 イノベーション・マネジメント関連の書籍では、冒頭にシュンペータやドラッカーを引

用するものが少なくない。 
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 ポーターの分析単位は、同種の製品を製造する産業であり、この中で競争を

起こさせる要因として以下の 5つの要素を挙げている。 

・ サプライヤー（原料・部品）との関係 

・ 買い手との関係 

・ 新規参入者 

・ 代替製品 

・ 既存企業間の競争状況 

これらの 5 つの要素は、それぞれが機会と脅威を作りだしている。ポーターは

「これらの競争的圧力から最も効果的に自社を守ることができるか、あるいは

それらに対して自社に好都合な影響を与えることができるような産業内のポジ

ションを見出す」と述べるが、この点がポーターの競争戦略論のエッセンスで

あるといえよう。 

 ポーターの戦略論は、その後、営利企業だけでなく非営利組織の経営あるい

は政策分析においても活用されるようになった。またその考え方を継承しなが

らも対象の特徴や状況を鑑みて、種々の方法論が紹介されるようになった。 

現在、戦略論や戦略計画や管理に関する各種手法が開発され、わが国でも医

療機関や大学、あるいは行政府機関のような非営利組織の間で登用されるよう

になってきている。これららの手法は、変化する環境への対応かあるいは競争

的環境における自らの強さ、弱さの確認のいずれか、あるいは双方の要素を取

り入れて開発されてきた。そこでは、戦略計画を策定し、それを運営管理しな

がら、その結果を評価しフィードバックすることによって、自らの刷新が可能

になるという考え方がある。そして、このようなサイクルが可能になるからこ

そ、変化する競争環境の中で勝ち残ってゆけるという考え方である。経営学の

中で開発された手法ではあるが、評価実務者や評価研究者の中にはこれらの考

え方を取り入れようとする者もいる。これらの考え方や手法を取り入れること

で、評価をマネジメント・サイクルのひとつとして組み入れ、より実践的なも

のにしようとしたのではないかと考える。 

第 5 章では経営学的な視点を取り入れた評価や評価可能性の手法の詳細につ

いて説明してゆく。 
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第 5章  

大学評価とその「工夫」 

～PDCA サイクルの視点に立って～ 

西出 順郎  （琉球大学 大学評価センター 准教授） 

 

 

5.1. はじめに 

第４章において、経営戦略的な大学評価の重要性について論じられたが、大

学評価を改革改善システムの原動力の一つと位置付ける場合、それは、マネジ

メント機能そのものに着目することになる。評価の目的が、教育、研究、社会

貢献、大学運営という全ての活動おいて存在する個々の取組のマネジメントを

機能強化させ、組織目標の達成に貢献することにあるからだ。評価の性質も、

総括的な評価ではなく形成的な評価を志向する。具体的には、評価結果におい

て、組織の計画に沿った目標が達成しているか、未達成の場合、計画に基づい

た取組が円滑に実施されたか、不十分な取組ではなかったか、組織マネジメン

トの文脈において検討しなければならない。そのための前提が、組織マネジメ

ントそのものが「機能」していることである。例えば、計画が曖昧なら評価の

基準も曖昧となり、執行責任者が不明瞭であれば評価結果の活用者も特定でき

ない。評価結果も活用を意識して加工されなければ、評価のための評価に終始

する。したがって、実効性ある評価を実現するには、組織マネジメントとして

の Plan（計画）Do（執行）Check（評価）Action（改善の実施）という PDCA サ

イクルにおいて、C（評価）の実効化に資する技法や仕組み、考え方などの「工

夫」を導入することは極めて重要であり、それによって Check（評価）の実用可

能性が担保される。また、それらは各過程の機能強化にも貢献することになる。 

第５章では、評価の実効化を高める「工夫」について、PDCA の各過程に視点

をあて論じる。 

 

5.2. Check（評価）のための「工夫」 

5.2.1. Plan（計画）との関係性 

5.2.1.1. 戦略的計画策定（Strategic Planning） 

組織マネジメントの改革を志向する評価は、計画に基づく取組の成果を判断

し、取組の改善に資する情報を提供することが目的である。よって計画策定に

おいて留意すべきは、評価を可能とする具体的な目標を定めることにある。具

体的な目標では、数値指標として測定できる「物差し」のもと、評価のための

標準となる目標値を設定しなければならない。設定によって目標値と現状値の
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比較が可能となり、そのギャップの程度から取組の進捗度や内容を再検討すべ

き取組等の抽出が可能となる。但し、具体的な目標の設定においては、目標の

「物差し」が目標を着実に具現化し、実務において測定可能であること、現実

的に達成できるアウトカム志向の目標値であること、さらには組織目標に論理

的に整合性の取れた具体的な目標であること等に留意しなければならない。例

えば、組織目標のハードルが高い場合、組織目標の曲解のもと、整合性が不明

瞭で非現実的な具体的目標が設定されることがある。したがって、具体的な目

標と取組及びそれらと組織目標の連動性を明示した計画によって評価の実効性

は向上する。なお、目標設定にあたっての基本的な留意点をまとめたものとし

ては SMART 基準（Quinn et al 1996）がある。S は Specific（具体的）、 M は

Measurable（測定可能性）、 A は Assignable（担当部門の明確可能性）、 R は

Realistic（現実的）、 T は Time Related（具体的期限）をさす。 

このような文脈において求められる「工夫」が戦略的計画策定（Strategic 

Planning）である。戦略（Strategy）とは、外的な環境変化や組織の能力を基

礎にしながら、組織の目標およびプライオリティづけを確立すること（Allison 

1982, qtd. In 大住 2002）である。また、計画策定の戦略たる主なプロセスと

しては、組織目標の設定、利害関係者等の外部環境や経営資源等の内部要因の

分析、具体的目標や取組の選択・特定、組織体制の改編、権限と責任の明確化

が挙げられる1。これらのプロセスを通じて、地方自治体の総合計画に散見され

るような、抽象的な目標の設定や総花的な取組の実施を排除、具体的な目標や

取組の「選択と集中」が具現化することになる。但し、いずれのプロセスにお

いても次の点に着目して遂行されることが重要である。第一に、組織のミッシ

ョンやビジョンは明確であることを前提に、トップダウン、もしくはミドルト

ップダウンで策定することである。したがって、末端の係→課→部局→経営陣

といったボトムアップ型で積み上げられた計画、いわゆる総花的で財源を軽ん

じた計画が策定されることはない。第二に、ビジョンから具体的な目標までの

因果連鎖関係のみならず目標値や取組を論理的に明示することである。これに

よって評価対象となる取組や評価のためのベンチマークが明確になるとともに、

因果連鎖関係によって、計画におけるベンチマークの妥当性の判断も容易とな

る。また、評価の最中に目標設定がなされるような愚行も事前に回避できる。 

図１は、大学を想定した戦略計画策定時のイメージしたものである。組織の

使命やビジョン、外部環境及び内部要因の分析等を基に、演繹的に具体的な目

標や取組までの網羅している。その他、取組の期限や実施主体、予算等が情報

として付加されることになろう。なお、大学において、ガバナンス体制が大学

の設置主体によって異なり、教学組織は同僚制を前提とした意思決定が行われ

                                                  
1 大住（2002, p76）を参考に、筆者の見解も含め５つに整理した。 
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る。よって、意思決定のプロセスを想定した上で、全学的な計画策定に固執せ

ず、学部・学科等、どの組織レベルで策定するのが現実的か、または、教育、

大学運営など活動の性質ごとに個別に策定すべきか、十分な事前検討及び弾力

的な判断が求められる。 

 

図１ 戦略計画策定時のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（筆者作成） 

 

5.2.1.2. SWOT 分析 

戦略性は、外部環境及び内部要因の分析結果が如何に具体的な目標や取組に

おける「選択と集中」に貢献するかに依存している。図１のように論理的な体

系化がなされていても、その根拠にファクト、エビデンスが存在しない場合、

計画全体そのものの妥当性が問題となり、評価の視点も取組の達成度ではなく

計画全体へとシフトする。本来ならこれは評価の段階以前に、計画策定の段階

でクリアされているべき事項であろう。勿論、計画の妥当性は中期的スパンで

想定されるべきだが、PDCA サイクルの Check は、Plan の目標を所与とし、Do の

有効性、効率性に着目すべきである。よって評価実施前の環境整備となる事前

の現状分析は、取組改善のための評価を担保する意味合いを有している。 

このようにPlanの妥当性や評価の機能性を担保する上で現状分析は十分に実

施されるべきであり、その代表的なものとしてSWOT分析がある。SWOT分析とは、

大学の使命・ビジョン 
「地域・国際社会への貢
献」「真理の探究」 等 

目的１ 

・・・・・・・・・・・・ 

目的２ 

国際性ある人材の輩出 

目標１ 

・・・・・・・・・・・ 

目標2 

中国語の修得強化 

 
具体的な目標１（指標） 
  ・中国語圏提携校の 

単位取得者数：20人 

 
具体的な目標２（指標） 
  ・中国語検定準２級 

合格者数：100
人 

取組１ 

夜間中国語講座の実施

取組２ 

中国語検定試験の実施
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組織における「強み（Strength）、弱み（Weakness）、好機（Opportunity）、脅

威（Threat）を分析することによって、現状のプロジェクトに関連した内外の

要因を分析し把握する」（西芝・Ingle 2007）ことで、組織の戦略性を導出する

「工夫」である。「強み」と「弱み」は他の競合組織との比較を踏まえた、組織

文化や経営資源等の内部要因分析であり、「好機」と「脅威」は、組織ではコン

トロールしえない外部環境要因の分析であり、４つの視点から自らのポジショ

ニングを明示するものである。そして「強み」と「弱み」、「好機」と「脅威」

を、それぞれクロス分析し、組織戦略の要素を導出する。例えば、「強み」と「好

機」をクロスさせた視点では、好機と捉える外部環境にチャンスを見出し、自

らの強みを発揮する戦略、「強みと脅威」では社会的な逆風を自らの強みを持っ

て乗り切る戦略、「弱み」と「好機」では、社会的な好機を活用し、組織内の弱

点を改善する戦略、「弱み」と「脅威」では、外部環境の現状を受け止め、弱点

による失敗を最小限に抑える戦略が検討される。これら４つのカテゴリー別の

基本戦略は、一般的に「成長」戦略、「改善」戦略、「回避」戦略、「撤退」戦略

と呼ばれている2。 

図２は、図１の目標２である「中国語の習得強化」を導出する上での SWOT 分

析結果をイメージしたものである。目標２が、大学設置地域と中国との経済交

流の進展を見据え、大学教員スタッフの特徴を活かし、導出されたことを示し

ている。なお、日本において、米国大学にある Institutional Research Center

のように、大学情報分析を専門とする部門を設置している大学は決して多くな

い。現実の分析作業において、各要因分析の根拠となるデータ、例えば経済交

流や教員構成等を定量的に示すエビデンスを確保することは妥当性を担保する

うえで必要不可欠であり、単なる経験知によるミスリーディングが起きないよ

う、十分留意しなければならないだろう。 

                                                  
2（龍・佐々木 2002, p125）を参照。 
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図２ SWOT 分析のイメージ 

   

 

        外部 

内部       環境 

要因       

    

（好機） 

 

・ 中国経済の発展、当該地域 

と中国との活発な経済交流 

・ 人材の流動化、学術領域の 

多様化 

・ ・・・・・・・・・・ 

（脅威） 

 

・ 少子化 

・ 名門大学の本格的な戦略的 

・ 経営 

・ ・・・・・・・・・・ 

・ ・・・・・・・・・・ 

（強み） 
 

・ 建学以来の社会貢献を 
志向した校風 

・ 充実した国際経済系、
語学系教員 

・ ・・・・・・・ 

（成長戦略） 
 

・ 中国語の修得強化 
・ 国際経済・協力等、専門職

系の強化 
・ ・・・・・・・ 

（改善戦略） 
 

・ 特色に特化した受験者の掘
り起こし 

・ ・・・・・・・・ 

（弱み） 
 

・ 卒業生を中心とした教 
員構成 

・ 一部の研究科定員割れ 
・ ・・・・・・・・ 

（回避戦略） 
 
・ 卒業生以外で実務家・複合

領域教員を採用 
・ ・・・・・・・・・ 

（撤退戦略） 
 

・ 定員割れ研究科の廃止 
・ ・・・・・・・ 

（筆者作成） 

 

5.2.2. Do（執行）の関係性  

PDCA における評価は、計画における目標を所与として、取組の有効性もしく

はそのプロセスの効率性に着目する。したがって評価情報を第一義的に活用す

べきは、計画の最下層に位置する取組を所掌する部門、つまり計画ではなく執

行部門である。本来、戦略的計画策定の要素でもある計画に基づく組織の再編

成が計画に応じてドラスティックに行うことは、特に非営利組織で同僚制を中

心とする大学では決して容易なことではない。よって目標によって部門がスク

ラップ・アンド・ビルドされることは少なく、目標に関連する業務の所掌部門

が担当する。しかし目標によっては、複数の部門に関連するものがある。例え

ば、「教員人事評価の導入による外部資金獲得額の増」が目標といった場合、人

事部門、評価部門、研究部門等、どこがイニシアチブをとっても不自然ではな

いであろう。しかし、互いに受身な取組姿勢に終始したなら、取組執行におけ

る各部門の具体的な責任分担や執行の中身が曖昧なまま時間が経過し、取組そ

のものが執行されない事態に陥る。また、Check としての評価情報がフィードバ

ックされ、その情報を活かす責任部門も特定されず、活用しようとするインセ

ンティブも生まれてこない。したがって、具体的取組の責任所在の明確化は、

計画に沿った取組の実施や評価結果の具体的活用を担保する上で重要な「工夫」

である。なお、これについては、Assignable な問題として計画策定の段階で議

論すべきことでもあるが、取組の具体的な執行や評価結果の活用は執行責任部
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門に大きく依存することから、敢えて Do との関係性において着目した。 

この際、着目すべきは、SLA（Service Level Agreement）のような関係者間

における業務協定による具体的な執行取組の明示である。SLA とは「購入契約に

あたって・・・サービス水準を明確に決定したうえで、購入契約を踏み切る・・・

目的で行われる総合的な評価を基にした契約」（櫻井 2004, p173）である。す

なわち、サービスを提供する前に、サービス利用者への継続的・安定的なサー

ビスを提供するため、サービス利用者とサービス提供者もしくは指定管理者制

度のようなサービス提供業務の委託者とその受託者との間で、サービスの内容、

範囲、水準等にについて事前に同意することをいう。この文脈においては、計

画部門の責任者をサービス提供業務の委託者として位置付け、計画部門と執行

部門の間で具体的執行取り組みに関する合意を交わすことである。例えば福井

県などでは、一部の地方自治体においては、知事と事業部門の長との間で毎年

このような合意が取り交わされている3。これによって、具体的目標に対し、い

つまでに、どの執行部門がどのように取り組むのか組織の内外に明示され、責

任所在の曖昧さはなくなる。そして評価情報も最も適切な部門に提供されるこ

とになる。 

図３は、図１の戦略計画イメージにある「取組１：夜間中国語講座の実施」

にかかる業務協定書をイメージしたものである。戦略計画等においては、記載

されている各目標や取組に対応して、執行部門もしくは執行部門の責任者を明

示する場合も少なくない。しかし、各大学において、各種全学的委員会、教授

会、役員会、理事会の権限さらには事務組織の責任範囲が不明瞭な場合、取組

事項の着実な執行を担保するためにも、取組における具体的な活動内容まで明

らかにし、執行部門の責任領域を可視化すべきであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
3 福井県ホームページ http://info.pref.fukui.jp/seiki/goui2007/ を参照。 
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図３ 業務協定のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

（筆者作成） 

 

 

 

 

5.2.3. 経営システムとしての評価 

5.2.3.1. 目標管理型の評価 

PDCAにおける評価では、まず具体的な目標に対する達成度を評価する。具体

的には、事前に設定された「物差し」たる評価指標に基づいて、目標値と現状

値の差を継続的にモニタリングするもので、一般的にこのような簡便な評価技

法を業績測定（Performance Measurement）という。評価研究の第一人者Weiss

（1998）によれば、「評価（evaluation）」とは、「政策・プログラムの改善のた

めの手段であり、明示的または暗黙の基準と比較し、政策・プログラムの実施

や成果を体系的に査定すること」であり、現場での実用可能性と科学的客観性

の必要性を示唆しているが、特に業績測定は、マネジメントの手段としての評

価結果の実用可能性を重視したものである。客観性を担保する評価に比べ、評

価に費やす時間もコストも現実的で、評価結果が取組の改善に必要なタイミン

グで提供できるからである。 

目標値の達成度が定量的かつ簡潔に明示できる業績測定は、目標との比較だ

けには限らず、時系列的な進捗状況や他の競合組織との比較において達成度を

判断する。勿論簡便が故に達成度が低い要因を具体的に明示するものではない。

したがって測定結果や取組の重要度に鑑み、組織構成員へのインタビューやサ

ービス受益者へのアンケート調査等による客観性の高い評価アプローチが求め

られよう。 

 図４は、図１（具体的な目標２）における目標管理型の評価をイメージした

ものである。他の組織と異なり、教育・研究を主たる活動とする大学において

は、成果の発現には時間を要する取組も多く、その進捗度の遅さを寛容に受け

入れることも想定される。しかしながら、そのような状況においては、取組デ

 

「戦略計画」推進に関する業務協定 

 

  本学戦略計画にかかる取組について、下記のとおり実施することを教育担当理事○○○○と外国

語部長○○○○との間で合意する。  

                                                    年 月 日 

記 

目標１  ・・・・・・・・・・・・・・ 

 

目標２  「中国語の習得強化」 

取組１ 夜間中国語講座の実施 

（１） 外国語学部主宰により前後期いずれも毎週２回の割合で実施する。 

（２） 講座の開催に当たっては、メール等を活用し、十分事前告知する。 

（３） 講義の内容は、担当教員に委ねるが、会話力の向上を想定したものとする。 

（４） 担当教員は、勤務時間等の変更により対応する。 

（５） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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ザインの論理性や妥当性、実行可能性に対して今一度十分な検討が求められる

べきである。 

 

図４ 目標管理型の評価のイメージ 

地域・国際社会への貢献         

国際性ある人材の輩出         

中国語の修得強化         

目標値 ○年度 ○年度 調査に基づく評価結果 具体的 
な目標
１ 

中国語圏提携
校の単位取得
者数 

20 0 0
1)  学生は存在を知らな
い。 

目標値 ○年度 ○年度 評価結果 

使 

命 
目 

的 
目 

標 
具体的 
な目標
２ 

中国語検定準
２級合格者
数 

（累計
値） 

100 10 15

1) 夜間講座等の出席者
数が伸びず、講座の存
在自体が学生間で知
られていない。 

2) 学生の中国語に関す
るが高くない。  

3) ・・・・・・・・・・・・・

（筆者作成） 

 

5.2.3.2. 業務プロセスの評価 

計画における目標設定については成果（アウトカム）志向であることが望ま

しいが、実際には、就職率や語学力向上など、その発現要素が外部環境や個々

の自発性に影響を受ける場合、また発現に時間を要する場合、評価は、取組の

アウトカムのみに固執せず取組の業務プロセス、すなわち取組のアウトプット

やスループットに着眼することで、経営資源の効率化に貢献する。 

取組の効率性に着目した評価として活用される「工夫」が ABC（Activity-Based 

Costing：活動基準原価計算）の考え方である。ABC とは、そもそも「製造業に

おける製造間接費の製品への正確な割り当てを目指す製造原価計算において、

その合理性を追求するため」（南 他 2003）の管理会計手法である。すなわち、

取組内の各活動プロセスを活動単位として分解し、活動時間などにより詳細な

コスト分析を行うもので、組織全体で計上される間接材料費や人件費等を取組

の実態に沿って可視化するものである。分析情報は、取組コストの削減にのみ

ならず、アウトソーシングの判断についても活用される。 

図５は、図１の夜間中国語講座（通年 15 回）において、人件費や間接材料費

の可視化を目的とした、極めて簡便な ABC のイメージである。これによって、

予算書では一見表面化しない印刷や消耗品等の間接材料費や人件費が明らかに

なる。特にここでの活動時間は、他の活動（教育・研究、大学運営）の時間を

結果的に費消することから機会費用としてのコストが計上される。このような

コスト結果に基づき、講師の外部委託や講座そのものの存否が検討されること
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になる。 

経営資源（特に人的資源や物的資源）は、教育・研究から社会貢献、大学運

営まで多様な取組に投入され、非営利組織として認識される大学においても、

人件費の削減は大きな課題の一つである。戦略計画の取組如何に関わらず、学

生への窓口対応などの定型業務における上記コスト分析の導入は、簡便ながら

も、事務組織における有効な人的配置にも貢献すると思われる。 

 

図５ ABC のイメージ 

予算上の経費 

０万円 

活動 

プロセ

ス 

広報

企画

講

義 

準

備 

講

義 

採点・

アンケ

ート 

計 

    ↓ 印刷費 4   4 8 

人件費 5 20 30 5 60 

通信費 2     2 

消耗品

費 
5 20  5 30 

組織内の経常

コスト、勤務時

間の変更等で

吸収 
計 16 40 30 14 100 万円 

 
     

     実際のコスト 

 人件費や間接材料費を可視化 

（筆者作成） 

 

5.2.4. Action（改善のための実施）との関係性 

経営改革としての評価情報の使い道は、中期的な視点に立って計画自体の改

定や計画目標の実現に向けた取組の改善及び効率化への活用が挙げられる。前

者を長期的なマスタープランの改定、後者を短期的なアクションプランの改善

であるが、PDCA という正のスパイラルをイメージする継続的な改善の図式では、

後者における（１）評価情報に基づく取組内容の見直し、（２）見直し後の取組

の実現にかかる経営資源の最適配分を行うことが主たる使い道であり、Action

といえるであろう。 

ここで留意すべきは、評価情報は問題点を提示するが、Action のための「解」

を情報工学的に導出することはない。Action は、評価情報のみならず内外の環

境要因等を考慮した、意思決定者のバイアスの下決定される。評価の実効性は、

評価情報の Action へのインパクトの度合いに左右する。したがって、その度合

いを高めるためには、「解」への展開プロセスにおいて「工夫」を講じることが
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重要である。 

 

5.2.4.1. ロジック・モデリング（Logic Modeling） 

第一に、取組内容の見直し機能を強化する「工夫」である。具体的には、評価

情報が指摘する問題点を精査の上改善された取組が如何に成果を挙げることが

できるか、論理的に仕立てる事前プロセスを担保することである。そのための

技法がロジック・モデリング（Logic Modeling）である。ロジック・モデリン

グは見直しによる新たに取組案からその成果までの連鎖を図表化することを指

し、その図表はロジック・モデルと呼ばれている。ロジック・モデルとは、そ

れぞれの取組における想定される成果や一連の連鎖を図表化したもの（Love 

1991）で、基本的には、立案された取組にかかる資源、活動、結果、成果、影

響が論理的に説明されている。つまり、これらの要素は、「もし・・・ならば

こうなる」（if then）という推論を基に、時系列的に結び付ついているのであ

る（(財)農林水産奨励会農林水産政策情報センター2003）。ロジック・モデル

と評価情報を照合することによって、評価情報を活かした取組案の見直しがな

されているか否かは容易に判断され、両者の間で整合性が取れない場合、見直

された取組案の更なる検討を提示することができる。また同時に取組案自体の

論理的な説明力やその実施の物理的可能性の強さを検証することも可能となる。

いわゆる意思決定行為と評価行為の同一化（西出 2005）によるActionの強化で

ある。 

 

5.2.4.2. （PB）2（Performance Based Program Budgeting） 

 第二に、経営資源の最適配分に資するための「工夫」である。経営資源とは、

一般的に人、モノ、金、情報であるが、資金によって新たな人的及び物的資源

の確保は可能となることから、財源配分のあり方が見直された取組案の実施に

大きな影響を与える。したがって評価情報の実用性を高めるためには、財源配

分プロセスでの評価情報の有効活用が求められる。そのための工夫として挙げ

られるのが（PB）2（Performance Based Program Budgeting）である。（PB）2

とは、戦略計画上の分析結果や取組の業績評価を反映させた予算編成の考え方、

スタイルであり、「パフォーマンス（成果）を評価し、それに基づき予算をつけ

ていく」（上山 2002, p61）ものである。具体的には次のような特徴を持つ。第

一に、取組案の必要経費を積み上げ方式で予算編成するのではなく、具体的目

標を達成する必要経費の予算編成を志向している点である。細かなLine-itemに

応じた予算の積み上げプロセスでは、財務会計上の視点から脱却できず、取組

に着眼した評価情報を政策上の視点から活用することは容易なことではない。

結果的には、評価情報が有効活用されずに予算が編成される傾向がある。した
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がって常に目標や取組業績を念頭に置いたトップダウン的な予算編成を志向す

ることで評価情報の実用性を高めることができる。第二に、セクション別では

なく、取組ベースで予算が計上されるため、予算責任者と取組責任者が同一と

なり、権限と責任の一元化が図られる。目標達成を志向した予算の執行が期待

されよう。 

図６は、図１にある目標「中国語の修得強化」関するロジック・モデリング

と（PB）2の結果を予算報告書形式で表したものである。大学においては、経常

的な経費については積み上げもしくは前年度実績方式で、政策的な経費につい

ては学長等の裁量経費もしく計画等の重点化経費などの学内競争的資金方式で

予算編成が行われる場合が多い。既存の枠組等においては、政策的な競争的資

金の採択プロセスでロジック・モデリングを、さらには採択されたプロジェク

トが複数年にわたる場合には（PB）2を志向した予算編成を行うことが第一歩で

ある。 
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図６ ロジック・モデリングと（PB）2に基づく予算報告書イメージ 

 
 評価情報         

 

1) 夜間講座等の出席者数が伸びず、講座の存
在自体が学生間で知られていない。 
2) 学生の中国語に関するが高くない。  
3) ・・・・・・・・・・・・・  

        

           

 新たな取組案骨子：単位取得というインセンティブを与え取組を強化し、その補完的な活動として講座を昼間
に実施。 

 (ロジック・モデル)          

  活 動  
アウトプ
ット 

 
中間アウトカ
ム 

   

  中国交流イベントの開催 →     
    →    
  中国経済シンポジウムの開催 →

学生の参
加 

1000 人  

中国への 
関心喚起 

   
                                       

   活 動  
アウトプ
ット 

 
中間アウトカ
ム  

 
アウトカ

ム 
 

 
  

中国語講座（昼間）参加への呼びか
け 
講座の実施 

→ 100 人登録 →   

        

   現地留学単位互換制度への呼びかけ
現地留学（一部補助） 

→ 20 人参加 → →  

        

  
提携校によるＩＴ授業の開始の呼び
かけ 
ＩＴ授業開始 

→ 20 人登録 →

中国語、中国
情勢等を学習 

 

 中国語
圏提携校
の単位取
得者数 20、
 中国語
定準２級
合格者数
100 
を達成  

 
 

地域・国際社会への貢献         

国際性ある人材の輩出         

中国語の修得強化         

目標値
○年
度 

○年
度 

予算額（千円） 
具体的 

な目標

１ 

中国語圏提携校の

単位取得者数 
20 0 0

目標値
○年
度 

○年
度 

使

 

命 

目

 

的 

目

 

標 具体的 

な目標

２ 

中国語検定準２級

合格者数 

（累計値） 100 10 15

5,000

 
 
 
（筆者作成） 
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5.3 まとめ 

 以上、SWOT 分析や ABC、ロジック・モデリング等を、PDCA サイクルの強化、

ひいては評価の実効性を高める工夫として、大学マネジメントにおける実用性

をイメージしながら論じてきた。勿論これらの工夫は決して新しいものではな

く、1990 年代の地方自治体及び中央政府における行財政改革の推進ツールとし

て脚光を浴びたものである。大学マネジメントという領域においても然りであ

る。しかしながら、個々の工夫が現場にマッチングしても、PDCA サイクルとし

ての機能強化、評価の実効化のための工夫として体系的にモデル化され、汎用

されるまでには至っていない。大学を含めそれぞれの組織は、独自のルール、

行動規範、文化を有する以上、一般化そのものに過度に執着することはないが、

大学に適応可能な評価もしくはマネジメント・システムを実用重視の視点に立

って言及することは重要である。 

第６章では、1990 年代後半から行政及び非営利組織等において注目されてい

る BSC（Balanced Score Card）について概観する。BSC は、日本においても既

に一部の大学で導入が開始されているが、第５章において論じた各工夫を統合

したトータルなマネジメント・システムとして位置付けられよう。 
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第６章 

評価手法の概説 

山崎その （京都外国語大学 学長事務室） 

 

 

 第６章では、第５章で説明された経営学的な視点を取り入れた評価に関連す

る手法の具体例を紹介する。 

 

6.1. バランスト・スコアカード 

はじめに経営戦略を遂行するためのマネジメント・システムとして、民間企

業及び行政、病院等の非営利組織でも普及しつつあるバランスト・スコアカ

ード（Balanced Scorecard、以下、「ＢＳＣ」とする1）について概説する。 

 

6.1.1. ＢＳＣとは何か 

 

（１） ＢＳＣ誕生の背景 

ＢＳＣは、キャプラン（Robert S. Kaplan）とノートン（David P. Norton）

が 1992 年に提唱した経営管理システムで、当初は多面的業績評価を行うため

のものであった。ＢＳＣが考案された背景には、1970 年代から 80 年代にかけ

てアメリカの経済が工業化時代から情報化時代へと移行する中で、グローバル

化の進展や知識社会化といった経営環境の変化に対応する新しいコンセプト

のマネジメントシステムに対するニーズがあった。キャプランは、従来の財務

指標を偏重した管理会計システムの限界や株主重視の経営に対する問題を指

摘し（Johnson & Kaplan 1987）、その後、ノートンと共に非財務指標をバラン

スよく取り入れた多面的な業績評価を可能にするシステムとしてＢＳＣを提

案したのである。 

キャプランとノートンは、財務指標は前年度に起きた事象を報告するだけで、

長期的な投資がもたらす次年度の業績向上を示さない。また情報化時代におい

ては無形資産が重要であるにもかかわらず、無形資産は財務諸表に表示されな

い。したがって、財務指標のみによる業績評価には限界があるとしている

（Kaplan & Norton 1996）2。 

                                                  
1 Balanced Scorecard の邦訳は「バランス・スコアカード」「バランスド・スコアカード」

「バランスト・スコアカード」と様々であるため、本稿では引用部分を除いて「ＢＳＣ」

と標記することとする。 
2 Ittner & Larcker(1998, ｐ27)は、財務指標の問題点として次のものを挙げている。①
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また、無形資産の重要性については、３番目の著書『戦略マップ』（Strategy 

Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes 2004）で重点

的に取り上げ、ＢＳＣは「人的資産」「情報資産」「組織資産」の３つの無形資

産を企業価値に変えるための新たなフレームワークであるとしている。 

 

（２） 進化する概念 

ＢＳＣには明確な定義が存在しないといわれている。その理由はイノベーシ

ョン・アクション・リサーチ3によって、その理論や概念を進化させているため

である。図 1 のとおり、開発当初は財務と非財務の指標を組み合わせた「多面

的業績評価システム」（第１世代）であった。次に、戦略的に重要な指標をビジ

ョン・戦略と連携させて積極的に管理し、ＰＤＣＡサイクルを確実に実行する

ための「戦略的マネジメントシステム」（第２世代）へと進化した。さらに戦略

マップの位置づけが明確にされることによって、戦略の実行だけではなく戦略

策定まで含むトータルな経営管理システムとなり、現在は「組織を戦略志向に

変えるマネジメントシステム」（第３世代）といわれている4。 

キャプランとノートンは、「戦略志向の組織体（Strategic Focused 

Organization）」とは組織の目的を明らかにして、組織の持つすべての資源を戦

略に向けて有効に絞り込んでいる組織のことで、ＢＳＣを使って成功した企業

に共通する「５つの原則」を示している（Kaplan & Norton 2001, pp24-37）。 

原則１：戦略を現場の言葉に置き換える。 

原則２：組織全体を戦略にむけて方向づける。 

原則３：戦略を全社員の日々の業務に落とし込む。 

原則４：戦略を継続的なプロセスにする。 

原則５：エグゼクティブのリーダーシップを通じて変革を促す。 

 

 

 

                                                                                                                                                  
将来志向ではなく過去志向である、②将来の業績を説明するための予測能力に欠けてい

る、③短期的な行動を促進する、④問題に大して根本的な原因を指摘したり、解決に要

する情報を提供したりしないので、管理のツールに向かない、⑤重要なビジネスの変化

を早期に把握できない、⑥統合・集約されすぎているため管理行動の指針にならない、

⑦企業内において職能横断的なプロセスではなく職能を反映する、⑧知的資本のような

無形資産を定量化するには不向きである。 
3 イノベーション・アクション・リサーチとは、現状を最適とせず、①革新的な実務を観

察・記述する段階、②革新について考え話す段階、③論文や本を執筆する段階、④他の

組織へコンセプトの導入を図る段階、の４つの段階からなるサイクルによって、革新的

な理論構築を目指す研究方法論としている（Kaplan 1998，p90・pp97-103）。 
4 ＢＳＣの進化については飯塚（1998）、長谷川（2001）が詳しい。 
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図１ ＢＳＣの変遷 

出所：森沢他（2005）、吉川（2006）を参照して筆者作成 

 

ただし、一般的に世代と称した場合には古いものから新しいものに入れ代る

こと（世代交代）を意味するが、ＢＳＣの場合は３つの世代すべてが現在も活

用されている（松原 2000）。つまり、ＢＳＣは新たな機能5を付加することによ

って次の世代へと進化しつつ、同時に多種多様なタイプが並存する多機能シス

テムといえる。 

 

（３） ＢＳＣの構造 

ＢＳＣの基本的なフレームワークは、ビジョンと戦略を「財務」「顧客」「内

部プロセス」「学習と成長」の４つの視点でバランスよく展開し、経営戦略を指

標に落とし込むことによって戦略と現場の活動を結びつけるというものである。

４つの視点のコンセプトは、次のとおりである（森沢他 2005，p2）。 

①財務の視点（financial perspective） 

財務的に成功するために株主に対してどのように行動すべきか。 

②顧客の視点（customer perspective） 

戦略を達成するために、顧客に対してどのように行動すべきか。 

③内部プロセスの視点 （internal business process perspective） 

株主と顧客が満足させるために、どのようなビジネスプロセスに秀でるべ

きか。 

④学習と成長の視点 （learning and growth perspective） 

戦略を達成するために、われわれはどのようにして変化と改善のできる能

                                                  
5 森沢他（2005）によれば、各世代の構成要素は次のとおりである。第１世代は業績評価

制度、戦略のブレークダウン、４視点間の因果関係仮説、戦略目標・結果指標・先行指

標・重要業績評価指標、業績連動型報酬、第２世代は第１世代の要素に加えて、オペレ

ーション上の課題解決、期末の組織学習、次期計画へのフィードバック、組織ナレッジ

の蓄積、大きなＰＤＳサイクル、第３世代は第１、２世代の要素に組織変革のステップ、

組織フォーカス、戦略マッピング、汎用的な戦略スタンス、戦略コミュニケーション、

予算との一体化が加わる。 

第１世代（1992 年～）
多面的業績評価 

システム 

第２世代（1996 年～） 
戦略的マネジメント 

システム 

第３世代（2001 年～） 
組織を戦略志向に変える
マネジメントシステム 
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力を維持するか。 

４つの視点を置くことによって、財務と非財務、外部と内部、長期と短期、

要因と結果、利害関係者間のバランスをとることができる。４つの視点には戦

略目標と指標が設定されるが、これらはそれぞれ独立して存在するのではなく、

各視点・目標・指標間は因果関係6で結ばれている。 

キャプランとノートンは、戦略実行の成功には「戦略の記述」「戦略の測定」

「戦略の管理」の３つの要素が必要であるとしている。この３要素の考え方は

「記述できないものは測定できない」「測定できないものは管理できない」

（Kaplan & Norton 2004, p17）という関係にある。戦略を記述、測定、管理す

るフレームワークが戦略マップとスコアカード7である。戦略マップは、縦の因

果関係、スコアカードは横の因果関係を示す（図２）。 

 

図２ ＢＳＣの因果関係 

出所：Kaplan & Norton（1996）、吉川（2003）、森沢他（2005）を参照して筆者作成 

 

6.2. ＢＳＣの構築手順とＰＤＣＡサイクル 

ＢＳＣの導入効果は先述の「５つの原則」で示されている。例えば、はじめ

からミッションやビジョンが明確になっている組織は少ないが、戦略マップを

作成する過程であやふやなもの、バラバラなものをつなぎ合わせ組み立ててい

くことによって、ミッションやビジョンを明確にすることができる。また、Ｂ

ＳＣは「問い、議論、ディベート、対話を引き起こす対話型システム」である

                                                  
6 邦訳の文献には「因果連鎖」としているものも多い。本稿では「因果関係」と「因果連

鎖」は同義とし、「因果関係」を用いる。 
7 開発当初はスコアカードのみであったため、これを「Balanced Scorecard」と称されて

いた。本稿では混乱を避けるため、戦略マップとスコアカードを合わせたシステム全体

を「ＢＳＣ」、業績管理表を「スコアカード」とする。戦略マップは 2001 年の『戦略バ

ランスト・スコアカード』(The Strategy-Focused Organization)で「戦略マップ」と

して整理されている。 

（視点）
「ミッション」
「ビジョン」

戦略目標 結果指標 先行指標 目標値
アクション
プラン

財務

顧客

内部プ
ロセス

学習と
成長

戦略目標１

戦略目標２ ・・・3 縦
の
因
果
関
係

横の因果関係

戦略マップ スコアカード
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（Kaplan & Norton 2001, p440）。トップから各階層のスタッフまでが議論し合

うことによって、組織構成員一人ひとりまで戦略を浸透させ、同時に部門や個

人間の整合性を図り、全体のベクトルを合わせることができる。 

これらの効果は、単にＢＳＣを作成し導入すれば得られるというものではな

く、構成要素の一つひとつを適切に設定し、実行することが必要である。そこ

で、次にＢＳＣの構築手順と各過程における留意事項を示した。 

  

（１） ＢＳＣの構築手順 

① ビジョン、戦略の策定 

組織のミッションを明確にし、そのミッションに基づいてビジョンの策定を

行う。ミッションは組織が果たすべき使命や組織の存在意義である。ビジョン

は将来の具体的な姿を示すもので、通常３年から５年後を目標とする。ミッシ

ョンとビジョンの間にバリューが示される場合もある。バリューは組織が従う

べき原理原則である（Niven 2003）。 

しかし、本来、ＢＳＣは業績評価システムであり、戦略そのものを策定する

ためのツールではない（清水 2004, pp26-27）。そこで、まず外部の環境分析と

内部の経営資源分析を行い、さらにＳＷＯＴ分析によって組織の強み、弱み、

機会、脅威を明確にした上でビジョンを設定し、戦略を策定する。戦略とは「組

織がその運営環境を認識し、そのミッションを追及しようとするなかで採択す

る、大づかみな優先事項を表したもの」である（Niven 2003, p199）。 

 

② 視点の設定 

ＳＷＯＴ分析等で明らかになった戦略をとおしてビジョンを実現するために

視点を設定する。キャプランとノートンが示した「財務」「「顧客」内部プロセ

ス」「学習と成長」の４つの視点は基本的なもので、どのような組織であっても、

戦略を記述するのに必要な要素のほとんどを取り込むことができる。しかし、

これら４つの視点に限定する必要はない。むしろ、組織の特性や目的に最も適

する視点を設定すべきである（吉川 2003, 2006）。 

③ 戦略マップの作成と戦略目標 

キャプランとノートンは、「戦略は原因と結果に関する一種の仮説である」と

している（Kaplan & Norton 1996, p195）。その仮説を一枚の絵に描いたのが戦

略マップであり、「戦略マップは戦略策定と戦略実行の欠けている連鎖をつな

ぐ」ものと位置づけられている（Kaplan & Nortn 2004, p33）。 

戦略マップには４つの視点それぞれの戦略目標を示す。図３のとおり、戦略

目標は実際に計画を実行するすべての活動の中心となる。戦略目標は組織の構

成員全員が共有できる具体的なもので、一般的に戦略目標の数は少ないほどよ
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いとされている（Niven 2003, p275）。数が多いと目標の意図が散漫になり、管

理できなくなるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 戦略目標の位置づけ 

出所：http://www.stcloudstate.edu/oie/planning/process/step2.asp を参照して筆者作成 

 

戦略の全体像を把握するには、視点や目標間に整合性があり、位置づけが明

確でなければならない。つまり、ビジョンと戦略を実現するための目的と手段

という因果関係が成立していなければならない。これを確認するには、戦略マ

ップの下から上に向かって「Why」と質問し、「Because」と答える方法や、上か

ら下に向かって「How to do」と質問して、その手段を明確に答えられるように

する方法がある（吉川 2006）。 

図４はＵＣＳＦのＣＬＳ（Campus Life Service）部門の戦略マップである。

マップの最上部には大学のミッション、上位部門であるＦＡＳ（Financial and 

Administrative Service ）のビジョン、ＣＬＳのビジョンを掲げている。この

ビジョンは「顧客と利害関係者の満足度を高める」「成長と刷新のための資源開

発」という２つの戦略テーマを通して実現するというシナリオが戦略マップに

描かれている。また、ＦＡＳと共同の目標、ＣＬＳ独自の目標、ＣＬＳが優先

する目標が一目で理解できるように工夫されている。 

戦略のプライオリティ：

何を達成しようとしているのか?

目標の責任者：

誰に責任

( responsibility ・
accountability )
があるのか？

業績評価：

どうやって業務を

遂行するか？戦略目標

戦略のイニシアチブ：

どのような戦略プロジェクト

を実行するのか? 

活動方法：

具体的なステップは？

予 算



                  評価手法の概説                    103 

 

 

Campus Life Services Strategy Map 2006-2007 

 大学のミッション：教育、研究、患者の治療及び社会貢献において比類なき卓越性の追求、維持向上に努める。

ＦＡＳ（財務と行政サービス）のビジョン：優れたサービスを提供するハイパフォーミング集団となることを目指し、ＵＣＳＦが発見・
活動、そして学習のための最適な機関となるための一翼を担うよう努力する。

ＣＬＳのビジョン：キャンパスライフを支え充実させるためのプログラムやサービスを提供する重要な担い手かつパートナーとなる。

顧
客
の
視
点

C.A.R.Eを通して顧客と利害関
係者の満足度を高める

質の高い
サービス

金額に見
合う価値

便利な
サービス

成長と刷新のための資源開発

収入の増加 費用対効果を高める

連携機能の強化

UCSFに価値を
もたらす戦略的
提携の展開

利害関係者
のニーズと
期待を理解

CLSサービス価値の最大化

製品、プログラム
及びサービスを顧
客ニーズと期待に
合致させる

サービスとキャンパ
スライフへの貢献
に努力する

顧客基盤を

拡大する

利害関係者のニー
ズと期待を理解

資源運用管理の強化

運用有効性の改善

資源運用管理
報告ツールの
機能向上

リスク管理
の最適化

コア事業の強化

情報技術の集約を実現する

協力的なオフィス環境でスタッフ
のモチベーションを向上させる。

リーダーシップと管

理運営能力の強化

スタッフ能力
の強化

CLSサービスがもたらす文
化とコミュニティを拡大し、す
べてのスタッフを包含する。

財
務
の
視
点

内
部
プ
ロ
セ
ス
の
視
点

学
習
と
成
長

の
視
点

 

 

図４ カリフォルニア大学サンフランシスコ校ＣＬＳの戦略マップ 

出所：http://www.cas.ucsf.edu/balancedscorecard/pdfs/CLSStrategyMap2K6V5.0.pdfより筆者 

作成 

 

 

④ 重要成功要因の洗い出し 

次にＢＳＣでは、各視点で設定された戦略目標を確実に達成するための「重

要成功要因」を洗い出す。そのためには、戦略目標を達成するパフォーマンス・

ドライバーをできるだけ多く洗い出すことが必要で、その中から最も重要と思

われるものを重要成功要因とする。ただし、この作業は「①ビジョン、戦略の

策定」のＳＷＯＴ分析のプロセスでも行われるため省略されることもある。 

⑤ 業績評価指標の設定 

業績評価指標には結果指標と先行指標がある。結果指標は目標を達成したか

どうかを測るために必要であるが、過去の業績を表すものであるため現在の活

動や先の見込みを明らかにすることができない。そこで、結果指標を誘導・改

善するために行われる活動を測定する先行指標を設定する。また、学習と成長

の視点では成果のみを評価するのではなく、そこに至る努力やプロセスも評価

※ ：ＦＡＳと共同の目標 ：ＣＬＳ独自の目標 ：ＣＬＳの優先事項
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できる指標を設定し、結果主義に陥らない工夫をすることも必要である。 

業績を測定・評価する方法は易しく単純なものとし、データの収集・分析・

活用方法を明確にする。ニーベンは、指標の選択には戦略とのリンク、理解し

やすさ、因果連鎖におけるリンク、更新頻度、アクセス性、「平均」の使用、「日

付」関連、数量中心など、数多くの基準を考慮すべきとしている（Niven 2003, 

p342）。 

⑥ ターゲット（数値目標）の設定 

業績評価指標をどの程度まで達成するのかという目標値を設定する。ターゲ

ットには長期的なものと短期のものがある。経営計画との整合性や、年度予算

とのリンクを考慮して設定しなければならないが、簡単に達成できるような低

めの数値ではなく挑戦的なものとする。同時に、目標を達成することに対する

インセンティブとなるような仕組みも必要である8。 

⑦ アクションプランの作成 

戦略目標やターゲットを達成する具体的なアクションプラン（実行計画）を

設定する。吉川（2006, p182）は、業績評価指標、ターゲット、アクションプ

ランの設定はそれぞれ単独で行うのではなく、同時並行的に進行される傾向が

あるとしている。アクションプランは、ターゲットを確実に達成するために年

次・月次、さらに週次単位へと落とし込んでいく。また、アクションプランの

作成は既存の経営管理プロジェクト9や中期計画・年度計画とリンクさせること

が重要である。これらが上手くリンクしていないと、業務が増えて現場の負担

が大きくなる。 

 

（２） ＢＳＣのＰＤＣＡサイクル 

上記の①から⑦の手順で構築したアクションプランを実行し、アクションは

継続してモニタリングする。その結果の分析を基にした是正行動によって戦略

を見直し、確実にビジョンを実現するというのがＢＳＣのＰＤＣＡサイクルで

ある（図５）。 

 

 

 

 

 

                                                  
8 吉川（2006, p182）は、「やったらやっただけのことがある」という「納得感のある仕組

み」と表現していている。 
9 例えば、ＪＱＡ（日本経営品質賞）、ＩＳＯ9000、14000、ＴＱＭ、目標管理、生産管理、

原価プロジェクト、ＣＲＭ、ＳＣＭ、６σ等。 
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図５ ＢＳＣのＰＤＣＡサイクル 筆者作成 

 

 通常のＰＤＣＡサイクルは、Do が Plan どおりできているのかどうかを Check

するというフィードバック機能がある。そこでは Plan が評価の基準となり、一

度立てられた計画は結果が出るまで原則的には変更されない。しかし、変化の

スピードが速い経営環境においては、ビジョンや戦略を絶えず見直していくこ

とが重要となる。 

ＢＳＣの場合は、アウトプットを事後的に測定する結果指標や財務的指標を

用いてコントロールするフィードバック機能に加えて、ダブルループフィード

バックの機能がある。これは、戦略を立案した際に設けた基本的な前提が有効

であるのかどうか、そして立案した戦略が実行可能かどうかを継続的に検証し、

仮説の組み立てが誤っていることが明らかになった場合にはビジョンや戦略マ

ップを見直すというものである。さらにＢＳＣの場合は、プロセスを測定する

先行指標や非財務的なパフォ－マンス・ドライバーを用いて、アウトプットが

産出される前にコントロールするフィードフォワード機能もある（吉川 2003，

長谷川 2001）。 

 

6.3. ＢＳＣ導入の問題点 

第一に、ＢＳＣに対する理解についての問題を挙げることができる。ＢＳＣ

のフレームワークは多面的な要素を持ち柔軟性に富んでいるため、様々な組織

に適用できる。反面、どのような組織でも一様に適用できる定型的なものでは

ない。組織が置かれている環境、組織の特性、導入目的、策定された戦略によ

って形や内容が異なり、100 の組織があれば 100 通りのＢＳＣが存在すること
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になる。このようなアドホックな性質がＢＳＣの理解を難しくしている。 

第二に、キャプランとノートン自身（Kaplan & Norton 1996, p348）が「バ

ランス・スコアカードの開発・導入は思ったほど簡単ではない」とコメントし

ているように、実際に導入しようとすると様々な問題点があり、ＢＳＣを導入

したすべての組織が期待どおりの成果を得ているわけではない。例えば、オリ

ジナルなＢＳＣを構築するための指標の選択、目標や指標間の因果関係の検証、

ターゲットの設定などの作業は、キャプランとノートンが示す10以上に困難で、

多大な時間と労力を必要とすることがある。また、財務の視点以外の視点では

業績評価指標に関する情報の多くは既存の管理システムでは入手しにくい

（Olve et.al 1999, p250）。したがって、データを収集するために新たな情報

システムの構築が必要となり、ＢＳＣ導入によって得られる便益や効用よりも

導入に伴う追加費用が上回る可能性もある。 

第三に、ＢＳＣの方法や理論についても様々な批判や疑問が示されている。

まずＢＳＣの大きな特徴である因果関係については、代表的なものに

Nørreklit による批判がある。Nørreklit （2000）は、科学的因果関係とは①

時間的に事象Ｘが事象Ｙに先行する、②事象Ｘが観察されれば、必然的あるい

は高い確率で事象Ｙが、引き続き観察される、③２つの事象は互いに時間的に

も空間的にも近い点で観察される、④事象Ｘと事象Ｙは論理的に独立している
11ことであり、したがってＢＳＣの因果関係は科学的因果関係であるとはいえ

ないとしている。この批判に対しては、Luft & Shields（2003）や Malina & Selto

（2001）は、社会科学においては因果関係をより広義にとらえるべきであると

述べている。伊藤（2001）は「因果関係」あるいは「因果連鎖」という言葉は、

「仮説」という言葉よりはずっと組織体にインパクトを与えることができ、組

織成員に対して説得力を持つ。因果連鎖の問題を解消するツールとして戦略マ

ップがあるとしている。小林（2000）は因果関係をＢＳＣに見出すことは困難

としているが、因果関係は組織の構成員に整合的な行動をとらせるためのツー

ル、また構成員間のインタラクティブコントロールツールで用られるとしてい

る。このように先行研究では科学的な因果関係の存在に対しては否定的である

が、コントロールツールやコミュニケーションツールとしての必要性を認めて

いるものが多い。 

また、ＢＳＣで提案されていることは、すでに経営学や経営戦略論、マーケ

                                                  
10 キャプランとノートン（Kaplan & Norton 1996, p376）は、「典型的なバランス・スコ

アカードの開発・導入は 16 週間かかる」としている。 
11 これはヒュームが示す因果関係の構成要素である。ヒュームは①近接(contiguity)、②

原因の時間的先行（temporal priority）、③原因と結果との恒常的連接(constant 

conjunction)の３つの条件が、ある関係が原因結果の関係であると判定されるための最

初の３つとしている（神野 1998, p162）。 
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ティング論などの分野で研究されてきたことなので、新しい理論ではないとす

る意見もある（伊藤・小林 2001, p15）。運用面では、方針管理や目標管理と

いった従来からの経営管理手法とＢＳＣはどこが違うのかという指摘もある。

これについて松原（2000）は、確かにＢＳＣとＴＱＣ（ＴＱＭ）における方針

管理の経営プロセスは似ているとしている。その理由は、図６のように 1980

年代後半から海外に紹介されたＴＱＣ（ＴＱＭ）の概念が、さらに整理された

結果としてＢＳＣとなった可能性が大きいとしている。しかし、方針管理は記

述が定性的であることに対してＢＳＣは定量的であること、方針管理があくま

でも顧客志向であるのに対して、ＢＳＣは株主、投資家、顧客、サプライヤー・

パートナー、従業員といった全てのステークホルダーを対象にする点が異なる

としている。伊藤・小林（2001, p178）は、方針管理はどちらかというと業務

プロセスを重視するのに対して、ＢＳＣはプロセスについては現場のオートノ

ミーに委ね、細部まで事前に設定しないとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ ＢＳＣと他の経営管理手法・経営品質賞との関係 

出所：松原（2000, p95）を参照して筆者作成 

 

目標管理とＢＳＣとの違いについては、ＢＳＣにはすべての目標がミッショ

ン・ビジョンにつながり、４つの視点や目標間には因果関係があるが、目標管

理には視点間の因果関係がない（長谷川・清水 2001）。また、目標管理は目標

自体の設定根拠があいまいなことが多く、部門（個人）ごとの目標の関連性が

検討されていないことが多いといった指摘もある（佐藤 2005, pp42-43）。 

 経営品質賞との関係については、図６のようにＢＳＣはＭＢ賞（The Malcolm 

Baldrige National Quality Award）の影響を受けているため両者は親和性が高

いと言われている。伊藤・小林（2001, pp103-112）は、ＭＢ賞、ＥＱ賞（European 

Quality Award）、日本経営品質賞といったエクセレンスモデルとＢＳＣを統合

することによって、経営品質の向上とビジネスの目標達成を一つにすることが

ＳＱＣ ＴＱＣ ＴＱＭ

シュハート
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できるとしている。 

こういった運用面における疑問や問題点は、ＢＳＣを導入している組織の観

察など実務面の研究が進むことによって解決されるものが多いと思われる。 

 

6.4. 非営利組織のＢＳＣ 

キャプランとノートン（Kaplan & Norton 1996, p204）が「戦略志向の組織

体を創造する基本的な原則は、すべてのセクターに適用できる」としているよ

うに、アメリカでは 1996 年以降の数年間で政府や非営利組織において広く受け

入れられるようになり、中央省庁や自治体、病院、大学等で活用されている。

日本でも池田市や千代田区といった自治体、病院等の医療部門での導入事例が

ある12。 

非営利組織におけるＢＳＣの特徴は顧客を重視することである。図７に示す

ように、営利追求を第一義とする企業では財務の視点が最上位にある「①財務

優先型」のフレームが一般的に用いられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 戦略マップの基本フレーム 

出所：Kaplan & Norton（2001）、奥居（2005）を参照して筆者作成 

 

しかし、非営利組織では、顧客の視点が最上位に置かれることが多い。具体

的には、財務の視点と顧客の視点が最上位で並列する「②財務・顧客並列型」、

財務の視点を所与のものとし、最下位に置く「③顧客優先型Ａ」や、財務の視

点が縦の因果関係に入らない「④顧客優先型Ｂ」などがある。キャプランとノ

ートン（Kaplan & Norton 2001, p205）は、「顧客を戦略マップの頂点に持ち上

げるのは、顧客への効果的なサービスの提供が究極的には多くの政府と非営利

                                                  
12 池田市（谷 2004）、千代田区・福井県済生会病院（森沢他 2005）、三重県立病院（荒井 

2005）などが紹介されている。 
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組織の存在意義を説明するためである」としている。 

 これを、大学全体に共通する経営課題に当てはめてみると、図８のような流

れを示すことができるのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 大学の戦略マップ 

出所：Kaplan & Norton（2001, p176）の図を参照して筆者作成 

 

6.5. 大学経営におけるＢＳＣ 

大学評価の先進国といわれているアメリカやイギリスでは、ＢＳＣが大学で

導入されている事例も多く13、文献での紹介や14、ホームページで戦略マップや

スコアカードを公開している大学もある。例えば先進的な事例として、カリフ

ォルニア大学サンディエゴ校がＢＳＣを導入したのは 1993 年で15、1994 年には

27 ヵ所のサービス事務にＢＳＣを導入し、素晴らしい成果を収めている

（Kaplan & Norton 2001, p41）。イギリスではエディンバラ大学やリーズ大学

がアカウンタビリティの観点からＢＳＣを活用している。エディンバラ大学で

は５年ごとの戦略計画を示し、ミッションと戦略目標の達成と国民や政府への

アカウンタビリティを果たすためのツールとしている。また、イギリスの比較

的大規模な研究型大学 19 校で構成するラッセル・グループ内で、共通の指標を

用いてベンチマークとしても活用している16。リーズ大学では「2015 年までに、

世界の大学トップ 50 の座を確立させる」というビジョンの下に、バリュー、ス

                                                  
13 ＢＳＣのフレームワークを応用したアカデミック・スコアカード（Academic Scorecard）

が複数の大学で導入されている（O’Neill,Harold et.al.1999)。 
14 カリフォルニア大学バークレー校・サンフランシスコ校（清水 2004）、 
15 2003 年には、大学として初めてＢＳＣの殿堂入りをしている。

http://blink.ucsd.edu/Blink/External/Topics/Sponsor/0,1362,3932,00.html?deliv

ery=&coming_from=より。 
16 エディンバラ大学 http://www.planning.ed.ac.uk/Strategic_Planning/BalancedScorecard.htm

より。 

大学のミッション・ビジョン

資金提供者に対する
説明責任

ビジョンを達成するた
めに顧客にすべきこと

顧客の視点と財務の視点で成功するために
必要な業務プロセス

ビジョンを実現するために、教職員はどのように学習し、
コミュニケートし、共同作業すべきか
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テークホルダーとパートナー、重要なテーマ、戦略目標を示した戦略マップを

公開している17。 

日本の大学におけるＢＳＣの導入事例もいくつか紹介されているが、まだそ

の数は少ない18。しかし、大学経営にＢＳＣを導入する意義として次のような

ことが考えられる。 

第一に、大学の戦略的経営については、第４章で指摘されているように、そ

の実行以前に戦略そのものが存在しないという問題がある。これまで経営意識

や戦略的思考が希薄であった大学においては、そういった意識や思考を強化す

る、いわゆる意識改革のためにＢＳＣを活用するということが考えられる。 

 第二に、現在の大学は「教育研究の質の向上」と「経営の質の向上」という

２つのミッションの遂行が求められている。しかし、教育研究と経営の質の向

上を図ることは基本的に矛盾すると考えられてきた。実際に矛盾しないまでも、

教育研究の改善によって志願者が増加したり、外部資金収入が増加して経営状

態が改善されるとは限らない。むしろ、教育研究の質を向上するには何らかの

コストが必要であり、経営状況を圧迫することになりかねない。ＢＳＣは、こ

ういった対立関係にとなるもののバランスをとりながら戦略を実現することが

できる。 

第三に、教育研究の環境や内容を改善しても、それが教育研究成果に結びつ

いていないことがある。つまり、先行指標は目標を達成していても結果指標や

戦略目標を達成できない場合や、個々の活動は有効であるのに全体としては十

分な結果が得られないという場合に、ＢＳＣでは戦略そのものを見直すダブル

ループのフィードバック機能やフィードフォワード機能によって改善すること

ができる。 

第四に、大学の組織は目的や専門分野ごとに細分化された多くの部署を抱え

ており、これらの小組織間の利害調整には多大な困難を要している。キャプラ

ンとノートンは４番目の著書『ＢＳＣによるシナジー戦略』（Alignment, 2006）

で、ＢＳＣは複雑化した組織を戦略に方向づけるフレームワークとしている。

例えば、全社的なシナジーを高めるために本社が果たす戦略上の役割は、国立

大学法人の「本部」や私立大学の「法人」機能と共通するものがあると思われ

る。とりわけ、多くの部局を持ち、学部自治の強い伝統的な大学の特性を強く

残している旧帝国大学や大規模大学では、全学を統括するツールとして、ＢＳ

Ｃの導入が考えられる。 

                                                  
17 リーズ大学 http://www.leeds.ac.uk/about/strategy/strategy_map.htm より。 
18 武蔵野大学（森沢他 2005）、愛媛大学（奥居 2005）など。九州大学は 2007 年５月から

九大版バランス・スコアカード『ＱＵＥＳＴ－ＭＡＰ』を策定し、試行的運用を開始し

ている。http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/QUEST/#map で戦略マップを公開している。 
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以上のように、大学経営における様々な課題に対してもＢＳＣ導入の効果は

あると考える。しかし、実際に導入するには先述のような問題点があり、さら

に大学特有の問題点もあると思われる。ＢＳＣ導入の具体的な阻害要因や促進

要因を分析し、大学への適用可能性について考察することが今後の課題である。 
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第 2 部 

 

平成 19 年 9 月 21 日 大学外組織評価研究委員会 議事録 

 

• 参加者： 

 喜多 悦子 委員     日本赤十字九州国際看護大学 学長 

 牟田 博光 委員   東京工業大学 大学院社会理工学研究科 教授 

 山谷 清志 委員   同志社大学 政策学部・総合政策科学研究科 教授 

 川口 昭彦 内部委員   独立行政法人 大学評価・学位授与機構 理事 

 木村 靖ニ 内部委員   独立行政法人 大学評価・学位授与機構 客員教授 

                      (前評価研究部長) 

 田中 弥生 研究会担当   独立行政法人 大学評価・学位授与機構 准教授 

 西出 順郎氏 （オブザーバー）琉球大学 大学評価センター 准教授 

 

• 研究委員会議事内容 

 

1. 開会挨拶： 川口 昭彦 理事 

 

2. 自己紹介 

 

3. 本研究委員会の趣旨について 

① 大学外組織評価研究会の目的 

② 委員会の位置づけと役割について 

 

4. 議論 

① 大学経営改善あるいは大学経営改革という視点から、評価になにを期待す 

るか 

② 評価を有効活用にするためには、なにが課題になるのか 

③ その他：大学評価の向上のために必要な技術など 

 

5. 閉会挨拶： 木村 靖ニ 客員教授（前評価研究部長）
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１～２.  開会挨拶および自己紹介 

【川口】それでは委員会を開催させていただきます。この機構の理事の川口です。よろしく

お願いします。 

【木村】評価研究部の研究部長の木村です。よろしくお願いします。 

【田中】研究会担当の田中です。よろしくお願いします。 

【山谷】同志社大学の山谷です。よろしくお願いします。 

【牟田】東京工業大学の牟田です。よろしくお願いします。 

【喜多】日本赤十字九州国際看護大学の喜多です。よろしくお願いします。 

【西出】オブザーバーとして参加いたします琉球大学の西出です。よろしくお願いします。 

 

３.  本研究委員会の趣旨について 

①大学外組織評価研究会の目的 

【川口】最初に、この大学外組織評価研究会の趣旨、目的、活動状況などを、田中さんより

説明してもらいます。 

【田中】大学外組織評価研究会という名称どおり、大学の認証評価や法人評価を研究題材と

するよりも、むしろ行政や民間非営利組織、例えば営利企業などでの先駆的な評価

の取り組みを研究し大学評価の質を高める参考にするというのが、この研究会の大

きな目的です。さらに、これまでの研究会を経て目的を絞り込んできました。研究

会の最終目的として、大学経営改革を支援するための強化手法に焦点をあて、各手

法の有効活用の方法などを提言することが挙げられます。この目標の前提として、

刻々と環境が変化する中、経営改善や経営改革を進めていくためには、認証評価・

法人評価だけで戦略的手法を練ると不足が生じます。そのため、別な手法と組み合

わせる必要があるということが、本研究会で問題になりました。そこで、この経営

改善や戦略目標、戦略計画を作るためのさまざまな手法をレビューしながら、それ

らの手法を私立大学、国立大学で実際に取り入れている先駆的な活用事例をとりあ

げて、有効に活用するための体制面および活用の際の障害も明らかにしていくこと

を考えています。 

パワーポイント資料では、法律に基づいて行われる、行政手段としての大学評価と

いう意味で、認証評価や法人評価を分類しました。右側の「大学経営改革戦略策定

のための評価」は、それぞれの評価機能をマトリックスにしたものです。そして、

現行の認証・法人評価の中では組み込まれていない、右下の水色部分をターゲット

にしていこうということになりました。この研究会のアウトプットが、認証・法人
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評価で満たされていない部分を補うことになると思います。そして３ページ目に、

「大学経営改革戦略策定のための大学評価関連ツール」があります。これは西出先

生のサポートのもとに策定したマトリックスです。それぞれのプロセスでさまざま

な手法がある中で、主要なものをＰＤＣＡサイクルに基づき分類したものです。現

在研究会では、このようなさまざまな手法のレビューを３回にわたって進めていま

す。来年度は、フィールド調査で活用事例を見ていくことになると思いますが、そ

のためにはいくつかの条件をあらかじめ想定しておく必要があります。つまり、ど

んなに優れたツールでも受け入れ体制や評価結果の活用方法に関する仕組みを組ん

で行かないと効果が生じない可能性があります。その点を念頭に、本研究会では評

価を有効活用するための課題を中心に議論しています。本日の委員会の結果が、今

後のフィールド調査での事例分析の項目に反映されるものと考えています。 

② 委員会の位置づけと役割について 

【田中】研究会と本委員会との関係についてご説明します。大学外組織評価研究会および委

員会を設けています。研究会は比較的若手のメンバー８人で、２人は企業出身者で

日本格付研究所と野村證券の方です。それから、高等教育政策の研究者および評価

が専門の方々という組み合わせです。本委員会には、この研究会が出すアウトプッ

トの内容や方向性について助言する役割を期待しています。 

【川口】補足をしますと、機構が発足して以来、いろいろな評価事業を行うときに大学組織

以外の評価手法などを取り入れたこともありました。しかし、それはどちらかとい

うと、外部の手法を大学評価の手法に反映させるためのプロジェクトでした。この

成果は、部分的に現在の認証評価の手法および基準や、国立大学法人評価を進める

ための枠組み作りなどに反映されていると考えています。本委員会は、むしろ出た

評価結果をどのように改善し、質の向上に結びつけるか、さらに評価をプランニン

グから管理運営していくために何を考えたらいいか、その提案を研究会に反映させ

るのが本委員会の目的です。 

４.   議論 

① 大学経営改善あるいは大学経営改革という視点から、評価に何を期待するか 

② 評価を有効活用にするためには、何が課題になるのか 

③ その他：大学評価の向上のために必要な技術など 

【川口】今日議論する点は、第１点目に「大学経営改善」、あるいは「大学経営改革」とい

う理念から、評価に何を期待するのかという点です。また、第２点目として、評価

結果を有効活用するためには、何が課題になるのかという点があります。また、第

３点目は、評価の質の向上に必要な具体的な施策についてです。つまり、認証評価

と法人評価では異なる部分がある一方で、共通点としてそれぞれの点は質の向上に

引き継がれ、その改善に資するということがあります。また、これまでの評価を検

証するアンケート調査の結果では、第三者が評価することで具体的な改善に至らず
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とも取り組みを始めたということ、これまでうっすらと気づいていた学内の問題を

第三者に指摘されて気がついたことなどがありました。つまり、評価の結果が色々

な形で改善に向かう役割を担っていることは確かです。しかし評価結果の有効活用

方法では、各大学で明確でない部分があるのではないでしょうか。この点で、様々

な提案ができればと思います。 

【田中】では最初の点です。「大学経営改善、あるいは経営改革という視点から評価に何を

期待するか」という一般的な質問です。本日は国立大学代表として、牟田先生にご

出席頂き、山谷先生と喜多先生には私立大学代表としてご出席頂いております。皆

さん立場が多少異なるかもしれませんが、理解を共有するという意味でこの質問を

しています。 

【山谷】私の専門は政策評価で、中央官庁ならびに地方公共団体の行政の評価が専門です。

１０年ほど日本のお役所で評価を行っています。日本のお役所で一番問題なのは、

評価を実施する目的が分かっていない中で評価を行っていることです。評価の視点

は、「誰にどういう情報を伝えるのか」という点です。単なるデータではなくその

情報を使う側になって加工する。つまり、英語ではインテリジェンスというレベル

まで評価を加工しないと使えない情報になってしまうということです。また、独立

行政法人の評価も担当しています。例えば、農水省では政策判断のようなことを言

い出す方がいたり、自分の置かれている立場を理解せずとにかく評価をやればいい

という考え方で、評価というよりむしろチェックシートをこなしているようにも見

えます。現場の担当側は、徒労感の多い作業を延々とやらされ、その評価が何の改

善に役に立つのかわからずもらった側も分かっていません。さらにはアカウンタビ

リティですが、「説明すればいい」という形になっています。要は、結果に関する

責任の取り方という部分がまさに抜けています。そういう状況が、日本の官庁の行

政機関の中で起きているという感じがします。 

【牟田】大学外組織ということですので、大学の話でないことをお話ししたいと思います。

私はずっとＯＤＡ評価の仕事をしています。外務省や外務省関係団体の事業、プロ

グラム政策の評価を担当しています。評価への期待としては、「アカウンタビリテ

ィ」はもちろん大事な要素ですが、評価によって事業なり経営が改善されるという

ことも期待されています。しかし、事業改善、経営改善以外にも、改善できる要素

があると考えています。 

私は、ＯＤＡを実施しているＪＩＣＡによる評価の二次評価を担当しています。Ｊ

ＩＣＡによる評価の評価をする過程で、評価のやり方を委員会で提案したり、評価

のガイドライン改定作業をしています。このような経験から感じることは、評価方

法と評価報告書の良し悪しと事業の良し悪しは、結構関連があるということです。

それは事前計画をモニタリングしながら改定し、事後もデータ管理をきちんとしな

いと良いプロジェクトはできないということです。評価する時に必要なデータがな

くプロジェクトが終わってから評価するといったところで、いい評価ができるわけ
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がありません。つまり、きちんとしたプロジェクトであれば、きちんとした評価が

可能になると思います。言い換えれば、その事業の管理と評価の出来栄えは、かな

り相関があることが分かってきました。また同時に、評価マニュアルの改訂が一つ

のきっかけとなり、評価の仕方の質やプロジェクトの仕方の質が向上しました。例

えば、ある評価ガイドラインの改定で評価はガイドラインに沿って行われることを

明確にしました。すると、「自分の作業は必ず評価され公表される」という意識と

ともに仕事をするようになり、結果的に事業そのものが良くなっていきました。 

経営改革の視点で大事なことは、評価というものが、どういう基準で、どういうタ

イミングで、何をどのように評価するかということが明確になることです。つまり

仕事をしている人が評価される方法をよく認識することです。誰でもよく評価され

たいという考えがありますので、それが仕事のやり方の基準になってきます。です

から、仕事を始める前にみんなによく理解してもらい、「あなたがやったことは必

ず評価され、評価したことは公表します。評価はこういう基準です」ということを

理解したうえで仕事をやってもらえば、その評価が活きてくると思います。山谷先

生が「評価が徒労化している」と言われました。私も、その通りだと思います。大

学評価もそうだと思います。大学の現場で評価が義務となり、嫌々みんながその労

力を使ってやっています。しかし現実的には、評価項目や総合的な評価方法が大学

にいる者にはよく見えません。評価を実施する人が、評価される人に対して評価の

目的、方法を明確にし、それを周知させれば、ＰＤＣＡというプロセスを経なくて

も評価というものが事業の改善に役に立つのではないかというような気がします。 

【川口】本当にそうですね。次は喜多先生お願いします。 

【喜多】私の大学は２００１年に開学し、私は開学当初から就任しています。５年の間で、

まもなく受ける第三者評価も含め評価を受けなれければならないことはわかってい

ます。赤十字は現在５つの看護大学を持っています。まず学内での評価について述

べますと、「評価は批判だ」と考える人もいて、評価ということだけで構えてしま

うところがあります。このような懸念を払拭するためには、評価の目的や評価によ

り目指す改善点を明確に伝える必要があると考えています。牟田先生のお話のよう

に、ガイドラインなどを作成することも必要だと思います。 

学内評価以外にも、学生による授業評価もやっています。質問項目等はしっかりと

準備しているのですが、結果は先生の人気投票になっていることもあります。また、

質問内のコメント記入欄などを見ると、本当の評価の意味がわかっていないコメン

トが見られます。大学評価については、誰のために何を目指して評価をし、誰に伝

え、そして結果をどう使うのかという点が十分に練られていないと考えています。

たとえば「大学の方針と合わない教員がいる」、「学生の評価が非常に悪い教員が

いる」場合に、この該当者をどうするのかという方法が全くない。また、学生の授

業評価でも、過去の評価結果の問題点を伝えると、次の授業では工夫して良くなる

先生と、同じ状態の先生がいます。まだ新しい大学ということもあり、こういう問
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題への対応策はあまり考えられていません。もう一点は、教育や健康という、今ま

であまり評価の対象になっていなかったような分野の評価が手がけられるようにな

ってきていることです。これは社会の趨勢もあり必要なことだと考えています。 

【川口】「大学で評価をやりはじめた」ということですね。 

【喜多】そうですね。長期的なビジョンで評価を考えるべきだと思うのですが、細かいこと

に気を取られ評価の目的を定義することが意外と難しいです。各論に力が入り、総

論のない評価報告になることがあります。教育や健康の評価という点で、しっかり

とした考えのないまま大学の中に評価が押し寄せてきているような気がします。ま

た、教員全体への評価についての勉強会も考えています。そのあたりから着手しな

いと評価という言葉だけが踊ってしまうような印象があります。 

【川口】わかりました。それでは西出さん、意見がありましたらご自由にお願いします。 

【西出】はい。ありがとうございます。大学評価、法人評価の自己点検評価をしている中で、

いかに改善につなげるかという点で我々が常に心がけているのは、評価書を各学部

に対して作成しながら書く途中で問題点が見つかった時に、その問題点に素早く対

応して改善していくということを一緒に行うということです。既存の認証評価、法

人評価も含めて行っていくプロセスの中で自己点検評価をうまく活用することを心

がけていけば、ある程度の改善というものが見込めるのではないかと思っています。 

もう一点は、今後の展開として中期計画などでは、マスタープランレベルのものか

らオペレーショナルプランレベルのものまで混ざりあっています。大学として、自

身の立ち位置を分析し、しっかりした計画を作るお手伝いをする評価を考えていけ

たらと思っています。 

【田中】ありがとうございます。今皆さんのお話で共通に出てきたことは、「目的を明確に

しない評価はダメだ」というお話だと思います。機構の場合には、この点でガイド

ラインを作られているわけです。 

【川口】先ほど牟田先生から、認証評価と法人評価の区別が曖昧になっているという話があ

りました。この区別は明確で、認証評価は認証評価機関が定める評価基準に基づき

評価します。国立大学法人評価は、中期目標の達成状況を評価します。 

【牟田】そうですね。しかし、その中期目標の作り方そのものが非常に漠然としています。

目標が漠然としているものを、評価するのはほとんど不可能になります。 

【川口】その通りです。それは評価の問題以前のような気がします。 

【牟田】それは評価以前の話で、「自分たちで目標を作り自分たちで評価し、それを機構が

支援します」ということだと思います。そうはいうものの、やはり評価のやり方そ

のものについてのガイドラインが必要かと思います。 
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【川口】その場合には、全ての大学が金太郎飴のような状態になる可能性があります。 

【牟田】その点は、「各大学で工夫をしなさい」ということだと思います。ＪＩＣＡの場合

には、比較的、目的や目標がはっきりしていますから、それをどう効率的に実行す

るかということになります。仮に各大学でワンサイクル終了後、その評価が出て、

そもそも目標の作り方が悪かったということになるなら、もう少しこうしたらよい

という指導をすれば、次の中期計画はもう少しうまくいくのだろうとは思います。 

【川口】大学に関する評価は、エビデンス ベースド エバリュエーションです。エビデンス

がちゃんと出てくれば、評価はしやすいですし、エビデンスがしっかり出せるとい

うことは、事業の成果も上がっています。しかし読んでも分からないというような

のが、時にはあります。つまり、エビデンスがはっきりしない。それから目的や目

標が不明確になっているものもあります。特に試行的評価のとき感じましたが、結

局、今評価とそれぞれの大学の多様化、個性化の推進と、国立大学の国際的水準が

大きな題目になっています。たとえば、多様化、個性化を重視すると、その大学の

目的が明確に定められていない限り、第三者が評価できません。また、国際競争力、

国際水準というのは、研究分野によって水準が異なります。ガイドラインを評価機

関が示すということは、大学が金太郎飴になってしまうのではないかという気がし

ます。 

【木村】認証評価と法人評価は、かなり違うものです。法人評価の場合、ＰＤＣＡサイクル

を前提に、C の部分を大学評価・学位授与機構に委ねるという仕組みになっていま

す。認証評価の場合は、大学の具体的なプランではなく、それぞれの大学の掲げる

目標というかなり抽象的なものを規準として判断することになっています。 

【牟田】認証評価というのは、たとえば「いくつかの観点で、ある水準をパスしているかど

うか」を見る評価ですね。 

【木村】そうです。大学のプログラムではなく、組織としての大学の評価ということです。 

【牟田】たとえば、大学という名前を使うに値するかどうかを認めることですよね。 

【川口】設置した後のフォローですね。 

【牟田】そうです。だから、設置審の代わりにやっているようなところがあります。 

【木村】設置審の承認を事後に検証するということで、ＰＤＣＡサイクルを想定したものと

は性格が違いますね。 

【牟田】違うと思います。 

【木村】認証評価といわゆる法人評価は違いますが、全部大学評価と、一くくりに理解して

いるケースもあります。 
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【牟田】その認証評価の場合には、評価の基準が明確です。要するに、「中教審が定めてい

る学習力を作る力があるか？」、「ファカルティメンバーは必要数いるか？」など

いくつかの基準だけを見ます。これだけ見ればもう大学と名乗って結構ですという

ことになります。一方で、中期計画の評価は経営改善、事業改善をしていくという

ことですから、別の話ではないでしょうか？ 

【田中】結局は認証評価と法人評価の話になっていますが、これらの評価はシンプルにでき

るということでしょうか？ 

【牟田】認証評価はシンプルにすれば、それで済むのではないかと思います。 

【川口】ところが、実はそのように簡単にはいかないファクターがあります。それは公立大

学です。国立大の法人評価の場合には、法人評価が先にあり、後から認証評価がで

きたというタイムラグの問題があります。現在の公立大学は、公立大学を法人化し

て、その法人評価委員会で、教育と研究に関しては認証評価結果を使うと明確に書

いてあります。つまり公立大学にとって認証評価は、ある範囲がカバーされていな

いと困る構造ができています。それを背景に、我々の研究では、認証評価は「教育

活動を中心に行ないます」と言っていますが、オプションとして研究も見ています。 

【木村】評価項目に様々な要素を盛り込むことにより、本来の評価の性格が不明確になって、

評価の目的が拡散していく傾向が出てきているように思います。日本的といえばそ

れまでですが、見落としなく、すべてに目を配った評価にしようということになり

ます。その結果、全てに中途半端な評価になりやすいという問題があります。この

点は今後検討すべき課題の一つです。 

【川口】大まかな言い方をすると、国立大学、公立大学、私立大学と分けて、「それぞれの

ことをやりましょう」という話であれば、シンプルかもしれません。しかし、機構

は認証評価制度で、国立大学だけを担当するのではありません。今のところ、大学

の認証評価を行う機関は３つあります。大学は、どの機関で認証を受けるかを選び

ます。認証評価とは、国立、公立、私立という壁は全く無関係に、大学と称するも

のや、大学と自負する機関が７年に一度、どこかで認証を受ける必要のある制度な

のです。 

【牟田】たとえば、国立大学の場合には、そういうことも国立大学法人評価委員会でもう一

度見ますよね？ 

【川口】見ません。国立大学法人評価委員会は、文科省にある委員会です。国立大学法人評

価委員会が見るのは中期目標の達成状況に関する基本的な評価で、年度評価と中間

目標期間の評価の２つがあります。 

【牟田】認証評価は見ないのですか？ 

【木村】認証評価と法人評価は全く別です。国立大学法人の中でも、法人評価は私ども機構
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に教育研究の評価を委ねることが法的に決まっています。一方で認証評価は、自由

です。たとえば認証評価を基準協会で受審する国立大学もあります。法科専門職大

学院評価では、日弁連など他の評価機関で受審する例もあります。 

【川口】認証評価と法人評価とは全く関係する法律が異なります。認証評価は、学校教育法

に基づいており、法人評価は国立大学法人法です。 

【牟田】山谷先生（政独委）のところで、国立大学法人評価委員会の評価を見ていらっしゃ

いますね。 

【山谷】見ていますが、国立のみです。総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会です。 

【川口】法人評価を見ていますが、国立大学法人評価は総務省の政策評価・独立行政法人評

価委員会委員会が見て意見を付ける可能性もあります。 

【山谷】教育研究は見ていませんが、経営などの法人評価は見ています。経営を見ていると、

「教育と研究は別の所が行いますから見ないでいい」と言われています。 

【川口】要するに法人評価委員会は、我々にその部分を依頼するわけですね。 

【田中】つまり、それぞれベースになっている法律が違いますね。 

【喜多】私どもの大学は単科大学で、その単科の看護大学は例年１０校程度出来ており、現

在１５８校あります。さきほど牟田先生から「大学とは？」というお話がありまし

たが、単科大学を家にたとえると、家には台所があり、お風呂がきちんとあるから

家と認められています。一方で台所は台所、お風呂はお風呂場の役をきちんと果た

しているのかについては何も評価されておりません。看護大学は、多くがかつての

専門学校を引きずっています。ドイツのように、プロフェッサーとマイスターを作

るというのでマイスターを作る学校だったらそれはそれでいいと思うのです。一応

大学という名前で学校教育法の下に入り、実は行っていることがマイスターを作っ

ているような所は、少なくないのかもしれません。少なくとも私は、大学評価を大

きな武器にしたいと思っています。 

【木村】昨日私どもの機構主催でシンポジウムをやりましたが、ある学長先生も全く同じこ

とを述べられました。 

【牟田】そうであれば評価の基準などをきちんと示す必要があると思います。基準があれば

それに向かっていくのではないでしょうか。 

【喜多】しかし、そこで皆が集まり「評価の基準を決めましょう」となると、低い基準へ向

かうのではないでしょうか。 

【木村】確かに、現在、複数ある評価機関が互いに異なる評価基準で競いあう形にはなって

いないので、全ての機関で自動的に高い基準に向かうのは難しい面があります。本
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来の大学認証評価の制度設計では、それぞれ独自の評価基準を掲げる複数の評価機

関が想定されています。大学側が「今回は教育重視のこの評価機関で受審しよう」

とか、次は「研究を主体に見てもらおう」とその都度目的にふさわしい評価機関を

選択するという評価の恒常的プロセスを経ることで大学の質的向上を目指すことに

なっています。ところが、実情では現在３つある大学の認証機関は評価基準の違い

ではなく、評価対象となる大学の違いで棲み分けができています。大学評価・学位

授与機構は、主に国立大学法人を対象にしている評価機関と思われているようです

し、他の評価機関も、伝統のある私立大学と、新興私立大学など、それぞれ対象大

学が分かれています。つまり評価機関は競合ではなく、棲み分けで共存しているの

です。 

【木村】評価機関の現状をどう改善していくかは、文科省が考えるべきではないでしょうか。

評価機関は文科省が認証したわけですから、当然認証した責任があるはずです。大

学認証評価自体は、「設置審の審査とアフターケアが終了した後、大学の運営や教

育研究の状況が検証されなくていいのか？」という当然の疑問に応えるものですか

ら、あって然るべきものです。しかしその際には、大学のいわゆる賞味期間を問題

にするだけでなく、評価機関のその後の活動実績も検証されなくてはならないでし

ょう。評価機関の評価は、私もかねてから主張しているところです。 

【川口】たとえば、我々は文部科学大臣から認証を受けているわけですね。 

【木村】ドイツでは、政府が評価機関を厳しく監督しています。 

【牟田】それが普通ですね。 

【川口】普通は賞味期間があるはずなのですが、よほど悪いことをした場合以外、認証に関

しては賞味期間がありません。 

【木村】評価の信頼性というのは詰まるところ評価機関への信頼性ですから、評価機関が信

頼されなければ評価を行っても意味がありません。 

話を元に戻せば、ＰＤＣＡサイクルの「C」は自己点検・自己評価です。自らが検証

することは大切ですが、どうしても甘くなりやすい。そこで全体のプロセスを第三

者にあらためて検証してもらうというのが大学評価です。ＰＤＣＡが機能していれ

ば自己評価であれ、第三者評価であれ、評価作業には苦情がそう多くあるはずがな

いはずです。しかし、現状では評価は非常に疲労感があるという批判が多くありま

す。結局、これは評価の目的が十分説明されていない、大学の構成員が納得いく形

になっていないということです。法人評価は、目標・計画の達成度を測り、運営交

付金にも反映され、評価の意図はそれなりに明確です。一方で、認証評価はその点

で内発的意欲が出にくいかもしれません。 

【山谷】法人評価でも、評価結果が運営費交付金の分配に、多少なりとも関係するようなエ

ビデンスが出てくればもう少し引き締まるでしょう。しかし評価後、何も変化がな
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ければ評価の価値を失いかねます。 

【木村】これほどのコストをかけても、結果がこの程度の差しかつかないことになれば、評

価した側でも疲労感が出てくるでしょうし、社会的にもそのような評価ではやる価

値があるのかという批判は出てくるでしょう。 

【川口】法人評価に関しては皆さんが述べたとおりですね。これは運営費交付金に反映させ

るということを公言していますが、どのように反映されるかは、まだ分かりません。

評価結果を運営費交付金に反映させることは明言されていますが、どこに反映した

か分からないような結果の場合、結局大学が困る事態になると思います。 

【山谷】評価機構が法人評価をした時に、評価結果がしっかりと出て、ここが悪かったから

交付金がこのくらい減ったとかという結果が曖昧な場合、大学としてはどうしてい

いか分かりません。経営改善といっても、ある部分を改善して４年間頑張ればまた

元に戻るとか、この部分が良かったから増えたのでもっと伸ばそうとか。そのリン

クが見えずに、トータルと言われても困ります。 

【川口】そのような事態になる危険性はあるとは思います。先に述べたように我々が決める

わけではありませんが、今までの経験から言うとその様になっていく可能性があり

ます。結局、評価結果がどのようにその学校に反映されたかということを、ある程

度説明できないと最終的に国立大学が困ると思います。 

【喜多】恐らく私立大学も困ると思います。また、私は大学そのものの評価ということを材

料にした評価ができないものかと思っています。 

【川口】昨日のシンポジウムで、新見公立看護大学（短期大学）のお話が印象的でした。認

証評価を受けることが、大学を活発化させるのに役立ったということです。もちろ

ん直接評価とつながっているとは限りませんが、やはり評価をやろうという空気が

学内にあり、それによって現代ＧＰが６件も採択されているということです。 

【木村】新見短大は小規模な短大です。難波学長は、岡山大学医学部長から選ばれて着任さ

れ、地元に伝手がなく苦労されたと聞きました。難波学長は教授会を説得し、「小

さい地方の短大が現代ＧＰに応募しても無駄だ」という声を押し切って、いくつも

の現代ＧＰに採用されるまでになったとのことです。学内の雰囲気が変わったのは、

なによりも難波学長のご努力によるものですが、それを側面から支えたのは大学評

価だともご指摘になっていました。 

【川口】「評価をやったから」とは、もちろん言えないとは思いますが、評価という一つの

要素が、学内の空気をずいぶん変えたことは事実ですね。 

【木村】「法律ができたから仕方なく大学評価をやる」、つまり外圧的要因から評価を受け

させられるという大学側の姿勢では、評価する側も意気が上がりません。大学側に

内発的なものがなければ、訪問調査に行ってもお役人同士の対話のようになってし
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まいます。 

【山谷】評価の仕組みを上手に外圧として利用し、リーダーが評価の仕組みを利用しながら

望ましい方向にみんなを導いていくということであれば、評価は使えるのだと思い

ます。 

【喜多】いくらかでも評価が分かる専任の教授を中心に評価を行っていますが、全員の意識

に共有されるというのは、私どものような規模の大学でもなかなか難しいと思いま

す。 

【川口】先日の評価作業でも「評価専任の人が必要だ」という話が出ました。確かに専任の

人がいて、実施することは重要だと思います。しかし、評価を進める上で重要な点

は、評価者と被評価者の信頼関係と、学内で評価を作成するメンバー間の信頼関係

です。また、国際的に大学が出している情報では「その大学がどの評価機関にどう

評価されたか」という事がむしろ重要です。自分がこうだというだけではなく、こ

ういう評価機関でこのように評価されたという情報も、大学が出さないといけない

と思っています。国際的にも、そのような流れになっています。 

【牟田】今度の中期計画の法人評価のときに、機構のほうで、たとえばこの大学はトリプル

Ａだとか、これはダブルＡプラスだとか、一般の方にも分かりやすいように評価を

するというのはいかがでしょうか？ 

【川口】我々が要請されているのは、基本的にはそれぞれの学部研究科の現状分析というも

のです。それと中期目標の達成状況です。トリプルＡと言いましても、研究目的が

違うものは比べられず、同じ土俵には乗らないのです。 

【牟田】しかし、「それぞれに立派です」と言ったら、機構はあまり役に立っていないとい

うことに…（笑）。 

【木村】そこがジレンマで、配分に役立たないような評価といわれると、総務省や財務省が、

法人評価以外のより簡単で単純な配分尺度を提案してくるのでは、と懸念していま

す。 

【牟田】そうしないと運営費交付金の再配分ができなくなりますね。 

【川口】そうなることを恐れています。 

【牟田】機構できちんとやっていただけるのであれば、評価の観点がいくつかあってもいい

と思います。こういう観点であればトリプルＡだけど、こっちの観点で見るとＡプ

ラスしかないとかね。それは構わないと思います。 

【木村】しかしそこまですると…（笑）。 

【川口】私としてもその辺りが非常に頭の痛いところです。たとえば、教育と研究だけで評
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価をすると差が出ると思います。ただし、その差はそんなに大きなものとは考えら

れません。そうすると、拡大鏡でわずかな差をギューンと拡げる。ただその拡大鏡

だって単純な凸レンズではないかもしれません。下は、普通のガラスで上だけがす

ごい倍率の凸レンズかもしれませんし…（笑）。 

【牟田】そうなってしまうと、この前の発表のように、科研費をいくら貰ったかというよう

な点で差をつけるしかない。 

【木村】単純な尺度といえば、ドイツのように外部資金の獲得額で、大学・学部間のランキ

ングをつけるという例があります。研究水準に関しては、競争的資金の獲得額とか

なり高い相関関係があるのだそうです。 

【田中】議論の流れの中で聞きたいことがカバーされてきました。評価の目的を明確にする

ことは共通理解だと思うのですが、目的が不明確だと評価はできないというご意見

もありました。各大学が出している中期目標の一部を見ると、かなり漠然としてい

て、これでどうやって達成度を評価するのかと思うような部分も散見されました。 

そこで、目標の設定の仕方、計画の立て方に対して評価でどう取り組むか、または

どのような取り組みを期待するかというとこをお聞きしたいと思います。ＰＤＣＡ

サイクルの図に合わせて、各種の評価の機能別のマトリックスを作りましたが、プ

ランニングの仕方についても、評価で思考支援ツールとしてお手伝いしましょうと

いう案がでました。たとえばＢＳＣというのはバランス・スコアード・カードで、

プランの立て方から思考支援するような評価手法ですけれども、大学評価の中で、

プランの立て方が今あまり上手でないとすれば、この辺りの思考支援をするような

ツールを紹介してはどうかと研究会では議論していました。 

【牟田】中期目標を各大学が作成したときに、評価機構が「この中期目標は、評価の観点か

ら言って明確に出来ている」とハンコを押すと、スムーズに通るというような新し

いサービスはできないのでしょうか？ 

【川口】新しいサービスは、現時点では問題があると思います。なぜなら、一つ間違えば金

太郎飴になる可能性があるからです。それから「あなたたちは、金太郎飴を作るの

か？」と批判する人もでてきます。以前の中期目標（案）は、全ての大学に目を通

しました。それに対して、各大学にかなりのコメントをつけ文科省に戻しましたが、

オブラートに包まれて大学に戻されてしまいました。恐らく、各大学は、自分たち

のことを言われているかどうか分からないまま来てしまったのが実態だと思います。

新サービスをやるにしても、「どういう方法がよいか」という問題や、やること自

体への抵抗もあると思います。というのも、各大学が多様化、個性化を前面に出し

ているということがあります。つまり、まだ抵抗があるのではないでしょうか。 

【木村】法人評価では達成度が問題になりますから、達成しやすくするために、目標を低く

設定するのではないかという懸念は当初からありました。もっとも今回は、大学法
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人側も学内の士気高揚という意図もあってそれなりに高い目標を掲げているようで

すが、今回の結果に基づく配分結果によっては、次回の６年間目標・計画策定の

際、もう少し慎重に控えめな目標を掲げるところも出てくるのではないでしょう

か。目標・計画は最終的には文科大臣の認可ですから、もう少し挑戦的な高い目標

を掲げるよう指導があるかもしれませんが、これも少しリスクがあります。実際、

今回の目標でも、国際的に通用するとか、世界に向けて発信するというような水準

が提示されているところが少なくありません。しかしこれは突き詰めると国際的

（世界的）水準の研究ということになります。「果たして大丈夫なのか？」、「そ

の根拠を示すエビデンスを十分に提示できるのか？」という点で不安になることが

あります。 

また、そもそも計画の前提となる各大学のリソースの検討、つまり「人的・物的なリ

ソースの確認がきちんとなされていたのか」という点で心許ない印象を受けます。教

職員や施設の特徴や価値、その他有形無形の財を十分踏まえずに、「目標だ、計画

だ」といっても話になりません。ですから目標の抽象度が高くなりやすく、具体的に

記述するよう文科省の法人評価委員会から注意があったと記憶しています。欧米諸国

の大学や研究所では、他の組織に移られては困るメンバーに、それなりの待遇で留ま

るよう対処します。しかし日本では、そのような例はあまり聞きません。もっとも、

そうした大学のリソースを体系的に点検する手法や方法論自体が、日本ではまだ十分

にできていないという気もします。無いとすれば、是非この研究会で取り上げていた

だきたいですね。  

【田中】在庫目録のリソースというのは、人的なもの全部でしょうか？ 

【木村】人的、財政的リソースに加え、例えばロケーションもある種のリソースです。 

【牟田】実験設備もありますね。 

【川口】まさにその通りです。今書かれている中期目標の、色々な事情を聞いてみると、困

ったことに、書いた人がすでにその大学にいないことがあります（笑）。それで評

価をしなければならない人は後任者で、書いた人ではないのです。どうしてそのよ

うになったかと聞くと、高い目標で叱咤激励する必要があるなどの理由が多いよう

です。 

【牟田】大学評価については、つねに２点疑問を持っていました。１点目は「中期目標期間

中に学長が代わる」こと、２点目は「人が移ることが前提の計画ではない」という

ことです。 

【木村】大学に必要な人材を確保することは、結局、大学にリソースの自覚があるかどうか

ということです。今回の計画の良くないところは、リソースをほとんど点検しない

まま、書いたものだと思います。ですから、内容は抽象的になるし、間違ってもこ

こまで到達するだろうと穏当な水準を導きだしているわけです。 
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【牟田】本当は、目標の水準に応じて金を配る、そのかわり達成できなかったら、次の年の

分配額は下がるということが身にしみれば、身の丈にあって、しかもギリギリ高い

目標を出すような習性ができるでしょう。 

【木村】認証評価と比べて法人評価の難しさは、前例が全くないということです。もちろ

ん、認証評価やその前に機構が行った試行評価の例は参考にはなりましたが、法人

評価の仕組みそのものが国際的に見てもほとんど見あたらない、非常に包括的な内

容の評価です。認証評価の場合、毎年受審した大学側からの反応がわかりますし、

機構の評価員からの疑問などもすぐにくみ取ることができるので、評価基準の説明

の修正や、評価基準の改訂のためのデータも比較的容易に集めることができます。

実際、機構の認証評価基準の場合でも、第一回と現在とを比較するとかなり説明が

分かり易くなっていると思います。一方で、法人評価ではそれができませんし、次

回といっても６年先の話ですから、機構側でも法人側でも評価に関わった陣容は一

新されています。はたして、最初の反省点などが次回に十分反映できるのか危ぶん

でいます。もっともその前に現行の法人評価の枠組みそのものが変更される可能性

もありえますね。 

【川口】法人評価の本質の問題は、制度設計のときから段階的に法人化していき、段階的に

その評価を実施する時期がくればよいだろうと考えられていました。ところが国立

大学が一斉にやったわけです。段階的であれば、その間である程度の修正をしなが

ら評価を実施できたかもしれませんが、今はとにかく一斉ですから、どうしても一

期目というのは限度が生じてきますね。 

【川口】一応、管理運営に関する中期目標というのはあります。また、年度評価をやってい

ます。うまくできているかどうかは別として、我々は研究と教育に関して６年に一

度、目標を管理しています。 

【山谷】管理運営に関する中期目標は、大阪府立大学でやりました。人件費をどのぐらいカ

ットするかなどマネジメントの話です。そのときに言われたのは、「教育と研究は、

別のところでやりますから先生方はやらなくて結構です」ということでした。 

【川口】教育研究以外は、年度評価をやりますから、基本的にはその積み上げですよね。 

【喜多】私立で経営評価というのは大変シビアな話ですが、大学が経営評価をビジネス感覚

でやってしまい教育や研究部分が抜けてくると、結局評価はしていたけれど成果は

なにも出なくなる。大学評価というのは、経営の部分と教育研究の部分というのが

うまくかみ合わずバラバラでやっても意味がないと思います。 

【川口】それは国立大学についてはおそらく経営というよりも、さしあたり管理の問題でし

ょう。 

【田中】こちらで項目を指定して自由に議論していただき、いくつかのキーワードをいただ
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きました。 

一つは、評価の目的そのものを明確にすることついて、特にご示唆をいただいたと

思います。 

それから、評価がチェック機能の役割を果たしているのかについては、ＰＤＣＡや

マネジメントサイクルの中で、評価をどう位置づけるのかということに関わります

が、研究報告の中でも説明できればよいと考えています。 

それからもう一つはプランの問題です。自分のリソースを確認する。それが競合他

社との比較優位とか劣位などの確認になり戦略計画をどうたてるかという考え方に

つながっていくと思います。これは先ほどのマトリックスの中の、ＳＷＯＴ分析と

か、ＢＳＣというところに含まれていまして、自分たちで考える思考支援、どうい

うふうに考えていったらいいのかを支援するためのツールです。これは、活きてく

るかと思います。 

最後の経営診断については、財務の面とアドミニストレーションの面といろいろあ

ります。経営診断については、これからの宿題とさせていただきます。その他、体

制面、受け入れ面、意識改革、共有などのキーワードがありましたが、ここに掲げ

られている項目と一致しているところでもありますので、事例を分析しているプロ

セスで、委員会のほうにフィードバックさせていただきたいと思います。 

【川口】では閉会にします。 

 

５. 閉会挨拶 

【木村】本当に今日はお忙しいところ、いろいろお知恵を拝借しました。今後ともこの研究

会にぜひご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 
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